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総 務 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２２年３月１５日（月）午前９時５８分　開会

　　　　　　　　　　　　　午後５時１４分　散会

１．場所

大会議室

１．出席委員
委 員 長 野口　博  副委員長 川端福江  委　　員 村上英明
委　　員 三宅秀明  委　　員 森内一蔵  委　　員 三好義治

１．欠席委員
なし

　　　　
１．説明のため出席した者
市　長　森山一正 副市長　小野吉孝
市長公室長　羽原　修 同室次長　有山　泉 同室参事　吉田和生
同室参事兼人権室長兼人権推進課長　藤原堅太郎 同室参事　北野人士
秘書課長　井口久和 同課参事　橋本英樹 政策推進課長　山口　猛
同課参事　小矢田博子 同課参事　工藤正巳 人事課長　山本和憲
同課参事　石原幸一郎 人権室人権推進課参事　林　彰彦　　
人権室女性政策課長　牛渡長子　
総務部長　奥村良夫 同部次長兼財政課長　宮部善隆
同部参事兼総務防災課長　布川　博　同部参事兼法制文書課長　奥　幸市
同部参事兼市民税課長　寺本敏彦　総務防災課参事　小原幹雄
情報政策課長　柳瀬哲宏 固定資産税課長　入倉修二 同課参事　中西利之
納税課長　野村眞二 工事検査室長　角田猛志 同室参事　宮木茂実
会計管理者　紀田光司 会計室長　寺西義隆
監査委員、選挙管理・公平・固定資産評価審査委員会事務局長　南野邦博
同局局次長　豊田拓夫
消防長　石田喜好 消防本部次長兼消防署長　浜崎健児
同本部参事兼総務課長　北居　一　同課参事　明原　修 予防課長　森　一男
警備第１課長　本山　勝 同課参事　熊野　誠 警備第２課長　樋上繁昭

　　同課参事　納家浩二

１．出席した議会事務局職員
事務局長　野杁雄三 同局書記　寺前和恵

１．審査案件（審査順）
議案第　１号 平成２２年度摂津市一般会計予算所管分
議案第　５号 平成２２年度摂津市財産区財産特別会計予算
議案第１０号 平成２１年度摂津市一般会計補正予算（第８号）所管分
議案第２１号 摂津市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例制定の件
議案第２４号 摂津市立男女共同参画センター条例制定の件
議案第２５号 摂津市事務分掌条例の一部を改正する条例制定の件
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議案第２６号 一般職の職員の給与に関する条例及び摂津市職員の勤務時間、休暇　
　　　　　　　　　等に関する条例の一部を改正する条例制定の件

議案第２７号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部
　　　　　　　　　を改正する条例制定の件

議案第２９号 摂津市税条例の一部を改正する条例制定の件
議案第３６号 摂津市火災予防条例の一部を改正する条例制定の件
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（午前９時５８分　開会）

○野口博委員長　ただいまから総務常任

委員会を開会いたします。

　最初、理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。年度

末、何かとお忙しい中、本日は総務常任

委員会をお持ちいただきまして、大変ご

苦労さまでございます。

　本日は、平成２２年度の一般会計予算

所管分外９件のご審査を賜りますけれど

も、何とぞ慎重審査の上、ご可決賜りま

すようよろしくお願いいたします。

　一たん中座いたしますが、どうぞよろ

しくお願いします。

○野口博委員長　あいさつが終わりまし

た。

　本日の委員会記録署名委員は三好委員

を指名します。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付してます案のとおり行うことに異議

ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○野口博委員長　異議なしと認め、その

ように決定いたします。

　暫時休憩します。

（午前　９時５９分　休憩）

（午前１０時　　　　再開）

○野口博委員長　それでは再開いたしま

す。

　議案第１号所管分及び議案第１０号所

管分の審査を行います。

　補足説明をお願いいたします。

　奥村総務部長。

○奥村総務部長　それでは、議案第１号、

平成２２年度摂津市一般会計当初予算の

うち、総務部等に係る部分につきまして、

目を追って主なものの補足説明をさせて

いただきます。

　まず、歳入でございますが、平成２２

年度摂津市一般会計予算書２０ページ、

款１、市税、項１、市民税、目１、個人

は前年度に比べ３億３００万円の減となっ

ております。これは、景気後退による給

与収入総額の減少などにより、個人市民

税の減額が見込まれるものでございます。

目２、法人は、前年度に比べ７億９，２

００万円の減となっております。これは、

個人市民税と同様、景気後退により市内

企業の収益減少が見込まれることにより、

法人税割が減額となるものでございます。

　項２、固定資産税、目１、固定資産税

は、前年度に比べ１億５，３００万円の

増となっております。これは、家屋の新

増築による増加などによるものでござい

ます。目２、国有資産等所在市町村交付

金及び納付金は、前年度に比べ７００万

円の増となっております。項３、軽自動

車税は、前年度に比べ８０万円の増となっ

ております。

　２２ページ、項４、市たばこ税は、前

年度に比べ１４億円の減となっておりま

す。項５、都市計画税は、前年度に比べ

２，６００万円の増となっております。

これは、固定資産税と同様、家屋の新増

築による増加などによるものでございま

す。

　款２、地方譲与税、項１、地方揮発油

譲与税は、前年度に比べ１，７００万円

の増となっております。項２、自動車重

量譲与税は、前年度と同額を計上いたし

ております。なお、地方譲与税全体では、

２４ページの税制改正前の地方道路譲与

税分が、地方揮発油譲与税に移行したた

め、前年度と同額となっております。

　２４ページ、款３、利子割交付金は、

前年度と同額を計上いたしております。

款４、配当割交付金は、前年度と同額を

計上いたしております。款５、株式等譲

渡所得割交付金は、前年度と同額を計上
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いたしております。

　２６ページ、款６、地方消費税交付金

は、前年度と同額を計上いたしておりま

す。款７、ゴルフ場利用税交付金は、前

年度と同額を計上いたしております。款

８、自動車取得税交付金、項１、自動車

取得税交付金、目１、自動車取得税交付

金は、前年度と同額を計上いたしており

ます。目２、旧法による自動車取得税交

付金は、前年度と同額を計上いたしてお

ります。款９、地方特例交付金、項１、

地方特例交付金は、前年度に比べ４，１

００万円の増となっております。これは、

子ども手当創設に伴う地方負担の増加相

当分に対しまして、地方特例交付金の交

付が見込まれることなどによるものでご

ざいます。なお、地方特例交付金全体で

は、減税補てん特例交付金廃止の際の激

変緩和措置が、平成２１年度をもって終

了することにより、前年度に比べ２，３

００万円の減額となっております。

　２８ページ、款１０、地方交付税は、

前年度に比べ１億５，３５０万円の増と

なっております。款１１、交通安全対策

特別交付金は、前年度と同額を計上いた

しております。

　３０ページ、款１３、使用料及び手数

料、項１、使用料、目１、総務使用料は、

庁舎施設等使用料を計上いたしておりま

す。

　次に３４ページ、項２、手数料、目１、

総務手数料では、税務諸証明手数料及び

税務督促手数料を計上いたしております。

　続きまして、４２ページをご覧いただ

きたいと存じます。款１５、府支出金、

項２、府補助金、目１、総務費府補助金

では、総合相談事業交付金、緊急雇用創

出基金事業補助金及びふるさと雇用再生

特別基金事業補助金を計上いたしており

ます。

　次に、４８ページをご覧いただきたい

と存じます。款１５、府支出金、項３、

委託金、目１、総務費委託金では、府税

徴収事務委託金を計上いたしております。

　５０ページ、款１６、財産収入、項１、

財産運用収入、目１、財産貸付収入は、

土地貸付収入を計上いたしております。

目２、利子及び配当金は、各種基金利子

を計上いたしております。

　５２ページ、款１７、寄附金は、前年

度と同額を計上いたしております。款１

８、繰入金、項１、特別会計繰入金、目

１、財産区財産特別会計繰入金は、前年

度と同額を計上いたしております。項２、

基金繰入金、目１、財政調整基金繰入金

は、前年度に比べ６億３，０１０万６，

０００円の増となっております。目２、

公共施設整備基金繰入金は、前年度に比

べ１億１，９００万円の減となっており、

千里丘三島線道路改良事業などの財源と

して計上いたしております。

　５４ページ、款１９、諸収入、項１、

延滞金、加算金及び過料、目１、延滞金

は、前年度と同額を計上いたしておりま

す。項２、市預金利子、目１、市預金利

子は、前年度に比べ１１０万円の減となっ

ております。項３、貸付金元利収入、目

３、家屋被害復旧資金貸付金元金収入は、

前年度に比べ８，０００円の減となって

おります。項４、雑入、目１、滞納処分

費は、前年度に比べ３，０００円の減と

なっております。

　５６ページ、目２、雑入では、財政課

分として大阪府市町村振興協会交付金を

総務防災課分として水道事業会計からの

収入などを計上いたしております。

　続きまして、６０ページをご覧いただ

きたいと存じます。款２０、市債は、前

年度に比べ４億７，９９０万円の減となっ

ております。本年度は、借換債の発行の
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予定はないため、借換債を除く実質ベー

スの前年度との比較では、４，４８０万

円の減額となっております。本年度発行

予定の市債といたしましては、目１、民

生債は、地域福祉活動支援センター事業

債、目２、衛生債は、火葬炉設備改修事

業債、目３、土木債は、市道千里丘２３

号線改良事業債及び市営住宅建替事業債、

目４、消防債は、消防施設整備事業債、

目５、臨時財政対策債は、臨時財政対策

債、目６、退職手当債は、退職手当債と

なっております。借入限度額及び借入方

法などにつきましては、１０ページの第

４表、地方債に記載のとおりでございま

す。款２１、繰越金は、３億円を新たに

計上いたしております。

　続きまして、歳出につきましてご説明

申し上げますので、６６ページをご覧い

ただきたいと存じます。

　款２、総務費、項１、総務管理費、目

１、一般管理費につきましては、７０ペー

ジまで記載のとおり、そのほとんどが内

部管理事務の執行経費でございます。

　７０ページ、目２、文書広報費は、文

書の郵送や印刷などに係る経費を計上い

たしております。

　７２ページ、目３、会計管理費は、会

計室に係る事務執行経費を計上いたして

おります。目４、財産管理費は、庁舎や

集会所に係る維持管理経費などを計上い

たしております。

　７４ページ、目５、車両管理費は、公

用車両の事故に係る賠償金を計上いたし

ております。

　７６ページ、目１０、電子計算費は、

庁内の電子計算処理経費を計上いたして

おります。

　８２ページ、目１７、財政調整基金費、

目１８、公共施設整備基金費、及び目１

９、減債基金費は、それぞれの基金利子

を積み立てるものでございます。

　８４ページ、項２、徴税費、目１、税

務総務費、及び８６ページ、目２、賦課

徴収費につきましては、税務事務の係る

執行経費を計上いたしております。

　続きまして、１６０ページをご覧いた

だきたいと存じます。款８、消防費、項

１、消防費、目４、災害対策費は、新型

インフルエンザ対策用品などの各種備蓄

物品や防災演習に係る経費などを計上い

たしております。

　次に、１９６ページをご覧いただきた

いと存じます。款１０、公債費、項１、

公債費、目１、元金は、前年度に比べ５

億６，６３０万９，０００円の減となっ

ております。なお、借換債を除く元金償

還額は、前年度に比べ１億３，１２０万

９，０００円の減となっております。目

２、利子は、前年度に比べ３，０４５万

３，０００円の減となっております。款

１２、予備費は、前年度と同額を計上い

たしております。

　以上、平成２２年度摂津市一般会計当

初予算の補足説明とさせていただきます。

　続きまして、議案第１０号、平成２１

年度摂津市一般会計補正予算第８号のう

ち、総務部等の所管する事項につきまし

て補足説明をさせていただきます。

　まず、５ページの第２表、繰越明許費

をご覧いただきたいと存じます。款８、

消防費、項１、消防費、情報収集伝達体

制整備事業につきましては、全国瞬時警

報システムの整備に関し、国と地方公共

団体が一体となって取り組む必要がある

ため、歳出予算を補正計上するとともに、

その全額を繰り越しさせていただくもの

でございます。

　続きまして８ページ、第４表、地方債

の補正、変更分の南千里丘まちづくり整

備事業債につきましては、平成２１年度
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分のまちづくり交付金が増額交付の見込

みとなったことに伴い、起債の限度額を

変更いたすものでございます。市道千里

丘２３号線改良事業につきましては、事

業実施が平成２２年度となったことに伴

い、起債の限度額すべてを減額いたすも

のでございます。減収補てん債につきま

しては、法人市民税の減収見込みに伴い、

起債の限度額を変更いたすものでござい

ます。

　次に、歳入につきましてご説明申し上

げますので、１４ページをご覧いただき

たいと存じます。

　款１、市税、項１、市民税、目１、個

人は、７，０００万円の減額で、景気後

退による個人所得の減少により、個人所

得割が当初見込み額より減少したことに

よるものでございます。目２、法人は、

７億９，０００万円の減額で、個人所得

割と同様に景気後退による企業収益の減

少により、法人税割が当初見込額より減

少したことなどによるものでございます。

　項２、固定資産税、目１、固定資産税

は、１億円の増額で、償却資産の増加な

どによる増額でございます。款９、地方

特例交付金、項１、地方特例交付金、目

１、地方特例交付金は、１万９，０００

円の減額で、交付額の確定により減額い

たすものでございます。

　１６ページ、款１４、国庫支出金、項

２、国庫補助金、目５、総務費国庫補助

金は、４，５３２万３，０００円の増額

で、緊急経済対策の一環として、地方公

共団体が実施するインフラ整備等に対し、

地域活性化・きめ細かな臨時交付金が交

付されることとなったものでございます。

　１８ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目１、総務費府補助金では、

緊急雇用創出基金事業補助金３５万２，

０００円を増額いたしております。

　２０ページ、款１６、財産収入、項１、

財産運用収入、目２、利子及び配当金で

は、財政調整基金など各基金の運用利子

がほぼ確定したことにより増額をいたし

ております。

　２２ページ、款１７、寄附金、項１、

寄附金、目１、寄附金では、一般寄附金、

４９１万７，０００円を増額いたしてお

ります。款１８、繰入金、項２、基金繰

入金、目６、減債基金繰入金は、１０億

９，０００万円を新たに計上いたしてお

ります。これは、減債基金を一部取り崩

し、財政調整基金に積み立てるものでご

ざいます。款１９、諸収入、項４、雑入、

目２、雑入では環境対応車普及促進対策

費補助金１６０万円を新たに計上するほ

か、大阪府市町村振興協会交付金５９万

円を減額いたしております。

　２４ページ、款２０、市債、項１、市

債、目２、土木債は、まちづくり交付金

が増額交付見込みとなったことによる南

千里丘まちづくり整備事業債の減額及び

事業実施が、平成２２年度となったこと

による市道千里丘２３号線改良事業債の

減額をいたしております。目７、減収補

てん債は、法人市民税減収見込みにより

増額をいたしております。

　続きまして、歳出でございますが、今

回補正をお願いいたします予算のうち、

減額補正につきましては、事業費を精査

し経費の節減に努める中で、決算で見込

める不用額について減額いたしたもので

ございます。これら減額補正につきまし

ては、２６ページ、款２、総務費、項１、

総務管理費、目１、一般管理費、２８ペー

ジ、目２、文書広報費、目３、会計管理

費、目４、財産管理費、３２ページ、目

１０、電子計算費、３４ページ、項２、

徴税費、６４ページ、款８、消防費、項

１、消防費、目４、災害対策費、７４ペー
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ジ、款１０、公債費、項１、公債費にお

いて計上いたしております。

　次に、今回増額補正いたしております

項目につきましてご説明申し上げますの

で、３４ページをご覧いただきたいと存

じます。

　款２、総務費、項１、総務管理費、目

１７、財政調整基金費は、１５億８，７

９０万７，０００円を増額いたしており

ます。これは、利子相当分の増額や今回

の補正財源を調整するための増額のほか、

減債基金から財政調整基金へ積み替えに

係る増額を計上いたしております。その

ほか、各基金の利子相当分について、目

１８、公共施設整備基金費で、公共施設

整備基金積立金を、目１９、減債基金費

で減債基金積立金を、目２１、土地開発

基金費で、土地開発基金積立金をそれぞ

れ計上いたしております。

　続きまして、６４ページをご覧いただ

きたいと存じます。款８、消防費、項１、

消防費、目４、災害対策費では、全国瞬

時警報システム整備委託料３０２万円を

新たに計上いたしております。

　以上、平成２１年度摂津市一般会計補

正予算（第８号）の補足説明とさせてい

ただきます。

○野口博委員長　続いて、羽原市長公室

長。

○羽原市長公室長　それでは、議案第１

号、平成２２年度摂津市一般会計当初予

算のうち、市長公室に係る部分につきま

して、目を追って主なものについて補足

説明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、一般会計

当初予算の３０ページをお開きください。

　款１３、使用料及び手数料、項１、使

用料、目１、総務使用料では男女共同参

画センター使用料を計上いたしておりま

す。

　次に４０ページ、款１４、国庫支出金、

項３、委託金、目１、総務費委託金では

国勢調査・工業統計調査など、各種基幹

統計調査の実施に係る統計調査費委託金

を計上いたしております。

　４２ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目１、総務費府補助金では人

権問題の啓発相談業務に係る交付金を計

上いたしております。なお、この交付金

は、従来個別の補助金であったものが、

大阪府において他の相談事業と統合しパッ

ケージ化されたもので、このうち人権相

談に係る交付金は１４７万６，０００円

でございます。

　４８ページ、款１５、府支出金、項３、

委託金、目１、総務費委託金では、人権

啓発事業に係る人権啓発活動委託金を計

上いたしております。

　５６ページ、款１９、諸収入、項４、

雑入、目２、雑入では広報紙及びホーム

ページへの広告掲載料、退職手当のうち

水道事業会計が負担する退職手当水道事

業会計負担金、大阪府後期高齢者医療広

域連合からの派遣職員に係る給与等負担

金及び臨時非常勤職員等雇用保険個人掛

金などを計上いたしております。

　次に歳出でございますが、まず、６６

ページ、款２、総務費、項１、総務管理

費、目１、一般管理費では秘書課業務を

はじめとする市長公室各課にかかわりま

す事務執行経費のほか、人事課で所管い

たしております職員研修、労働安全衛生、

職員健康管理、職員厚生会関係などの予

算を計上いたしております。

　７０ページ、目２、文書広報費では、

広報せっつの編集、発行、配布に係る経

費のほか、ホームページの管理運営に係

る経費などを計上いたしております。

　７４ページ、目６、企画費では第４次

総合計画策定に係る経費のほか、政策推
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進課に係る事務経費を計上いたしており

ます。前年度と比較して３８５万９，０

００円の減額となっておりますが、この

主な要因は、第４次総合計画策定に係る

策定支援委託料の減によるものでござい

ます。

　７８ページ、目１２、女性政策費では、

女性政策課に係る事務経費を計上いたし

ております。なお、本年度は、せっつ女

性プランの改定に向け、男女平等等に関

する市民意識調査を実施する予算を計上

いたしております。目１３、男女共同参

画センター費では男女共同参画センター

の管理運営経費のほか、相談業務や講座

開催に要する経費などを計上いたしてお

ります。

　８２ページ、目１６、諸費においては

人権啓発推進事業、平和事業の経費など

を計上いたしております。

　次に、人件費に係ります予算につきま

して、２００ページ及び２０１、２０２、

２０３ページの給与費明細書をご参照く

ださい。

　平成２２年度当初予算の給与費は、特

別職に係る予算として４億４，５９９万

８，０００円、一般職に係る予算として

６３億９，４４７万５，０００円、総額

６８億４，０４７万３，０００円を計上

いたしております。前年度当初予算と比

較いたしますと、５．５％、３億９，５

３０万４，０００円の減額となっており

ます。これらの給与費の関係予算は、そ

れぞれの予算科目において計上いたして

おりますが、それぞれの合計は、報酬が

３億２，０３６万円、給料が２５億２，

４７２万４，０００円、諸手当が３１億

１，１９９万２，０００円、共済費が８

億８，３３９万７，０００円となってお

ります。

　次に、一般職の給与費の主な増減額に

ついてご説明を申し上げます。給与費全

体では４億２，０８９万６，０００円の

減額となっており、この要因は、給料で

１億６，０２５万３，００円、職員手当

で１億７，９１７万、２，０００円、共

済費で８，１４７万１，０００円、それ

ぞれ減額となったことによるものでござ

います。それぞれの内訳としましては、

給料の減額は、普通昇給分として９０８

万６，０００円の増額となったものの給

与改定に伴い１７２万４，０００円、職

員の退職、異動等により１億６，７６１

万５，０００円の減額となったことによ

るものでございます。

　職員手当の減額は、制度改正に伴う分

として住居手当で５７万７，０００円、

期末手当で６，４１９万６，０００円、

勤勉手当で２，５７９万８，０００円の

減額となったことに加え、その他の増減

分として退職手当で７，００４万５，０

００円の増額となったものの扶養手当等

でおおむね減額となったことによるもの

でございます。

　共済費では８，１４７万１，０００円

の減額となっておりますが、この主な要

因といたしましては、採用、退職等の職

員の異動によるものでございます。

　以上、議案第１号、平成２２年度摂津

市一般会計当初予算の補足説明といたし

ます。

　続きまして、議案第１０号、平成２１

年度摂津市一般会計補正予算（第８号）

のうち、市長公室にかかわります事項に

つきまして補足説明をさせていただきま

す。

　まず、歳入でございますが、１８ペー

ジ、款１４、国庫支出金、項３、委託金、

目１、総務費委託金では基幹統計調査に

係る委託金が確定したことに伴い、１９

０万円を減額いたしております。
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　２２ページ、款１９、諸収入、項４、

雑入、目２、雑入では水道部在職経験者

の退職金の確定に伴い退職手当水道事業

会計負担金を１０万８，０００円減額す

るほか、女性政策課に係る講座受講料を

３万２，０００円減額し、同課の事業に

おける保険料精算金の確定に伴い６，０

００円増額をいたしております。

　次に歳出でございますが、２６ページ、

款２、総務費、項１、総務管理費、目１、

一般管理費では賃金、旅費、委託料など、

経常経費について経費の節減に努め、秘

書課、人事課に係る経費を減額いたして

おります。

　２８ページ、目２、文書広報費では広

報紙発行に係る経費の節減に努め、印刷

製本費などを減額いたしております。

　３０ページ、目６、企画費では２８７

万１，０００円の減額となっております

が、これは第４次総合計画策定に係る経

費の減額のほか、政策推進課に係る業務

執行経費の節減に努め減額をいたしたも

のでございます。

　３２ページ、目１２、女性政策費、及

び目１３、男女共同参画センター費では、

女性政策課の業務執行経費や男女共同参

画センターの管理運営に要する経費など

の節減に努め減額いたすものでございま

す。

　３４ページ、目１６、諸費では５５万

円の減額となっておりますが、これは講

師派遣委託料が減額となったことなどが

主な要因でございます。

　４０ページ、項５、統計調査費、目１、

統計調査総務費では、賃金で５７万円を

減額しておりますが、これは統計調査に

係る経費節減に努めた結果でございます。

　目２、基幹統計調査費では、経済セン

サスなど国の基幹統計調査に係る業務執

行経費を決算見込みにより減額をいたし

ております。

　次に、人件費に係る補正予算でござい

ますが、まず７６ページ、特別職の給与

費明細書をご覧ください。報酬で７５７

万４，０００円の減額となっております

が、これは嘱託員報酬や選挙立会人報酬

など、各種非常勤特別職の報酬を実績に

応じた決算見込みにより減額したもので

ございます。

　次に、一般職の給与費については７８

ページをご覧ください。一般職では、給

料で７９４万円を減額いたしております

が、これは年度途中で退職する職員が生

じたことが主な要因でございます。

　職員手当では１億３２４万円の増額と

なっておりますが、これは定年退職以外

に退職する職員が生じたことに伴い退職

手当で１億１，６７６万５，０００円の

増額を行ったことが主な要因でございま

す。

　共済費では１２４万５，０００円の減

額となっておりますが、この主な要因と

いたしましては、年度途中に退職する職

員が生じたことによるものでございます。

　以上、議案第１０号、平成２１年度摂

津市一般会計補正予算（第８号）の補足

説明といたします。

○野口博委員長　続いて、石田消防長。

○石田消防長　それでは、議案第１号、

平成２２年度摂津市一般会計当初予算の

うち、消防本部に係る事項につきまして、

目を追ってその主なものについて補足説

明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、予算書３

４ページ、款１３、使用料及び手数料、

項２、手数料、目５、消防手数料は、危

険物設置許可等手数料及び罹災等の証明

書発行に伴う手数料でございます。

　４６ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目７、消防費府補助金は、大
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阪航空消防運営費補助金でございます。

　５８ページ、款１９、諸収入、項４、

雑入、目２、雑入は、消防団員退職報償

費及び近畿道救急業務実施市町村交付金

が主なものでございます。

　次に歳出でございますが、予算書１５

４ページ、款８、消防費、項１、消防費、

目１、常備消防費は、８億２，７０７万

５，０００円で、前年と比較して１７．

２％、１億７，１４０万２，０００円の

減少となっております。

　１５６ページ、賃金は、１名の臨時職

員賃金でございます。旅費は、消防大学

校、大阪府立消防学校等への職員研修派

遣に係る普通旅費などでございます。需

用費は、消防活動業務用品、職員の貸与

被服及び緊急情報システム交換部品等の

購入並びに消防車両、消防庁舎の修繕等

維持管理経費でございます。役務費は、

一般加入回線、専用回線及び携帯電話代

等の通信運搬費、消防活動用ボンベ検査

等の手数料並びに車両の保険料などでご

ざいます。

　１５８ページ、委託料は、消防庁舎の

清掃、庁舎設備等の保守管理及び緊急情

報システム等保守管理委託などでござい

ます。使用料及び賃借料は、消防本部庁

舎の土地借り上げ、仮眠用寝具借り上げ

などでございます。備品購入費は、小型

動力ポンプ及び空気呼吸器用ボンベの更

新、携帯・ＩＰ電話発信位置情報通知シ

ステム導入に係る経費などでございます。

　負担金、補助及び交付金は、消防ヘリ

コプター運営に係る負担金、消火栓新設・

修理負担金及び救急救命士養成等の職員

教育派遣負担金並びに救急安心センター

負担金などでございます。

　続きまして、目２、非常備消防費は５，

３７７万８，０００円で、前年と比較し

て０．３％、１６８万４，０００円の減

少となっております。報酬は基本団員及

び機能別団員に支給する消防団員報酬で

ございます。報償費は、退職消防団員に

対する報償金でございます。

　１６０ページ、旅費は、火災出動及び

訓練並びに歳末非常警戒等の費用弁償で

ございます。需用費は消防団員の貸与被

服及び消防団活動用品の購入並びに分団

配備の消防車両２９台及び小型動力ポン

プ２２台の維持補修などでございます。

工事請負費及び備品購入費は、ＮＯx・

ＰＭ法規制対象の市第三分団配備の消防

ポンプ自動車の更新に係る経費などでご

ざいます。負担金、補助及び交付金は、

消防団員等公務災害補償等共済基金の掛

金、消防団屯所の補修等に対する消防施

設整備費補助金及び消防大学校団長科入

校負担金などでございます。

　以上、消防本部所管分の補足説明とさ

せていただきます。

　続きまして、議案第１０号、平成２１

年度摂津市一般会計補正予算（第８号）

のうち、消防本部に係る事項につきまし

て、その主なものについて補足説明をさ

せていただきます。

　まず歳入でございますが、１６ページ、

款１４、国庫支出金、項２、国庫補助金、

目３、消防費国庫補助金の緊急消防援助

隊設備整備費補助金は、災害対応特殊水

槽付き消防ポンプ自動車に係る補助金が

不交付となったため減額するものでござ

います。

　２２ページ、款１９、諸収入、項４、

雑入、目２、雑入のふるさと消防団活性

化助成金は、補助対象物品購入実績金額

により減額となったものでございます。

　環境対応車普及促進対策費補助金は、

今年度購入いたしました消防車両２台に

対する環境対策車普及促進のための補助

金でございます。
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　次に、歳出でございますが、６２ペー

ジ、款８、消防費、項１、消防費、目１、

常備消防費の賃金は、臨時職員１名に係

る賃金の執行差金、需用費は、緊急情報

システム交換部品購入に係る執行差金を

減額いたすものでございます。

　工事請負費は、消防ポンプ自動車艤装

工事に係る執行差金、備品購入費は、消

防ポンプ自動車シャシ、救急自動車及び

高度救命処置用資機材購入に係る執行差

金を減額いたすものでございます。

　負担金、補助及び交付金は、救急救命

士の追加研修負担金等の執行差金を減額

いたすものでございます。

　目２、非常備消防費、報酬及び旅費は、

本年１月１日から運用しております機能

別団員がこれらの受領を辞退されたこと

により減額いたすものでございます。

　使用料及び賃借料は、自動車借上料の

執行差金、６４ページ、工事請負費及び

備品購入費は、消防ポンプ自動車購入に

係る執行差金を減額いたすものでござい

ます。

　負担金、補助及び交付金は、消防大学

校団長科入校に当たって、財団法人大阪

府消防協会が入校経費を負担したため未

執行となった経費を減額いたすものでご

ざいます。

　以上、補正予算のうち、消防本部所管

分の補足説明とさせていただきます。

○野口博委員長　続いて、南野局長。

○南野監査委員、選挙管理・公平・固定

資産評価審査委員会事務局長　それでは、

議案第１号、平成２２年度摂津市一般会

計予算のうち、総合行政委員会で所管い

たします公平委員会、固定資産評価審査

委員会、選挙管理委員会、監査委員に係

ります項目につきまして、目を追って補

足説明をさせていただきます。

　まず歳入でございます。４０ページの

款１４、国庫支出金、項３、委託金、目

１、総務費委託金の選挙費委託金は、平

成２２年７月２５日に任期満了となりま

す参議院議員通常選挙に係ります委託金

であります。

　次に、４８ページの款１５、府支出金、

項３委託金、目１、総務費委託金の選挙

費委託金は、平成２３年４月２９日に任

期満了となります大阪府議会議員選挙に

係ります委託金であります。

　続きまして、歳出でございます、７６

ページ、款２、総務費、項１、総務管理

費、目８、公平委員会費、及び目９、固

定資産評価審査委員会費につきましては、

委員報酬、旅費などの管理運営経費でご

ざいます。

　次に、９０ページの款２、総務費、項

４、選挙費、目１、選挙管理委員会費に

つきましては、委員報酬、旅費などの経

常的な管理運営経費でございます。

　目２、府議会議員選挙費は、府議会議

員選挙の執行に係る経費で、主なものと

いたしましては、臨時職員の賃金、入場

整理券の印刷代、発送料、ポスター掲示

場設営委託料及び選挙器具購入費等でご

ざいます。

　目３、参議院議員通常選挙費は、参議

院議員通常選挙の執行に係る経費で、主

なものといたしましては、投票従事者の

人件費、入場整理券の印刷代、発送料、

ポスター掲示場設営撤去委託料及び選挙

器具購入費等となっております。

　次に、９６ページの款２、総務費、項

６、監査委員費、目１、監査委員費につ

きましては、委員報酬、旅費などの管理

運営経費でございます。

　以上、予算の補足説明とさせていただ

きます。

　続きまして、議案第１０号、平成２１

年度摂津市一般会計補正予算（第８号）
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のうち、公平委員会・固定資産評価審査

委員会・選挙管理委員会・監査委員に係

ります項目につきまして補足説明をさせ

ていただきます。

　まず歳入でございますが、１８ページ

の款１４、国庫支出金、項３、委託金、

目１、総務費委託金の選挙費委託金は、

平成２１年８月３０日に執行いたしまし

た衆議院議員総選挙に伴います委託金の

確定により減額をするものでございます。

　歳出の３０ページ、款２、総務費、項

１、総務管理費、目８、公平委員会費、

及び３２ページ、目９、固定資産評価審

査委員会費につきましては、報酬、旅費

などの管理経費の精査に伴い減額するも

のでございます。

　３６ページの款２、総務費、項４、選

挙費、目１、選挙管理委員会費につきま

しても、旅費、需用費などの管理経費の

精査に伴い減額するものでございます。

　３８ページ、目２、市議会議員一般選

挙費及び目３、衆議院議員総選挙につき

ましては、それぞれの選挙執行後に人件

費、委託料等の執行経費が確定したこと

に伴いまして減額をするものでございま

す。

　次に、４２ページ、款２、総務費、項

６、監査委員費、目１、監査委員費につ

きましても、旅費及び負担金、補助及び

交付金などの管理経費の精査に伴い減額

するものでございます。

　以上、補正予算（第８号）の補足説明

とさせていただきます。

○野口博委員長　総務部長。

○奥村総務部長　先ほど補足説明をさせ

ていただきましたが、つけ加えて説明を

させていただきたいと思います。

　一般会計補正予算書第８号の２２ペー

ジでございますが、寄附金で４９１万７，

０００円の増額補正と説明させていただ

きました。寄附金の項目では、４９３万

７，０００円の補正なんですけれども、

ここの中には、緑化事業寄附金、総務部

所管外の２万円が入っておりますので、

これを除いた数字で説明させていただき

ましたのでよろしくお願いしたいと思い

ます。

○野口博委員長　それでは、これから質

疑に入ります。

　村上委員。

○村上英明委員　おはようございます。

この２２年度の一般会計の予算所管分と

また２１年度の補正予算ということでご

ざいますけども、その中で、この過日本

会議におきましても市税収入ということ

で２０年ぶりの額になりましたよという

ようなお話もございました。その中で、

これは多分、決算ベースでの話ではない

かなと思いますけど、予算ベースの中に

おきましては、今回、１６８億５，００

０万円ということになっているかと思い

ますけども、これは１６年、また平成１

７年、この辺は当初予算というような形

のほぼ２割の金額という中で今回設定さ

れているのかという中で、今の社会状況、

本当に厳しいというのが、この予算書等々

におきましても感じられるんではないか

なと、そういうふうに思っております。

　その中で、先ほども補足説明の中にあ

りましたけれども、さまざまな経費の節

減等々もされているなということも予算

書の中で、ところどころといいますか感

じられるようなところもございます。そ

ういった中で、何点かにつきまして、ご

質問させていただきたいというふうにも

思っております。

　歳入面におきましては、一番大きなも

のということで、たばこ税ということで

１４億円減収ということでございますけ

ども、当初、この条例を作った折には、
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約５年ほどということで、あと１年ほど

ですかね、いう形の歳入が見込まれてお

りましたけども、この時期に来てこの１

４億円の減というのは、かなり市の財政

についても大きい影響を来しているので

はないかなとそういうふうに思っており

ます。そういう中で、この予算書の中に

おきまして、歳入の方なんですけども、

基本的には所管別でご質問等々させてい

ただきたいと思いますけども、前後とい

うか、それはご容赦のほどお願いをした

いと思います。

　まずはじめに、納税課関係になると思

いますけども、歳入の２０ページでござ

います。この中で、滞納の繰越分という

ことで計上されております。その中で、

先ほどご説明も市税の関係でございまし

たけども、前年比に比べましても市民税、

個人でも約３億円、それから法人につき

ましても約７億９，２００万円いう形で

減収ということで、トータルすれば、１

０億９，５００万円、約１１億円の減収

ということでございますけども、その中

で、この滞納繰越分でございますけども、

この平成２２年度、この当初予算におき

ましては、昨年と比較して約９００万円

ほど増になっているのかなと、そういう

ふうにも思うんですけども、このあたり

のどういう対応されていかれるのかとい

うことを１点お聞きしたいと思います。

　それから、歳入の５４ページでござい

ますけども、この中で、滞納処分費とい

うのが計上されております。この平成２

０年度の決算におきましては５，５００

円だったと思いますけども、この平成２

２年度、８万円計上ということでござい

ます。その中で、件数につきまして、こ

の平成２２年度はどれぐらい見ておられ

るのか、それと、平成２１年度、もし分

かれば、お尋ねをしたいとそういうふう

に思います。

　それから、次の歳出の方で８６ページ

でございますけども、目２の賦課徴収費、

節１３、委託料ということの中で、電話

催告等の業務委託料ということが計上さ

れております。これは平成２２年当初と

いうことで１，０５０万円になっている

かと思いますけども、どういう業務、委

託内容なるのかということをお尋ねをし

たいと思います。

　それから、次に８６ページでございま

すけども、この中の節１３、委託料とい

うことで、コンビニ収納代行業務委託料

というのが計上されておりまして、予算

的には、５１万７，０００円ということ

でございますけども、これらの軽自動車

の納付ということで聞いておりますけど

も、軽自動車ということなので原付なり

また自動二輪、中型いうんですかね、ま

で対象範囲になるのかと思いますけども、

この中の委託先とどういう効果を想定さ

れているのかということをお尋ねをした

いと思います。

　それと合わせて軽自動車ということで

すので、車検用の納税証明発行がその後

必要になってくるのかなと思いますけど

も、その後の事務処理の流れについてお

尋ねをしたいと思います。

　次は、秘書課になると思いますけども、

歳入面で５６ページでございます。この

中の節１、雑収入から広告掲載料という

ことでございますけども、これは広告掲

載ということで、基本的には自主財源の

確保を目的にということでスタートされ

たということで認識をしておるんですけ

ども、この中で、平成２１年度当初予算

と比較をして、若干減額されているのか

なとそういうふうにも思いますけども、

その中で、ことしの件数とか、そのあた

りどう考えておられるのかということを
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お尋ねをしたいと思います。

　それから歳出の７０ページでございま

すけども、目２の文書広報費、節１１、

需用費、印刷製本費というのがあります。

この平成２２年度におきましては、９５

０万６，０００円ということで、平成２

１年度の当初予算と比較をしまして、約

１１０万円程度減額ということでござい

ますけども、この減額になった理由とい

いますか、そういうのをどういう考え方

で、この金額を設定されたのかなという

のをお尋ねをしたいと思います。

　これは人事課になると思いますけども、

歳出の６６ページでございますけども、

節７、賃金から臨時職員賃金ということ

で、この平成２２年度５６万７，０００

円ということで計上されております。そ

の中で、どういう業務内容ということで、

この臨時職員の方を採用されるのかなと

いうことをお尋ねをしたいと思います。

　次、同じく６６ページで、節８の報償

費、報償金ということで、人事課の所管

の分であると思いますけども、この平成

２２年度には７４万４，０００円という

ことで計上をされております。その中で、

この平成２１年度の当初では、約６２９

万円ですか、計上されていたと思います

けども、この減額の中身についてお尋ね

をしたいと思います。

　それから、次に市民税課になるかと思

いますけど、８４ページでございますけ

ども、節１３の委託料で課税資料のイメー

ジファイル作成委託料というのが、この

平成２２年度当初予算ということで１８

０万円計上をされております。この委託

の業務内容につきましてお尋ねをしたい

と思います。

　次は、これ総務防災課になるのかと思

いますけども、７４ページの中で、節１

３の委託料から、汚水槽・雑排水槽清掃

委託料というのが計上されております。

　平成２２年度４２万円だと思いますけ

ども、この委託の内容ですね、どういう

業務なのかなということをお尋ねをした

いと思います。

　それから、政策推進課だと思いますけ

ども、７４ページの分で、節１３の委託

料から新行政評価システムの改修業務委

託料ということで、この平成２２年度は

２２１万８，０００円が計上されている

と思いますけども、この委託の内容につ

きましてお尋ねをしたいと思います。

　女性政策課に当たると思いますけども、

７８ページの中で、節１３、委託料、市

民意識調査委託料ということで、先ほど

補足説明等もありましたけども、この調

査委託の内容につきまして、改めてお尋

ねをしたいとそういうふうに思います。

　次は、固定資産評価審査委員会だと思

いますけども、７６ページの中で、節１、

報酬ということで固定資産評価審査委員

会委員報酬ということでございますけど

も、この平成２２年度当初ということで

は、この２６万１，０００円が計上され

ております。平成２１年度に比べまして

約５２万円ぐらいですか、減になってい

るかと思いますけども、この差金の考え

方につきましてお尋ねをしたいと思いま

す。

　それから、選挙管理委員会の分で９０

ページでございますけども、節１０の交

際費ということで、平成２２年度、金額

少額といいますか、８，０００円という

ことなんですけども、これは平成２１年

度も８，０００円、ところが平成２２年

度は決算においても、ちょうど８，００

０円だったと思いますけども、この交際

費の支出の中身についてお尋ねをしたい

と思います。

　それから次、９０ページでございます
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けども、これは確認の意味でお聞きをし

たいと思いますけども、項４の選挙費と

いうことで、府議会議員選挙費というの

で、先ほど補足説明等もございました。

　この中で、この平成２２年度の当初予

算の分につきましては、節３の職員の手

当から節１８の備品購入費等々計上され

ておりまして、総額では１，２６３万８，

０００円ということであるかと思います

けども、これが本当にこの３月３１日ま

での執行分なのかということですね、確

認も含めてお尋ねをしたいと思います。

　それから、次は消防本部の分だと思い

ますけども、１５６ページでございます

けども、節１１の需用費という中で、修

繕料、消防総務課ですか、いうことで、

５００万２，０００円ということで計上

されているかと思いますけども、庁舎の

修繕なのかなというふうにも思うわけで

ございますけども、具体的な修繕の内容

ですね、どういう修繕を考えておられる

のかということをお尋ねをしたいと思い

ます。

　次に、同じく１５８ページでございま

すけども、節１３の委託料という中で、

大型四輪の免許取得委託料ということで、

３６万３，０００円が計上をされており

ます。この中で、この免許取得に向けた

委託料の対象の人数ですね、どのぐらい

の免許取得に向けた人数を計上されてい

るのかということをお尋ねをしたいと思

います。

　それから、１５８ページの節１９の負

担金、補助及び交付金という中で、先ほ

ども若干の補足説明がございましたけど

も、救急安心センター負担金ということ

で、この平成２２年度１７０万円計上さ

れておりますけども、この中で、救急安

心センター、大阪市がされている分だと

思いますけども、その中で、摂津市の救

急体制がどういうかかわりを持っていく

のかなということをお尋ねをしたいと思

います。

　それから、１６２ページでございます

けども、節１９の負担金、補助及び交付

金という中で、防災情報充実強化事業負

担金ということでございます。平成２２

年度今回の予算につきましては、７６万

９，０００円が計上されているかと思い

ますけども、この平成２１年度の当初予

算では７０万円、平成２０年度の決算で

は１００万円ぐらいあったかと思います

けども、この強化事業負担金のこの事業

内容についてお尋ねをしたいと思います。

　それから、５２ページの方、先ほど若

干ご説明がございましたけども、この繰

入金ということで、財政調整基金とか公

共施設整備基金繰入金というのが計上を

されておりますけども、この中で、中期

の財政の見通しですね、本会議の中でも

いろいろとこういう項目見てますよとか、

また予算化されたのに、また支出年度が

確定しないもの等々につきましては計上

されて、していませんよというような方

向もございましたけども、その中で、中

期財政見通し作成するに当たっては、本

会議の中でも、議員の中でもお話もござ

いましたけども、この４次行革との絡み

という中で、削減した項目とかいうこと

も含まれてやっぱりそれを見越したとい

いますか、計上した中でやっぱり策定し

ていくのが中期財政見通し、見通しとい

うことですから、それがいいのではない

かなと、私は思うんですけども、数字だ

けがひとり歩きという形ですかね、数字

だけを見ると、平成２５年度に基金が枯

渇してしまうというような数字にもなっ

ていますので、その辺で、第４次行革の

中でもこういう行革をやりながら経費削

減しましたよということも含めて、やは
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り計上していくべきではないのかとそう

いうふうに思うんですけども、そのあた

りの考え方について、また改めてお尋ね

をしたいというふうに思います。

　次、議案第１０号の方でございますけ

ども、１６ページの中で、先ほども補足

説明でもございました消防の中で、目３

の消防費国庫補助金という中で、緊急消

防援助隊の設備整備費補助金ということ

の中で、国からの分が不交付となったと

いうこともご説明があったかと思います。

そのあたりの理由について、改めてお尋

ねをしたいというふうに思います。

　それから、６４ページでございますけ

ども、先ほどの補足説明もございました

災害対策費という中で、節１３の委託料

がございますけども、その中で、全国瞬

時警報システム整備委託料ということで

３０２万円が今回補正をされていますけ

ども、このシステムの整備の中身ですね、

どういうシステムなのかということも含

めてお尋ねをしたいと思います。

　１回目は以上でございます。

○野口博委員長　そしたら、答弁お願い

します。

　豊田局次長。

○豊田選挙管理・固定資産評価審査委員

会事務局局次長　まず、固定資産評価審

査委員会に係るご質問についてですが、

平成２１年度と平成２２年度で５２万円

の差があるということでございます。２

１年度につきましては、３年に一度の評

価替えの年に当たりまして、審査申出が

かなり出てくるかという推定の下に、毎

年３年に一度、委員会の回数もふえるで

あろうということで、報酬の額を増やさ

せていただいているところでございます。

他の２年につきましては、大体年１０回

想定させていただいて、評価替えの年に

つきましては、３０回という形で考えさ

せていただいているところでございます。

そういったところでございまして、２１

年から２２年につきましては、減額させ

ていただいているところでございます。

　次に、２点目の選挙管理委員会費の交

際費につきましてでございますが、各委

員会とも交際費をつけさせていただいて

いるところなんですけども、これにつき

ましては、執行自体はここ数年させてい

ただいていないんですけども、こちらの

方の考え方といたしましては、近隣の委

員会の委員長であるとか、そういったと

ころでご不幸があった場合に弔電を出さ

せていただくとか、そういうようなこと

を想定させてもらっているところなんで

すけども、実際、ここ数年全然執行させ

ていただいてないという状況でございま

す。

　最後に府議会議員選挙費について１，

２６３万８，０００円につきまして、こ

れが２２年度３月末までの分かというこ

とのご質問でございますけども、私ども

としましては、３月末までの分を計上さ

せていただきまして、また、２３年度分

につきましては、また来年度予算のとき

に計上させていただく予定にしておりま

す。

○野口博委員長　石原参事。

○石原人事課参事　報償費、報償金の人

事課に関する金額の内容でございますが、

昨年と比べて５５４万６，０００円の減

額となっております。この中の主な要因

としましては、昨年度末に臨職非常勤に

かかわる賃金全体の見直しを行いまして、

その中の退職報償金を廃止したことによ

る減となっております。　

○野口博委員長　山口課長。

○山口政策推進課長　それでは、行政評

価システムの改修委託料につきまして、

ご答弁申し上げます。
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　現在の行政評価システムと申しますの

は、平成１４年度から本市行政評価シス

テム導入に当たりまして、情報政策課に

おいて構築していただいて運用してきた

ところでございます。今回計上しており

ます予算につきましては、現在使用して

いる庁内で作成しましたシステムの改修

ではなくて、平成２１年度から導入いた

しました新財務会計システムに含まれる

システムでございまして、財務会計シス

テムと行政評価システムとが同じデータ

ベース内にあるということで、総合計画

の体系をコード化し、双方が連動して動

くような仕組みになってございます。

　平成２３年度からの新しい総合計画の

実施に当たりまして、このいわゆる財務

会計と連動したシステムを使用するわけ

でございますけれども、これ標準化され

たパッケージでございますので、やはり

そのまま使うには少々何といいますか、

帯に短したすきに長いという言葉があり

ますけれども、たすきに長い部分につき

ましては、丸めて使わなければよいとい

うことなんですけれども、やはり帯に短

いところについては、やはり継ぎ足して

本市に即したシステムにするということ

が必要であるというふうに考えておりま

す。そのための予算でございまして、総

合計画のこのシステムを使いまして、総

合計画の進捗管理、それから、特に施策

評価ですね、こちらについて活用してま

いりたいと考えております。

　また、積算といいますか、内容につき

ましては、設計の作業ですね、いわゆる

データベースの中身、コアな部分はなか

なかさわれませんが、設計作業、それか

らカスタマイズ作業、これには事務事業

評価シートのいわゆるレイアウト変更、

施策評価シートのレイアウト変更、それ

から実施計画のレイアウト変更等、テー

ブルの構造、いわゆるフィールドの長さ

でありますとか、そういうような部分は、

コアな部分ということで、なかなかさわ

りづらいということで、メンテナンス等、

今後の分もございますので、できるだけ

標準仕様で使ってまいりたいというふう

に考えております。

　あとは出力項目の変更でございますと

か、それに伴うプロシージャ・スクリプ

ト、これはプログラムでございますけれ

ども、これの新規作成、それから現シス

テムからのデータの移植ですね、それか

ら操作マニュアルの作成、大体１人日６

万４，０００円で、３０人日、いわゆる

１人月でできる範囲内での予算を計上し、

この範囲内で何とか効率的なシステムと

してまいりたいと考えております。

○野口博委員長　宮部次長。

○宮部総務部次長　財政課に係りますご

質問につきましてご答弁申し上げます。

　まず、中期財政見通しの件でございま

すけれども、中期財政見通しは、第４次

行革以前より市政、施策の参考としてい

ただくため中期の財政見通しを毎決算後

にお示しいたしております。その時点で、

ほぼ確実に予測されるデータを組み込み

まして試算しております。今回は、たば

こ税などの大きな歳入環境の変化や、あ

るいは第４次行財政改革がございました

ので、これまでと同様の方法によりこの

時期に最新データを基に算出したもので

ございます。こうすれば改善しますといっ

たようなものではないと考えております。

人件費等最新のデータに入れ替えて試算

しておりますので、４次行革の６６０人

体制の人件費の効果は見込んでおるもの

でございます。

　しかし、第４次行財政改革実施計画を

作成するに当たりまして、この中期財政

は、指標として見通しは欠かせないもの

－17－



でございますので、これを目安として、

行財政改革を実施されるものと考えてお

ります。

　それから、６６ページの総務管理費、

一般管理費の臨時職員賃金５６万７，０

００円でございますけれども、これは財

政課に係る臨時職員賃金でございまして、

財政課では２年に１回参加指名登録とい

うのを行っておりまして、来年の１月で

すね、２３年度、２４年度の参加指名登

録を受け付けいたします。その関係で、

アルバイトさんを２人雇用いたします。

そのアルバイトさん４５日分２名という

ことで５６万７，０００円ということで

計上させていただいております。

○野口博委員長　寺本参事。

○寺本総務部参事　それでは、市民税課

にかかわりますご質問でございます。

　予算書の８４ページの節１３、委託料

で課税資料イメージファイル作成委託料

１８０万円計上させていただいておりま

す。委託の業務内容はというご質問につ

いてご答弁を申し上げます。

　住民税の当初課税に当たりましては、

課税資料であります給与支払報告書や現

在もきょうまで受付を行っております市

申告書や所得税の確定申告書のデータを

入力する必要がございます。従来は、資

料をそのままデータパンチ業者に直接渡

しておりましたが、他市の事例でござい

ますが、課税資料搬送中に車ごと焼失し

てしまったような事故も発生しておりま

す。このようなことから、個人情報の保

護と課税事務の効率化を図るために、現

在は自前のスキャナー機で直接資料を読

み取り、課税データをイメージ化してお

ります。このイメージ化と申しますのは、

スキャナーで読み取った課税資料を光ディ

スク、コンパクトディスクでございます、

これに記録し、パスワードでセキュリティ

を万全にしたものをパンチ業者に渡して

おります。また、イメージ化することに

よりまして、課税資料をパソコンで容易

に検索できるようになります。

　この作業につきましては、市民税課で

は従来から自前のスキャナー機を導入し

ておりまして、平成１７年ごろまでは、

年金の資料と給与支払報告書のみを手が

けまして、職員が読み取り作業を行って

おったわけでございますが、平成１９年

度から、確定申告書と市申告書も加わり

まして、膨大な資料件数となりまして、

約１０万件ぐらいのデータ件数になりま

す。このことから事務の効率化を図るた

めに、スキャナー機の業者から専門のオ

ペレーターに来てもらって作業を行って

おります。この作業に伴う人的派遣の委

託料でございます。

○野口博委員長　牛渡課長。

○牛渡女性政策課長　それでは、女性政

策課に係りますご質問についてご答弁申

し上げます。

　市民意識調査委託料の内容とのことで

ございますが、現在の男女共同参画計画、

せっつ女性プランの第２期が平成２３年

度に計画期間の目標年次を迎えますこと

から、２３年度にプランの改定作業に取

り組むため、その基礎資料とすることを

目的に、男女平等に関する市民意識調査

を実施するものでございます。

　委託の内容といたしましては、調査表

の印刷、発送並びに回収いたしました調

査表の集計及び分析、データでの報告書

作成を委託する予定をしております。

○野口博委員長　橋本参事。

○橋本秘書課参事　それでは、私の方か

ら広告の関係と広報紙の印刷関係につい

てご説明申し上げます。

　広告収入の方ですが、まず２１年度に

広報紙カラー化を導入しました際に、広
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告の単価の設定をカラー面４万２，００

０円と白黒面３万１，５００円の設定を

いたしました。それに伴います予算計上

が、４８枠１７６万４，０００円を計上

いたしました。それに対しまして、今年

度、１０社５８枠がありまして２１０万

円の収入を見込んでおります。

　２１年度はホームページのバナー広告

も開始いたしました。そのときの予算計

上といたしまして、月額１万円を１２か

月分の６枠を見込みました。予算７５万

６，０００円を計上いたしまして、先ほ

どの広報紙と合わせまして２５２万円に

なります。現在の収入見込みですが、バ

ナー広告８社トータルの月数ですが、６

１か月分入りまして５２万５，０００円、

合わせまして２６２万５，０００円を見

込んでおります。予算的にいいますと、

１０万５，０００円を上回っている状況

です。

　ただ、ホームページのバナー広告に関

しまして、予算計上１万円の１２か月と

申し上げましたが、実際のスタート時に、

割引を設定いたしました。３か月以上掲

載していただけるところについて１割引

き、月額９，０００円の設定と、通年、

１年通してということになりますと、１

０万円という設定をいたしました。その

分で２１年度の収入を見ておりますが、

２２年度当初予算の計上に当たりまして、

ホームページのバナー広告２年目に当た

りますものですから、その通年分、１０

万円掛ける６枠の設定をいたしましたの

で、バナー広告の若干の減額分の予算計

上となっております。引き続き自主財源

の確保に努めてまいりたいと考えており

ます。

　続きまして、広報紙の印刷に関しまし

てですが、今回２１年度減額補正も同時

に行っております。その中身ですが、２

１年度広報紙面の変更を行いました。ま

たカラー化を導入いたしまして、印刷費

用の単価につきましては、２１年度当初

増額を見込みました。実際の契約段階で、

紙の使用量、ボリュームが１日号と１５

日号で逆転現象を起こしまして、この１

日号の８ページ、４万５，０００部と、

１５日号、４ページ、３万２，２００部

の紙の使用量が相当の開きが出るもので

すから、個別の契約の中で、それぞれ発

行部数に応じたページ単価を設定いたし

ました。それとカラー化に伴いまして、

従来の２色刷りの特色という色設定の印

刷工程の関係もありまして、それもなく

なりましたことから、大幅な単価引き下

げが実現できました。それに伴いまして

見込まれる不用額の減額を図ったもので

す。実際のところ、従来の２色刷での発

行状況と比較しますと、今の裏表のカラー

印刷を導入した部分で同等金額の印刷状

態になっております。

○野口博委員長　布川参事。

○布川総務部参事　それでは、総務防災

課に係ります３点についてお答えさせて

いただきます。

　平成２２年度予算に汚水槽・雑排水槽

清掃委託として４２万円が計上されてい

る件につきましてご答弁させていただき

ます。

　この汚水槽・雑排水槽清掃委託は、昨

年度までは庁舎総合管理委託料の中に含

まれていたものでございます。この業務

はビル管理法によりますと、市役所は床

面積３，０００平米以上の事務所に当た

りまして、特殊建築物となります。廃棄

物処理及び清掃に関する法律によりまし

て、市は管理会社ではなくて、市の許可

を受けた廃棄物処理業者に直接委託しな

ければならないということが判明いたし

ましたので、昨年７月より契約変更いた
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しまして、新年度より庁舎総合管理委託

料より分離して委託料を追加計上したも

のでございます。

　続きまして、防災情報充実強化事業負

担金についてご答弁させていただきます。

これは、大阪防災ネットと言われるもの

でございまして、各自治体の負担金で、

大阪府下の天候状況や風水害等の情報を

提供していただいているものでございま

して、本市のホームページにも掲載して

おります。また、補正の方にございます

防災情報通信設備整備事業交付金の分で

ございますが、これは緊急地震速報、ま

たミサイル発射速報などを国から自治体

に情報を流すシステムでございまして、

これは衛星通信システムを使っておりま

す。これの受信機を総務防災課の部屋に

設置する予定でございまして、それに関

する費用でございます。

○野口博委員長　北居参事。

○北居消防本部参事　それでは、私の方

からは、救急安心センター事業、これに

ついてお答えをいたします。

　本事業の概要が本市の救急体制にいか

にかかわるものなのかというご質問であっ

たと思います。

　まず、市民に対するメリットですが、

まず一番に上げられますのが、市民の皆

様の安心感の確保でございます。病気、

けがが発生しまして、これは緊急性があ

るものなのかとか、また救急車の要否、

救急車を呼ぶべきか呼ばないべきかにつ

いて判断に悩んでおられる市民の皆様が、

センターへの病院相談によりまして、医

学的な見地から適切な助言を受けまして、

安心感を持って行動を取っていただける

と、このようなものがございます。

　それともう一つ、潜在的重症者の救護

がございます。緊急性の高い事案には、

センターから直接本市の消防本部指令室

に電話が転送されまして、ワンストップ

サービスで救急車が直ちに出動するなど、

潜在的重症者の救護が可能となりまして、

迅速かつ適確な救急業務を実施すること

ができ、救命率の向上につながるもので

あると考えております。

　それともう一つかかわりますのが、救

急件数のことですが、救急件数は減るの

かといいますと、本事業を先立って実施

しております大阪市のデータを見ますと、

救急件数は減少しておりません。そもそ

も本事業の目指すところは、先ほども申

し上げましたように、市民の皆様の安心

感の確保、それと潜在的重症者の救護で

ありますので、救急件数の減少について

は、その啓発活動の方に力を入れるべき

であると考えております。

○野口博委員長　野村課長。

○野村納税課長　それでは、私の方から

納税課にかかわりますご質問にお答えさ

せていただきます。

　まず最初に個人住民税の滞納繰越分が

当初予算で９００万円の増ということで、

この部分についてでございますが、滞納

繰越分が増えてきているというのは、ご

承知のとおり所得税から住民税への税源

移譲というのがあった関係で、平成１９

年度の住民税からかなり影響を受けてき

ているという状況です。そのことにより、

滞納繰越分の調定が増してきているとい

う分に加えて、過去の滞納繰越分の徴収

率の実績等を勘案して、今回計上させて

もらってます。

　なお、今後の対応についてでございま

すが、徴収につきましては、これまでと

同様督促・催告業務なり、夜間電話や休

日徴収を行うとともに、これまで同様不

誠実な未納者については、滞納処分とい

うこともきちんとした対応で行っていき

たいと。
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　そして、徴収率ということでいいます

と、口座振替の勧奨というのが今後とも

力を入れていかないといけないところか

なと思います。この部分につきましては、

この２１年度からですが、納期までに納

付いただけなかった方について督促状と

いうのを発送するわけですが、その中に

も口座振替の申込書を同封するなどして、

口座振替の利用率のアップを図っており

ます。それに加えまして、今年度予算で

も要求させてもらっておりますが、コン

ビニ収納や電話催告等々を活用しながら、

今後とも市税の確保に努めていきたいと

考えております。

　次、２点目に、歳入の方、滞納処分費

８万円についてでございますが、この部

分につきましては、委員ご承知のとおり、

インターネット公売で発生します手数料

部分について落札されました費用から充

当しているわけでございますが、２２年

度の見込みにつきましては、件数という

ことでの問いでしたが、公売額として約

６５万円、全体で６５万円を見込んでお

ります。それにかかわります手数料は１

万９，５００円、そして、価格設定が難

しい品物についての鑑定委託料というこ

とで、６万円強を見込んでおりまして、

合計で大体８万円ぐらいを見込んでおる

というところでございます。

　そして、今年度２１年度の状況でござ

いますが、今日までに３回のインターネッ

ト公売を実施しております。出品件数は

１３件、このうち落札されたのが８件と

いう形になっております。

　具体的な品物につきましては、園芸用

の噴霧器であるとか、絵画であったり、

オーブントースター、これは生活用品等

については、基本的には差し押さえしな

いという形でやってきておりますが、こ

の部分については、相手方の方から希望

というか、この部分もということであり

ましたので、私どもの方で公売の方をさ

せてもらっております。

　そして、落札件数８件で、落札の総額

ですが、約３万５，０００円ほどとなっ

ております。

　次に、電話催告等業務の委託内容につ

いてということでございますが、この部

分につきましては、先ほどの今後の徴収

の取り組みについてもお話しさせてもらっ

たとおり、電話によって主に少額の未納

者に対する納付の勧奨ということで、こ

の中身につきましては、納期限までの支

払いについて、うっかり忘れ等がござい

ますので、その部分を減少させて現年の

未収税の減少を図りたいと思っておりま

す。それと同時に、口座振替の勧奨等も

この業務の中で行っていきたいと考えて

おります。

　それから、最後に、コンビニ収納につ

いてでございますが、この部分について、

まず２２年度は軽自動車税を対象で実施

させていただくところでございますが、

その委託先についてのお問いでしたが、

委託先につきましては、コンビニの各本

部とそれぞれ個々に契約を行うのではな

くて、収納の代行業者というのが間へ入っ

ております。これは摂津市、今回特別で

はなくて、他の自治体でも同じようなや

り方が今一般的となっておりまして、そ

の収納代行業者が各コンビニ本部と契約

を行っておるという形になっております。

　その効果でございますが、ご承知のと

おりコンビニにつきましては、土曜、日

曜、祝日関係なく３６５日、２４時間の

営業という形になっておりますので、こ

れまでから仕事の関係とかで金融機関の

窓口ではお支払いが難しかった方につき

ましても、支払う時間であり、曜日なり

が夜間でもという形で、いろんな時間で
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対応できるということで、その部分での

納税の効果というのは上がってくるので

はないかなと考えております。

　最後に、軽自動車税に係ります納税証

明書の発行の事務処理についてでござい

ますが、この部分につきましては、基本

的には納付書の右端に、車検用の証明書

欄というのがございまして、そこに領収

印がつかれているものが証明という形に

なります。これについては従前から同じ

形でございまして、また、それ以外にも

窓口でも申請していただくことによって

納税証明書を発行することもできますし、

郵送でも対応しているところでございま

す。この部分につきましては、コンビニ

収納が改めて入ったからといって事務処

理が変わるということはなく、従前どお

り対応させていただきます。

○野口博委員長　明原参事。

○明原消防本部総務課参事　それでは、

私の方から３点のご質問にご答弁をさせ

ていただきます。

　まず、予算書１５６ページの修繕料に

ついてでございますが、消防庁舎管理事

業の修繕料につきましては、従前から経

常経費で一般修理分として１０５万１，

０００円を、それとあわせて臨時的経費

として、これは比較的高額となる庁舎機

能維持のための修繕料でございますが、

それをあわせて計上をさせていただいて

おりました。

　平成２１年度予算に対して平成２２年

度は、大幅に増額しておりますが、この

理由でございますが、２２年度につきま

しては、消防本部庁舎屋上に設置をして

おります非常用発電機、これの制御装置

の修繕ということで２５４万１，０００

円を計上いたしました。

　また、三つの出張所と消防本部の庁舎

も竣工から相当な年がたっておりまして、

機能維持のために、もろもろの修繕の必

要が日々生じてきておりますので、２２

年度につきましては、一般修理分として

５０万円を上乗せして計上もさせていた

だいたところでございます。

　庁舎の修繕につきましては、庁舎総合

管理委託によりまして、その都度修理等

の報告をいただいておりますが、庁舎機

能を万全に維持して消防業務を継続させ

るために、今後も計画的に営繕を行って

いきたいというふうに考えております。

　続きまして、予算書１５８ページでご

ざいますが、大型四輪免許の取得委託料

についてでございます。この大型四輪免

許取得委託料につきましては、大型四輪

の免許を取得するための自動車教習所の

１名分の派遣経費でございます。

　昨今、消防車両のベースとなる車両の

大型化でありますとか、資機材積載物品

が多種多様化してきた関係で、消防車両

か大型化してきております。現在、消防

本部に配備しておりますはしご車、ポン

プ車等のうち、現行の免許制度の普通免

許で運転、運行できる車両は出張所に配

置するポンプ車２台のみとなっておりま

して、ほかの車両は中型免許又は大型免

許が必要となっております。本署に配置

しておりますはしご車と、その隣に置い

ております水槽付き消防ポンプ車１台は

大型免許がないと運行できない車両となっ

てございます。

　消防職員の大型免許の保有状況をご紹

介させていただきますと、現在、９０人

中６７人免許を取得しております。

　消防署に勤務する職員にありましては、

日々の隊編成上、乗りかえで大型車両を

運行することから、大型免許が必要な資

格となってございます。そのため、平成

１９年度から試験場で受験する、いわゆ

る飛び込み受験ですね、その分に対して
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受験手数料として予算化を計画しました。

しかし、飛び込みでの合格率が非常に低

いということから、職員の方からはこの

制度は敬遠されたようでございまして、

大型免許を取得しようとする者は自費で

教習所に通って取得してきたという経緯

がございまして、この３年間での公費支

出はゼロという状況になってしまいまし

た。この制度の反省も踏まえまして、２

２年度は教習所の経費を負担するという

ことで、冒頭申し上げました１名に対し

てではありますけども、大型免許を取ら

せまして、効果的に消防隊を編成、運用

してまいりたいというふうに考えており

ます。

　続いて、３点目の補正予算の１６ペー

ジでございますが、緊急消防援助隊設備

整備費補助金の減額でございます。この

緊急消防援助隊設備整備費補助金につき

ましては、消防施設強化促進法に基づき

まして、国から歳入する補助金でござい

ます。国に登録します緊急消防援助隊の

設備を整備する場合に市町村に交付され

る補助金でございまして、本市の現在の

登録状況は消火隊が１隊、救急隊が１隊

となってございます。

　平成２１年度は、車両更新計画に基づ

きまして、いわゆるタンク車１台と救急

車１台を更新いたしました。このタンク

車は災害対応特殊水槽付き消防ポンプ車

でございまして、この分で補助金額で当

初見込んでおりましたのが１，１８２万

円でございます。それと救急車、災害対

応特殊救急自動車及びそれに積載する高

度救命処置用資機材、これで当初１，１

７８万８，０００円を見込んでおりまし

たが、この減額につきましては、最初に

申し上げましたタンク車、災害対応特殊

水槽付き消防ポンプ車の補助金が不交付

となりました関係で減額いたしました。

このタンク車の分１，１８２万円と救急

車の資機材の入札結果によります減額分

を減額いたしたものでございます。

　これは、最近三位一体の税源移譲の関

係で、国庫補助金が非常につきにくい状

況になっておりまして、本市の場合、平

成２１年度は二つの大きなメニューを補

助要望いたしまして、一つが国庫がつい

たという状況で、タンク車の方はいたし

方なく減額させていただいたという状況

でございます。

○野口博委員長　村上委員。

○村上英明委員　先ほどご答弁いただき

ました。その中で、１点目、納税課に係

る分でございますけども、滞納繰越分と

いうことで、過去の徴収率等々を考慮し

ながら設定をしましたよというお話でご

ざいました。

　その中で滞納分への対応ということで、

督促状を出されたりとか、いろいろと電

話されたりという形でいろいろとご苦労

もされているかと思います。その中で、

今、納付の相談ですね、インターネット

を見ると第４土曜日ということで、午前

中をされておられますけども、これが平

成２１年度はどれぐらいの相談があった

のかなということを１点お聞きしたいの

と、この第４土曜日に設定された理由と

いうのを、この二つをお聞きしたいとい

うふうに思います。

　それから、２点目なんですけども、こ

の滞納処分費ということで、インターネッ

ト公売のことでございますけども、公売

額として平成２２年度は６５万円ぐらい

を考えておるということでございました。

　この中で、このホームページ等々を見

ますと、インターネット公売の下見とい

うんですかね、いうこともされておられ

ますけども、この平成２１年度は３回こ

のインターネット公売をされたというこ
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とですけども、この下見の参加状況につ

いて、お聞きしたいと思います。

　これもホームページを見ますと、先ほ

どもオーブントースターとか、いろいろ

と話もございましたし、またほかの置物

といいますか、掛け軸といいますか、そ

ういうものを写真でも張りつけてあるよ

うな状況かと思いますけども、やはり公

売をするに当たっては、やはり現物を見

ていただく方がより内容もよくわかると

思いますし、例えば、きずものとかいう

ところも結構わかるのではないかなとい

うふうに思うんですけども、それでやは

り現物を見た方が公売の金額も上がるよ

うなことも市民の方からも聞いたことも

ございますので、要はインターネットで

見るよりも現物を見た方がやはりいいん

じゃないかのなと、そういうようなお話

もございましたので、そのあたりで平成

２１年度、この下見会の参加状況につき

ましてお聞きしたいのと、今後、先ほど

の現物を見た方がいいのではないかなと

いうふうに私は思うんですけども、その

あたり今後の考え方について、この２点、

お尋ねをしたいというふうに思います。

　それから、電話の催促等の業務委託料

ということでございます。この平成２２

年１，０５０万円ということでございま

すけども、これが歳入におきましては、

府支出金のふるさと雇用再生特別基金事

業補助金になっているのかなというふう

に思うんですけども、この府の事業の補

助が、ふるさと雇用再生ということでご

ざいますので、そのあたりで、この業務

とふるさと雇用という関係ですね、関係

いうたらおかしいですけども、財源との

関係について、１点お尋ねをしたいとい

うふうに思います。

　それから、コンビニ収納の件でござい

ます。先ほど代行業者との契約をされる

よということで、これからどこのコンビ

ニ収納ができるのかなというのは、これ

からだと思いますけども、これが徴収業

務ということですので、少なくとも６月

からスタートするのかなというイメージ

は持っているんですけども、それのスター

トの時期ですね、これを改めてもう一回

お尋ねをしたいと思います。

　それから、税ということのみではなく

て、例えば、ほかの公共施設の使用料と

か、その辺も含めて、こういうコンビニ

収納を含めた形のシステム構成というの

も一つの策にあるのではないかなという

ふうに思うんです。例えば、今の男女共

同参画センターとかいうところにおきま

しても、窓口で申し込んで、その窓口で

直接お支払いいただくような形になって

いるかと思うんですけども、そういう公

共施設の申し込みなり、その使用料の納

付につきましては、やっぱり窓口に行か

なくても、例えば申込書だけファクスを

送って、そして、その使用料については

コンビニ等々で収納をさせていただくと

かいうのも、一つのこれからの現金のや

りとりということも極力少なくするとい

うようなことも含めて、こういう収納体

制もひとつやっていったらどうかなとい

うふうに思うんですけども、今後のこう

いう公共の使用料関係ですね、もしお考

えがありましたら、システム等々の関係

もあるかと思いますけども、１点だけ、

この分お尋ねをしたいというふうに思い

ます。

　次に、広告の掲載料の件でございます。

先ほどホームページでもバナー広告とか、

いろいろと１回目の質問でもさせていた

だきましたけども、かなり努力をされて

いるようなことも私たちは認識しておる

んですけども、その中でこの広告の募集

の案内が、前にもいったかと思いますけ
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ども、ネットを見ますと、ＰＤＦという

ことでされているかと思います。その中

で、ある中小企業の方なんですけども、

これが直接書けるような、例えばワード

形式とかいうことにならないのでしょう

かというようなお話もございまして、要

は、今のままでいくと、１回印刷をかけ

て、手書きをして、それで申し込むとい

うことになっているかと思うんですけど

も、これが例えばワード化して直接メー

ル返信とかいう、そういうこともできる

のではないかなと、そういうふうに思う

んですけども、この辺のワード化いうん

ですかね、そういうのについてのお考え

があるのかないのか、その辺を１点お尋

ねをしたいというふうに思います。

　それから、次の印刷製本費の件でござ

います。この２１年度いろいろとカラー

化とか、１日号と１５日号の紙面の大幅

な見直しといいますか、紙面の面が逆転

したような状況になっていたかと思いま

す。その中で、第４次行革の関係の中で、

平成２４年ですかね、見直しするような

こともございましたけども、その辺のど

ういう内容、この行革の中で見ておられ

るのかということを１点だけお聞きをし

たいというふうに思います。

　それから、財政課の６６ページのとこ

ろの臨時職員の賃金ですね。２名分とい

うことで、４５日分計上されているとい

うことでございます。この辺はしっかり

とまた適正な業務をしていただきたいと。

この指名登録という形であるかと思いま

すけども、その辺で市民の、細かいこと

をいうんじゃないですけども、いろいろ

と影響がないようにしっかりと適正な執

行をお願いしたいと。これは要望として

おきますので、よろしくお願いいたしま

す。

　次の６６ページの報償金、賃金の件で

ございます。これも賃金の見直しという

ことで退職報償金の見直しということで、

先ほど若干のご説明がございました。こ

れもヒアリングをしながら、一度お聞き

をしたこともあったんですけども、この

辺でまたしっかりと人材育成も含めて今

後計画をつくられるというふうに聞いて

おりますけども、またしっかりと、６６

０人に対してになるわけですから、その

辺で職員の負担増とならないような形で、

また人材育成をしっかりとしていただけ

ればなと、そういうふうに思いますので、

これも要望としておきます。

　それから、市民税課の分でイメージファ

イル作成委託料の件でございます。これ

もいろいろとディスクに入れられて、パ

スワード設定しておられるということで

ございますので、このあたりもしっかり

と個人情報ということの意味も含めて、

やっぱりしっかりとセキュリティの対策

というのもやっていかないといけないの

ではないかなというふうに思います。そ

ういう中で、いろいろとディスクを今後

ネットを通してデータの情報をやりとり

されるのか。ディスクでということです

ので、それを直接運搬されるのか、もう

一回その辺確認だけさせていただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

　それから、次の７４ページの汚水槽の

委託料の件でございます。これも平成２

１年度からの予算の中の枠組み変更とい

う形であったと思いますけども、この辺

もしっかりと、しっかりとといったらお

かしいですけども、環境改善になるよう

に委託を適正な形でやっていっていただ

きたいというふうに思いますので、これ

も要望としておきます。

　それから、新評価システムの件でござ

いますけども、これは平成２１年度から
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の財務システムの変更等々でございます

し、また新しい総計との絡みもあるかと

思います。これもしっかりと行政として

の評価ができるように、また分析がしや

すいような形のシステムという形での業

務となるように、またお願いをしたいと

いうふうに思いますので、これも要望と

しておきますので、またよろしくお願い

いたします。

　それから、女性政策課の分で市民意識

の調査ですね。平成２３年度で一応目標

年次を迎えられるということで、この平

成２２年の調査をしながらいくというこ

とでございます。そういう中で先日も広

報ですか、さまざま会議等々への女性の

参加率が大阪府下トップという形で載っ

ていたかと思いますけども、この辺の女

性の参画というのは、これから男女平等

ということでいけば、５０％、５０％が

平等、数字でいけばいいのかなというふ

うに思うんですけども、そのあたりでも

う一度今後の参画率の向上に向けての考

え方というか、取り組みというんですか

ね、こういう取り組みをやって女性の参

画率をふやしていきたいとかいうような

考えがあれば、１点だけお聞きしたいと

いうふうに思います。

　次の７６ページの固定資産の評価審査

委員会の分でございます。これも平成２

１年度が３年に一度の評価替えというこ

とでございますので、２２年もしくは２

３年については、おおむねこの金額でいっ

て、さらにその翌年は平成２１年度の予

算並みのまた金額が上がってくるのかな

というふうに思うんですけども、そのあ

たりでしっかりとこの固定資産の評価の

審査をまたしていっていただければなと

思いますので、これも要望としておきま

すので、よろしくお願いいたします。

　それから、次の選挙管理委員会の分で

交際費でございますけども、お香典とか

弔電とかいう形でございました。これも

今後また適正な形での執行をお願いした

いというふうに思います。

　次の９０ページでございますけども、

府議の選挙ということで、これは３月３

１日までの分であるということで確認を

させていただきました。その中で、こと

しも参議院議員の選挙もございますし、

先ほどこの予算の中でありました府議会

議員の選挙と言っても、再来年度ですね、

いう形でなってくるかと思いますけども、

この投票率の向上に向けて平成２２年度

まだ何か考えておられるのか、この１点

だけをお聞きをしたいというふうに思い

ます。

　次の消防の分で修繕の内容をお聞きを

しました。この平成２２年度につきまし

ては、約５００万円の計上ということで

ございます。これは、やはり建物という

のは常時維持、管理していくというのが

長寿命いうんですかね、長く使えるよう

な、耐用年数も長くなるような感じで私

自身思っていますので、そのあたりでこ

の部分はしっかりと毎年点検をしながら、

この維持管理のために修繕をしながら、

要は建物の延命を含めてやっていってい

ただければなと、そういうふうに思いま

すので、これも要望とさせていただきま

すので、よろしくお願いいたします。

　次の節１３の委託料という中でござい

ます。この四輪免許の取得ということで

ございますけども、確認をさせていただ

きたいと思いますけども、３６万３，０

００円、平成２２年度ですね、いうこと

で、これは教習所への１名分というふう

にお聞きしておりますけども、例えば教

習所へ行って、すんなりと合格していけ

ばいいと思うんですけども、例えば一般

民間企業なんかでは、例えば不合格になっ
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た分まで見ますよとかですね、そういう

規定があるのかないのか、その辺だけ１

点お聞きをしたいと思います。

　それと、今９０人中６７名が大型免許

を持っておられるというようなこともご

ざいましたけども、今後の大型免許の取

得への取り組みの計画について、二つ、

この点ではお聞きをしたいと思います。

　それから、救急安心センターの件でご

ざいます。先ほどのご答弁の中で大阪市

の今の現状におきましては、大幅な救急

出動の件数というのは減少していないと

いうようなお話もあったかと思います。

　しかしながら、例えば小さなけがとい

うんですかね、そういう形で今まで電話

等々１１９番にかかっていたものが、私

個人の考えでは減ってくるんではないの

かなと、そういうふうに思っているんで

すけども、その考えの中で、しっかりと

１１９番に通報があれば対応していただ

きたいんですけども、１７０万円の今回

の予算ですね、この金額の算定の考え方

ですね、なぜ１７０万円になったのか、

例えば人口比であるのか、そのあたりの

算定の金額の考え方を１点お尋ねをした

いというふうに思います。

　それから、次の負担金、補助及び交付

金ということで、防災情報の充実強化と

いうことでございますけども、これはしっ

かりとまた情報の充実をしていただきた

いというふうに思うんですけども、もう

一度この充実強化ということで、今後の

考え方ですね、こういうことで強化して

いきたいと、そういうようなことがござ

いましたら、１点お尋ねをさせていただ

きたいというふうに思います。

　それから、中期財政見通しの件でござ

います。これもいろいろと本会議もそう

ですし、先ほどもいろいろとご答弁もも

らいました。なかなかいろいろと見えな

いといいますか、年次的に計上できない

ような事業とか、金額も確定していない

ような事業等々がなかなか数字には出て

きていないということもあるかと思うん

ですけども、一般というんですかね、民

間企業等々も含めたときに、中期の見通

しをつくるときには、ある程度こういう

事業も出てくるから、この年次ぐらいで

一応計画をしておこうかとかいうことで

策定されているのが、一般の民間企業の

中での中期財政見通しという中での考え

方にはならないのかなというふうに思う

んですけども、私も今まで会社におった

折には、そういう形で５年後にはこうい

う事業が出てくるとかいうことも含めて

計画しておりましたし、その中で、こう

いうことでいろいろと事業の削減も踏ま

えて、今、例えば１０億円要る事業であっ

ても、４年、５年後については業務革新

等々で２割ぐらい減になるんじゃないの

かなというようなことで、その見通しの

中で計上していたようなこともございま

すので、今後もそういうことも踏まえて、

また行革とか総計も今後出てくるわけで

すから、その辺で中期財政の見通しの数

字の計上の仕方につきましては、やはり

そういうことも踏まえて、やっていった

らいいのではないかなと、私、個人的に

思っておりますので、またそれもいろい

ろと検討しながらやっていっていただけ

ればなと、そういうふうに思いますので、

よろしくお願いいたします。

　それから、次の議案第１０号の方でご

ざいますけども、緊急消防隊の補助金の

不交付の件はわかりました。今後またしっ

かりとこういう補助金をもらえるような

形で、またいろいろと申請も含めてやっ

ていっていただければなと思いますので、

よろしくお願いいたします。

○野口博委員長　暫時休憩します。
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（午後０時１分　休憩）

（午後１時２分　再開）

○野口博委員長　再開します。

　２回目の答弁からします。野村課長。

○野村納税課長　まず、１点目に土曜日

の納付相談についてということで、件数

と、なぜ第４土曜日かということでござ

いますが、まず、平成２１年度４月から

先月、２月までの実施状況でございます

が、来庁されておられる件数が延べで４

１件、そして電話での相談件数が延べで

４７件ということで計８８件となってお

ります。

　当然職員におきましては、来られる方

を待つというだけではなくて、こちらか

らも電話で催告であるとか、いろんな業

務をその間行っております。

　それと、なぜ第４土曜日かということ

ですが、日々窓口でも納税の相談をさせ

てもらっている中で、一定の納付期限と

いうのをご相談の中で定めておるんです

けども、どうしても月末に入金であると

か、お給料の方では給料日が月末とかに

近いということで、どうしても月末での

入金という件数が多くなっております。

その関係からも一応第４土曜日、月末の

方で設定をさせてもらっております。

　次、２点目に、インターネット公売の

下見会の件でございますが、２１年度、

先ほど３回公売を実施させてもらったと

いう中で、その参加状況ですが、今年度

に限っては下見の件数はゼロ件でござい

ました。ちなみに、平成２０年度では２

件の下見がございました。下見会につき

ましては、期間中一日ということで設け

ております。

　次に、コンビニ収納の開始月でござい

ますが、軽自動車税の納税通知書が５月

に発送されます。それを受けて５月から

同時に開始させていただこうと考えてお

ります。

　なお、コンビニ収納の今後のあり方等

につきましては、情報政策課長の方から

お答えさせていただきますので、よろし

くお願いします。

○野口博委員長　柳瀬課長。

○柳瀬情報政策課長　それでは、コンビ

ニ収納の将来的な拡大等につきまして、

私の方からお答えさせていただきます。

　平成２２年度からは軽自動車税のコン

ビニ収納を開始いたしまして、翌年以降、

他の税目及び保険料など、全庁的にサー

ビスを拡大していく予定にしております。

　しかしながら、ポイントとなりますの

は、コンビニエンスストアのレジでバー

コードを読み取って収納を行いますが、

そのバーコードの読み取りテストにつき

まして、若干工数がかかっております。

これはどういうことかと申しますと、本

市が対応する予定のコンビニエンススト

アが合計１２社ございます。そのすべて

のコンビニエンスストアはポスレジと言

われるものをすべて違うシステムを使っ

ておりまして、その１２社すべてにおい

て、すべての帳票のバーコードの読み取

りテストが完了しない限りはコンビニ収

納が行えないということになっておりま

す。このことから事務上、やはり１万件

以上のオーダーがある収納がないと導入

については少し難しいかなというふうに

考えております。

　しかしながら、収納機会の拡大につき

ましては、行政の課題でございます。コ

ンビニ以外にも例えばクレジット収納で

ありますとか、電子マネー収納等ござい

ます。今後につきましては、費用対効果

や事務の効率等を考えまして、最善な方

法を考えさせていただきたいと考えてお

ります。

○野口博委員長　橋本参事。
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○橋本秘書課参事　それでは、広報紙と

広告に関しまして、２点の質問にお答え

させていただきます。

　１点目、全般的な広告の申し込み手続

でございます。現在、２２年度の広告案

内を出しておりますが、委員ご指摘のと

おりＰＤＦでの申し込み書を添付してお

ります。ワード形式についても申し込み

手続が簡単になるように今後すぐにでも

対応していきたいと考えております。

　続きまして、広報紙に関しましての次

期行革での課題でございます。

　現在、月２回発行しております広報紙

を月１回に集約して、効果的、効率的に

行政情報の提供に努めたいと考えており

ます。

　広報紙に関しては、現在、行革に対し

てのパブリックコメント等におきまして

も、インターネットの情報発信のウエー

トは高まっているが、高齢化が進むとき、

さらに読みやすく、内容を充実してほし

いという意見もいただいております。そ

の中で、広報としましては、より詳しく

積極的な情報提供を図っていきたいと考

えておりまして、また適切な情報量にて

発行することも課題となってまいります。

　掲載情報につきましては、日々工夫と

検討を続けてまいりますけれども、それ

に伴いまして、情報、広報紙面は多いに

こしたことはございません。ただ、現在

のタブロイド判での情報量の調整は非常

に難しい面もございます。その形態、ス

タイルの見直しも同時に図って、広報紙

の充実に努めたいと考えております。

　また、配布方法につきましても、十分

検討しなければならないと考えておりま

す。広報では、行政と市民のパイプ役と

なる広報紙を発行します。そして、市民

に公平に届けたいという思いもございま

す。その中で、配布につきましては、地

域でのご協力をいただけるのか、また、

業者ではなく、地域密着ということで、

シルバー人材センターへの委託も行って

いけるのかなどについても検討してまい

りたいと考えております。よろしくお願

いいたします。

○野口博委員長　宮部次長。

○宮部総務部次長　納税課にかかわりま

す電話催告等業務委託につきまして、１

０分の１０ふるさと雇用再生特別基金事

業補助金が当たっておりますので、財政

課より答弁させていただきます。

　ふるさと雇用再生特別基金事業につき

ましては、平成２０年度の国の第２次補

正予算で緊急雇用対策あるいは生活対策

として創設されたものでございまして、

雇用機会を創出するための事業を平成２

１年度から平成２３年度までの期間にわ

たり実施することとされております。

　この事業の条件といたしまして、地域

の発展に資する事業で、終了後継続、事

業展開が見込まれるもの、原則として１

年以上雇用し、当該企業等での正社員が

期待できるもの、自治体の直接実施はで

きなくて、民間企業に委託することになっ

ております。

　また、人件費の要件といたしまして、

新規雇用の就業者の人件費割合は委託費

の２分の１以上とすることとなっており

ます。

　それで、委託された業者につきまして、

新たにハローワーク等で募集されること

と存じますけれども、ふるさと雇用とい

う名称でございますから、できるだけ摂

津市内の方に雇用していただきたいと思

いますけれども、この電話催告等業務委

託につきましては、その予定の業者は市

外の業者と聞いております。それから、

業務内容も特殊な業務ということでござ

いますので、なかなか摂津市内の方でと
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いうことを限定するというのは難しいと

は考えております。

○野口博委員長　布川参事。

○布川総務部参事　防災の情報手段とい

たしまして、その強化策についてお問い

があったかと思いますので、お答えさせ

ていただきます。

　現在は、先ほどもご答弁させていただ

きましたけども、主に防災ポーサルタイ

トの運営、防災情報メールの配信、高所

カメラの設置の整備からなっております

インターネットを使った大阪防災ネット

がございます。もちろん市のホームペー

ジからもアクセス可能でございますし、

府や各市の防災情報が見られるほか、最

新のライフラインの状況も確認すること

ができるようになってございます。

　また、携帯電話では自分のメールアド

レスを登録しますと、最新の気象、避難、

地震情報の防災情報メールが自動的に配

信されるようにもなっております。

　今回、補正予算で計上させていただい

ております防災情報通信設備事業では、

ミサイルの発射情報や緊急地震速報など

衛星通信システムを利用しておりますの

で、そういう形での情報提供をいただく

ことになっております。

　また、昨年の新型インフルエンザの流

行時におきまして、市民から即時性の情

報を携帯電話のメールで発信してほしい

という趣旨のご意見もございました。こ

うした緊急的な事態が起こった場合に、

どの情報を、どこから、どのように発信

していくのかということにつきましては、

一つの課だけはなく、全市的にどのよう

なシステムで、どのように行っていくか

を検討する必要があるかと考えておりま

す。今後の課題だと考えております。

○野口博委員長　寺本参事。

○寺本総務部参事　それでは、課税資料

に係ります２回目のご質問についてご答

弁を申し上げます。

　課税資料イメージファイル作成につき

ましては、１回目でもご答弁申し上げま

したように、課税資料を光ディスクに記

録しまして、パスワードでセキュリティ

をかけて万全を期しておるということで

ございます。この課税資料イメージファ

イルにつきましては、この光ディスクの

作成の部分まででございまして、あと、

先ほどご質問のディスクの運搬について

はどうなっているかということにつきま

しては、また別項目でパンチ委託料とい

うことで予算計上させていただいており

まして、データパンチ業者は別業者になっ

ております。この業者につきましても業

務委託契約と秘密保持契約を締結いたし

まして、光ディスクの運搬に当たりまし

ては、その業者から取りに来る人につい

て、顔写真つきの届出書を提出していた

だきまして、光ディスクの運搬につきま

しては、ジュラミルケースに入れまして、

かぎを施錠しております。

　また、先ほどネットを通してできない

のかというご質問もございました。これ

につきましては、今、所得税の確定申告

書のデータにつきまして、国の方で電子

的に送信できるようにということで、現

在進められている状況でございます。こ

れが実現いたしますと、一遍にはいかな

いと思いますけれども、パンチの件数も

徐々に減ってまいると考えております。

○野口博委員長　牛渡課長。

○牛渡女性政策課長　それでは、女性政

策課に係ります２回目のご質問について

ご答弁申し上げます。

　女性委員の参画率向上に向けた取り組

みということでございますが、政策方針

決定の場に女性の積極的な参加を促すた

め、男女共同参画計画、せっつ女性プラ
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ンにおきましても、女性の各種審議会へ

の参画率の向上を最重点の推進項目とし

て取り組みをさせていただいております。

　しかしながら、本市の状況は府内の市

町村の平均値を上回っているものの、国

や大阪府と比べますと、まだまだ低い割

合となっておりますので、なお一層の努

力が必要であるというふうに考えており

ます。

　参画率が進まない原因といたしまして

は、委員の任命が選挙によるものですと

か、あて職のために性別の予測が困難な

状況にあることや、各種団体からの推薦

で選出される場合に、女性がいらっしゃ

らないといった状況があるものと考えて

おります。

　そこで、平成２０年に審議会への女性

委員の登用指針を策定しまして、女性が

参画しやすいように審議会の構成の見直

しを図っていただくように関係各課に働

きかけております。こうした働きかけを

継続するとともに、女性大学や男女共同

参画センター実施の事業等を通じまして、

女性の人材の発掘を行うとともに、人材

を活用する仕組みづくり、こういったも

のも検討しながら、今後とも参画率の促

進に向けて努力をしてまいりたいと考え

ております。

○野口博委員長　豊田局次長。

○豊田選挙管理委員会事務局局次長　そ

れでは、私から選挙管理委員会に関しま

す２回目のご質問について、ご答弁申し

上げます。

　投票率の向上についてでございますけ

ども、これにつきましては、従前より選

挙管理委員会といたしましても、常にあ

る課題であるという認識でございます。

　これまでにも入場整理券を全有権者に

送付することや啓発チラシを新聞折り込

みする、また、ホームページで選挙の啓

発をするなど、いろいろな啓発を行って

きたところでございます。このようなこ

とにつきましては、引き続き行っていく

予定でございます。

　次回の参議院議員通常選挙におきまし

ては、従前よりご指摘をいただいていた

選挙公報につきまして、全戸配布する予

定で、今現在進めているところでござい

ます。

○野口博委員長　北居参事。

○北居消防本部参事　それでは、救急安

心センター事業に係ります本市の負担金

１７０万円の算出根拠について、お答え

いたします。

　２２年度の運営費予算額は２億６００

万円、このうち２分の１の１億３００万

円を大阪市が負担しまして、残る２分の

１を府下市町村により人口割と財政規模

割によってそれぞれ分担するものでござ

います。

○野口博委員長　明原参事。

○明原消防本部総務課参事　大型四輪免

許取得委託料につきましての追加費用で

ございますが、免許取得までに不合格と

なった者の追加教習試験等にかかる費用

につきましては、派遣された各職員の個

人負担となるものでございます。また、

今後の大型四輪免許の公費負担計画でご

ざいますが、退職予定者数等を勘案いた

しまして、当面各年度１名といたしたい

と考えております。

○野口博委員長　村上委員。

○村上英明委員　２回目もご答弁いただ

きました。最初の滞納の繰り越し分とい

うことで電話相談の件ですね、来庁が４

１件あって、電話が４７件ということで

数字的なものもございましたけども、こ

れも土曜日の午前中ということではなく

て、今後例えば５時までとかいうことで、

時間の拡充等も含めて、また検討してい
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ただければなと、そういうふうに思いま

すので、よろしくお願いいたします。

　それから、滞納処分費ということでイ

ンターネット公売の件でございますけど

も、先ほども２１年度は０件、２０年度

は２件ですか、いう形で報告もございま

した。これもインターネット公売という

ことなので、インターネットを見られる

方しかわからないというか、そういうふ

うなことにもちょっと一つなっているの

かなと、そういうふうに思いますし、ま

た、この下見も一日のみということです

ので、これの下見の日数もふやしていた

だくとか、また、インターネット公売と

いうことで、インターネットという名前

がついてますから、一般紙、広報紙等々

にも載せるというのは、その辺もどうか

なということもあると思いますけども、

摂津市民の方々により広く行くような形

で、またご検討願えたらなと、そういう

ふうに思いますので、またよろしくお願

いいたします。

　それから、電話催告の委託料のことで

ございますけども、これも業者は市外の

方というか、そこに委託をするので、摂

津市民の方はどうかということはわから

ないというような状況でもございました

けども、それも要望ということですけど

も、ふるさと雇用ということで摂津市の

方の事業としてやるということですので、

その辺は考えていただければなと、そう

いうふうに思いますし、この電話催告に

つきましても相手に負荷のかからないよ

うなやりとりということも踏まえて、ま

た税の納税義務ということもございます

ので、その辺も踏まえて公平性なども考

えていただいて、また適正な形でこの業

務の執行をお願いしたいというふうに思

いますので、よろしくお願いいたします。

　それから、コンビニ収納の件でござい

ますけども、先ほど軽自動車のみならず、

他の税とか、また公共施設の使用料等も

考えていきますということですので、こ

の辺もより負担のかからないというか、

財政支出の少ないというんですかね、そ

ういうことで、より多くの市民の方々に

活用していただけるようなシステムなり、

やり方をまた考えていっていただければ

なと思いますので、またよろしくお願い

いたします。

　それから、広告の掲載料ということで

ございますけども、これもまたワード等

への変更ですね、また早急にという中で

またよろしくお願いしたいと思いますし、

またバナー広告等々につきましても月額

１万円ということで、割り引きというこ

とで３か月以上という一定の条件がつい

ているのかなということで思いますので、

その中で新規の会社の方につきましては、

例えば１か月でも割り引きが効くような

形で、より多くの方々の企業に載せてい

ただくというようなことも踏まえて、ま

た検討していっていただければなと思い

ますので、またよろしくお願いいたしま

す。

　それから、広報の印刷製本費の件でご

ざいますけども、第４次行革という中で

は、あと２年の中で検討しながらいくと

いうことで、２４年から一応実施してい

くような予定にはなっております。その

中で、いろいろと先ほどもご答弁の中で

もありましたように、解決しなければい

けない課題というか、項目というか、い

うこともございますし、またこれも自治

体の中のみで解決できるような問題では

ないのではないのかなと。それは地域の

方々の配布とか、先ほどシルバー人材セ

ンター云々の話もございましたけども、

その辺で今も、この１５日号につきまし

ても、自治会経由で配布をしているとい
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うようなことでもございますので、その

あたりしっかりとまた自治会の方々のご

意見なりも、また地域の方々のご意見な

りも聞いていただきながら、ある意味こ

の２年に縛られることなく、例えば問題

解決のために３年、４年かかることもあ

るかもしれませんけども、そういうこと

で２年という固定観念はどうかなという

こともありますので、しっかりと地域の

方々のご意見も聞きながら、よりよい形

で進めていっていただければなと思いま

すので、またよろしくお願いしたいと思

います。

　課税資料のイメージファイルの件でご

ざいますけども、これもパスワードを入

れてセキュリティを高めていますよとい

うことで、業者が運搬ということになっ

ていくと思いますけども、やはり個人情

報を運ぶという形で、やっぱり今後もしっ

かりとこのセキュリティ管理を徹底して、

お願いしたいというふうに思いますので、

またよろしくお願いいたします。

　市民意識の調査ということで、先ほど

女性の参画率云々の話もございました。

やはりこの中で参画率が伸びないという

ことではいろいろと問題もあるというこ

ともございましたけども、やはり僕がい

ろいろと聞く中で、やっぱりあて職とい

うのが一番負担が大きいというようなご

意見もあります。やはりこれも持って、

これも持って、これも持ってという形で

あろうかと思いますので、より広く市民

の方々のご意見を聞くという意味では、

やはり例えば何とか団体の長であるとか、

役職をしてはるとかいうことも取っ払っ

て、また広く参画していただけるように、

今後また検討していっていただければな

と思いますので、またよろしくお願いい

たします。

　それから、選挙の関係でございますけ

ども、今、投票率の向上ということで、

啓発のチラシ等々いろいろとご努力はさ

れているというふうに思います。その中

で、何年か前からですが、投票所の統廃

合とかいうこともございましたし、また、

期日前投票の場所を市役所のみならずと

いうことで、いろいろと考えていってい

るということもございますので、その辺

で投票所の統廃合とか、期日前の分につ

きましても、より投票率が向上するよう

な形でまた今後検討していっていただけ

ればなと思いますので、またよろしくお

願いいたします。

　それから、大型四輪の免許でございま

すけども、２回目といいますか、以降に

つきましては自己負担というお話でもご

ざいました。この中で、何回か、例えば

１回不合格とかいう形であっても、何か

見ていく方が個人的にはいいのかなとい

うふうに思うんです。公務で使用するに

当たって、やはり必要な免許という意味

では、やっぱりある程度公費で負担をす

るのも一つの意義もあるのではないのか

と思いますので、その辺も踏まえて、今

後また検討していっていただければとい

うふうに思いますし、また、免許を取る

に当たっては、今後もしっかりと安全管

理、安全運転でまたよろしくお願いをし

たいと思います。

　それから、救急安心センターですね、

これも大阪府下全体的でいけば、ややも

すれば、摂津市としての負担というのは

もう減ってくることはないんですかね。

府下全域でやるという、これも今後、ど

うなるかわかりませんけども、いろいろ

とシステムのバージョンアップとか、体

制のやり方とかいうようなことも踏まえ

ながら、この総額２億６，０００万円で

すか、いう形でも、この辺もしっかりと

また有意義な形で使っていただけるよう
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に、またそれも要望もしていっていただ

ければなと思いますので、またよろしく

お願いいたします。

　それから、防災のことでございますけ

ども、これもしっかりと情報強化という

意味では、市民の方にこういう緊急的な

情報提供をしっかりとできるように、今

後もこの情報の充実と強化に努めていっ

ていただければなと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。

○野口博委員長　村上委員の質問は終わ

りました。

　続いて、三宅委員。

○三宅秀明委員　それでは、予算概要に

従いまして質問させていただきます。

　本日、若干、声の方がこんなことになっ

てますけれども、お聞き苦しい点ご容赦

お願いいたします。

　まず、今回の財政運営として、今回、

非常に厳しい予算編成になったかという

ふうに承知しております。部長会や、そ

の他関係各位の会議でも、いろいろな議

論があったと思います。

　その中で、今回の予算編成に当たって

重要視された点であるとか、また今年度、

さらに翌年度以降にも、引き続いて、こ

れだけは遵守していかなければならない

というような点について、担当課として、

もしそういうのがお持ちであればお聞か

せ願いたいと思います。

　予算概要のまず１０ページになります

が、人事課ご所管ですね。創造的人材育

成事業です。

　これは、これまでも多々お伺いをして

きた点ではございますが、今後、７００

人体制から、さらに６６０人体制に移行

していくということでもあり、また、定

年退職の方がここ２年で非常にたくさん

おられるとのことでもございました。

　やはり、これまでの人材育成と、さら

に今後の人材育成については、またペー

スを上げていかねばならないですし、さ

らに今後、質も問われてくることになっ

てこようかと思います。現時点で、担当

課として、どのようにお考えであるかお

聞かせ願いたいと思います。

　次に、１２ページの同じく、引き続き

人事課ご所管の人件費事業におきまして、

子ども手当という項目がございます。

　これは、現在、国会でも議論のあった

施策であろうかと思うんですけれども、

他課のこの人件費事業では計上されてお

りませんともあります。この子ども手当

というのが、ここで一括して計上してあ

るのかと思うんですけれども、この点、

確認をさせていただきたいと思います。

　同じく、１２ページ、総務防災課ご所

管ですが、土地開発公社の補給金が今年

度も計上されております。土地の所有や

運用に関しては、いろいろ見解があろう

かと思うんですけれども、これについて、

現在の認識、また今後の見通しについて、

お伺いをいたします。

　次に、１４ページになります。情報政

策課ご所管で、地域情報化事業になろう

かと思います。以前から私、クラウドコ

ンピューティングシステムというものに

ついて、発言をさせていただきまして、

担当からは、引き続き調査をしていくと

いうようなお答えであったかと思います。

その後、情報収集等をなさったことかと

思いますが、現在、どのような認識をお

持ちかお伺いをいたします。

　次に、１６ページです。秘書課のご所

管で、ホームページの事業ですね。先ほ

ど、村上委員との質疑応答にもございま

したが、ホームページにつきましては、

リニューアル後、アクセス数も伸びてお

るようで、先日の阪急新駅の開業、また

鳥飼大橋の架けかえのご案内の際には、
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非常にアクセス数が上がっていたと。

　これは、ページビューでしたか、その

解析の結果も出ておりましたので、重々

承知をしております。やはり、これは情

報の即時性等が上がり、また内容も充実

してきたからにほかならないというふう

に評価をさせていただきたいと思います。

担当といたしまして、変更前と現状との

違いについて、どのような感覚をお持ち

か、まずお伺いをいたします。

　次に、同じく１６ページの、再び総務

防災課ご所管ですが、市立集会所管理事

業がございます。

　これも例年、維持補修等でさまざまな

事業を行っておられると理解をしており

ますけれども、行革の中で市立集会所等

の今後については、さまざまな議論が行

われる予定であるというふうな記載もお

見かけをいたしました。でありますと、

やはりこの維持補修計画と、その全体的

な配置の問題との整合性が今後課題となっ

てくるかと思うんですけれども、今年度

に関して、その計画との整合性はどのよ

うにお考えかお伺いをいたします。

　次に、１８ページです。庁舎管理事業

で、光熱水費がございます。新政権の温

暖化対策等もありまして、電気料金の全

量買い取りの制度が始まろうとしており

ます。報道によりますと、これが実施の

折には、通常の電気料金に買い取り料金

分が乗っかってくるので、結果として価

格が上昇するというケースもあるという

ふうに伺いました。本市のこの総体的、

全体的な額からしますと、わずかなパー

センテージの値上げであっても、効果額

が大きいかと思うんですけれども、この

点はどのように情報を把握しておられま

すか、お伺いをいたします。

　次に、政策推進課ご所管で、地域コミュ

ニティセンター構想策定事業についてで

あります。

　こちらについて、現在は南千里丘のコ

ミュニティプラザの方が進行中でありま

すけれども、今後、いろいろな市立施設

がまたあちらに移るという計画もありま

す。そして、このコミュニティセンター

については、そういった市立施設と、さ

らにはセンター自体を建てる場所とのい

ろいろな検討課題があろうかと思うんで

すけれども、現状、これについてはどの

ようにお考えかお伺いをいたします。

　次に、２２ページです。情報政策課の

ご所管です。

　行政情報化推進事業の中で、一番最後

に地方自治情報センター負担金という項

目があります。この地方自治情報センター

につきまして、過日の報道では、新たな

仕分けの対象にリストアップされている

というふうなことも記載がありました。

　このほかに、もしかしたら仕分け対象

となっておって、こうした事業と関係の

あるものもあるかと思うんですけれども、

その点、お伺いをいたします。

　次に、同じページで、女性政策課のご

所管ですが、先ほど村上委員のご質問に

もありましたが、せっつ女性プランに対

して、男女共同参画社会に関連したアン

ケートをとっていくということでござい

ました。これにつきましては、年末年始

の会派懇談会の折でも、その内容や、ま

た回収率等について留意が必要であると

いうふうに申しております。

　やはり、こういう価値観にかかわるも

のは、どの程度の数の方が、どういった

ことを考えておられるのかをしっかりと

把握して、その計画をつくっていかなけ

れば、ともすれば片一方の意見におもねっ

たものになってしまうという危険性があ

ります。こうした点を、担当課としてど

のようにお考えかお伺いをいたします。
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　次に、２８ページです。人権推進課の

ご所管です。

　人権啓発推進施策要望事業という項目

がありまして、人権施策に対する国、府

への要望活動という記載がございます。

これは、どのようなことを行う予定なの

か、お伺いをいたします。

　次に、３０ページです。市民税課のご

所管ですが、一般事務事業中、地方税電

子化協議会に関連する負担金で、電子化

協議会の運用関係費負担金、また国税連

携関係費負担金という項目が、今回、新

設されたように理解をしておりますけれ

ども、この２点についてご説明をお願い

いたします。

　さらに、一番下の方の課税事務事業に

なりますが、以前に職員提案からの通知

文に、市長からのメッセージを封入して

発送するというような事業を行うという

ようなお話を伺った記憶があるんですけ

れども、この事業について、その後どの

ような経過になっておるか、お伺いをい

たします。

　続きましては、３６ページです。選挙

管理委員会事務局ご所管で、参議院議員

通常選挙の事業です。真砂土等という項

目があります。これにつきましては、名

前が真砂土ですので、そういった補修等

維持管理面の予算かと思うんですけれど

も、最近、これが執行されたというよう

な記憶が余りないんですが、実際、どの

ような状況になっておるのか、お伺いを

いたします。

　続きまして、９８ページです。消防総

務課で、消防職員教育訓練派遣事業にな

ろうかと思います。先ほど、創造的人材

育成事業についてもお伺いをいたしまし

たが、やはり、こちらについて、消防と

いう業務につきましても、今後、退職の

方の数であるとか、技術の面であるとか、

いろいろ課題が山積しておるかと思いま

す。それは、もちろん長期計画も必要で

すが、短期的に急がなければならない面

もあろうかと思います。そこで、今回、

挙げておられる中で、どのような計画を

お持ちかお伺いをいたします。

　また、先ほど、村上委員は大型四輪免

許についてお伺いをされておりましたが、

そのほか、例えば消防に必要な免許であ

るとか、資格等の計画についても、あわ

せてお伺いをいたします。

　次に、１００ページです。一般事務事

業、消防総務課ご所管引き続きで、一般

事務事業中に、大阪航空消防の運営費負

担金がございます。例年、計上されてお

りますが、当年度について、どのような

事業を予定されておるか、お伺いをいた

します。

　同じく１００ページ、予防課ご所管で

すが、現在、家庭用火災警報器の設置義

務の時期が近づいておるかと認識をして

おります。これについては、庁舎の入り

口のところにものぼり旗が現在立ってお

りまして、啓発活動に努力しておられる

というふうな印象を持っておりますけれ

ども、現状、普及の状況については、ど

のようなものか。また、見通しについて、

お持ちであればお伺いをいたします。

　次に、１０２ページになります。これ

は消防署のご所管ですね。指令通信事業

の緊急情報システム等保守管理委託料で

す。これは、本会議でも議論がありまし

た携帯、ＩＰ電話の発信位置情報通知シ

ステムの導入に際しての経費であるとい

うことでございます。

　このシステムについては、発信者の位

置をある程度まで特定して、緊急出動の

利便性に資するというものであると理解

をしておりますが、本会議をなぞらえま

して、このそれぞれの携帯とＩＰ電話に
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ついて、それぞれの精度、どれほどの正

確性を持っているのかについて、お伺い

をいたします。

　続きまして、同じく１０２ページです。

消防総務課ご所管の消防団活動に関連す

る事業があります。

　現在、消防につきましては、広域化の

議論もありまして、運営については、な

かなかさまざまな意見が飛び交っておる

現状と認識をしております。この消防団

についても、日々、いろんな議論が交わ

されておりますけれども、現在、将来に

ついてどのように認識をしておられるか、

改革の必要性であるとか、女性消防団員

の採用ではないんですかね。女性消防団

員の任用になるんですとかについてお伺

いをいたします。

　１０４ページ、総務防災課のご所管で

すが、情報収集伝達体制整備事業です。

　以前もお伺いさせていただきましたが、

防災行政無線についての整備が計上され

ておりません。これについては、以前か

ら更新の時期云々という議論がありまし

て、１年たつごとに、精度については落

ちていっておるというふうに思いますが、

現在、どのような状況なのか、お伺いを

いたします。

　そして、最後になります。新型インフ

ルエンザ対策事業につきまして、今回は

消耗品費と印刷製本費という項目の計上

になっておりますが、この新型インフル

エンザの対策について、結局、症状とし

てはそれほど重くなかったので、もうひ

ところ大発生したマスクをした人である

とか、消毒薬で熱心に手を洗う人も、最

近はほとんど見かけなくなりました。そ

ういった点の啓発活動も含めて、この対

策という観点についてお伺いをいたしま

す。

○野口博委員長　柳瀬課長。

○柳瀬情報政策課長　それでは、情報政

策課所管分の２点のご質問について、お

答えをさせていただきます。

　まず、第１点目、クラウドコンピュー

ティングのその後の情報等について、お

答えをいたします。昨年１１月の委員会

におきまして、三宅委員からクラウドコ

ンピューティングにつきまして、ご質問

をいただきました後、さまざまなメディ

ア等でそのクラウドコンピューティング

という言葉を耳にする機会が非常に多く

なっております。

　大手コンピューターメーカーによりま

すと、平成２７年にはクラウドコンピュー

ティングの市場は、現在の約１６倍に成

長し、また、稼働しているすべてのコン

ピューターシステムの中の約２割がクラ

ウドコンピューティングに置きかわると

予測されております。

　また、自治体におけるクラウドコンピュー

ティングへの取り組みといたしまして、

本年度、平成２１年度ですが、総務省に

おきまして、自治体クラウド開発実証実

験という事業が行われております。これ

は、６道府県及び６６市町村が参加して

行われておりまして、電子申請システム、

住民情報システム、文書管理システムな

ど、自治体における重要なシステム、業

務システムをクラウドコンピューター上

で実際に稼働させまして、開発運用を行

い、費用や効果、また問題点等について

検証を行っておる最中でございます。こ

の結果につきましては、総務省の方から

発表があるものと思っております。

　また、この実証実験におきましては、

クラウドコンピューターの都道府県を超

えてシステムを共有するというメリット

を生かしまして、例えば大災害が起こっ

た際に、その都道府県のデータセンター

が破壊された場合におきましても、他の
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都道府県のデータセンターにバックアッ

プを置くことで、実際の事業を継続する

という災害対応実験が、同時に行われて

おります。

　また、総務省とは別に、長崎県におき

ましては、ことし１月に長崎県自治体ク

ラウドのサービスの展開指針という文書

を発表しております。その中で、長崎県

が運営主体となりまして、クラウドサー

ビスを他の自治体向けに提供しておりま

す。これは、長崎県内の自治体だけでは

なくて、他の都道府県、つまり私ども摂

津市におきましても、その長崎県のサー

ビスを利用することができるという事業

を行っておりまして、非常に先進的な取

り組みとして、大いに注目されておりま

す。

　このようなことから、クラウドコンピュー

ティングは、既に実用段階に向けて動き

始めております。本市におきましても、

次世代の住民情報システムの基盤や、地

域を元気にする便利な行政サービス提供

のため、今後も調査研究を行い、将来的

な導入に向け、継続的に検討を行ってま

いります。

　２点目といたしまして、地方自治情報

センターの負担金につきまして、お答え

をさせていただきます。委員ご指摘のと

おり、３月９日、行政刷新担当大臣より

事業仕分けの第２段階として、５０法人

の名前が公表されております。その中で、

地方自治体の情報施策に関係する法人と

いたしまして、２つの名前が挙がってお

ります。

　一つは、先ほどご指摘のありました住

基ネットや総合行政ネットワークの運営

を行っております財団法人地方自治情報

センターと、もう１法人といたしまして、

電子申請などで使います公的個人認証サー

ビスの運営を行っております財団法人自

治体衛星通信機構、通称ＬＡＳＣＯＭと

いう、２つの法人の名前が事業仕分けの

対象予定として挙がっております。

　これらの２法人が運営を行っているシ

ステムは、どちらもインターネット社会

における情報化基盤としては必要不可欠

なものでありますので、事業仕分けにお

いて、それらの事業自体が廃止されると

いうことは、社会に対する影響を考えま

しても、まずないかと考えておりますが、

運営方法や組織自体の見直し、また事業

の運用に係るコストの大幅な削減につい

ては、要求されるものと思われます。事

業仕分けの内容次第では、将来的には、

自治体の負担金の増減や、サービス内容

の変更などが、可能性として考えられま

すので、今後も事業仕分け等、政府の動

向を注視して、市民サービスの低下を招

かないように努めてまいります。

○野口博委員長　石原参事。

○石原人事課参事　それでは、私の方か

ら、人事課に関するご質問にご答弁させ

ていただきます。

　まず、１点目、人材育成についてでご

ざいますが、先ほど委員おっしゃられま

したように、今年度と来年度で団塊の世

代の職員の退職がピークを迎え、２年間

で職員の約１５％、そのうちの３分の１

に当たります数の管理職員の方が退職と

なります。

　こういった環境が大きく変化する中で、

各職員に求められる能力というのは、今

後も大きくなってくると同時に、常に変

化していくものだと考えております。　

この変化に取り残されることのないよう

に、日々、職員みずから能力開発に努め

ていき、変化に対応できる職員を目指し

ていかなければならないというふうに考

えております。それら、自ら積極的に能

力開発をする職員を支援する方法としま
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して、一つ研修制度があるのかなと思っ

ております。

　それらの変化に対応できる研修、研修

体系の構築というものを、今後、検討し

ていかなければならないと考えておりま

す。

　２点目の子ども手当についてでござい

ます。子ども手当については、水道会計

以外の職員については、この目一、一般

管理費の方で一括に計上をしております。

○野口博委員長　布川参事。

○布川総務部参事　それでは、総務防災

課に係りますご質問について、ご答弁さ

せていただきます。

　まず、公社の補給金のことでございま

す。平成１９年度から開始いたしました

借入金の年間支払利息に見合う額を、市

が公社補給金として、毎年２，５００万

円を支出しております。

　これは、金融庁の指導で、金融機関の

要請もございましたが、利息を借入金に

上乗せすることができなくなったことに

よるものでございます。これによりまし

て、簿価を上げないということにもつな

がってまいりますので、有効かと考えて

おります。今後の見通しですけれども、

公社所有土地を早期に売却を進めるとい

う形で、健全化に向けて頑張っていかな

ければならないと、かように考えており

ます。

　２点目の集会所の統廃合と修繕のバラ

ンスというお話であったかと思いますが、

市立集会所は、地域の文化、福祉の向上

を図るということと、市民のコミュニケー

ションの場を提供するために設置してい

るというものでございまして、市内に５

１か所の市立集会所を設置しております。

　行財政計画の実施計画におきまして、

施設の老朽化を踏まえて、統廃合等の適

正配置を検討するといわれております。

ただ、我々といたしましても、管理いた

だいている地元の皆様とお話させていた

だく中で、いきなり廃止にするというこ

とはできないという感想を持っておりま

す。今後しばらくは、集会所の維持管理

に重点を置いてまいりたいと考えており

ます。大規模補修につきましては、平成

１５年、１６年度に建物調査を建築課の

担当課に依頼して行っており、今のとこ

ろ、大規模の修繕は必要がないとの報告

を受けておりますが、緊急事態の修繕等

も出てくるのも現実かと思っております。

市立集会所の稼働状況なども考慮しなが

ら、今後の検討をしてまいりたいと考え

ております。

　次に、太陽光発電促進賦課金ですか、

それの導入と電気料金の問いがあったか

と思います。太陽光発電の新たな買取制

度が開始されます。これは買い取りにか

かった費用を、太陽光発電促進賦課金と

して、本年４月より電力利用者が負担す

ることになるという制度でございます。

この太陽光発電促進付加金単価と申しま

すのは、前年度の買取費用の総額をもと

に算定されますので、太陽光発電の普及

や買取価格などにより、毎年、変動して

いきます。新年度の電気料金がどの程度

になるかというのは、全く不明でござい

ますが、電気料金は増加するものと考え

ております。

　続きまして、防災無線の入れかえシス

テムの選択というお話だったかと思いま

す。防災行政無線につきましては、先ほ

ど、委員もおっしゃっていただきました

けれども、昭和６３年に設置しました固

定型、移動型、その他行政及び防災機関

との相互波や、広域波からとなっている

タイプのものでございまして、設置から

もう２０年以上が経過しております。い

ずれは老朽化のため、取りかえの必要が
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生じてまいりますが、次回更新時期には、

通信方法もアナログからデジタルに、ま

た周波数帯も移行しなければならないこ

と。それから、新しい機器の交換には、

億単位の費用が必要になってくるという

こともございます。

　防災無線につきましては、現在、こう

した市独自で無線設備をそろえるところ

が大半でございますけれども、最近では、

業務無線を利用したＭＣＡ無線を防災無

線に利用する自治体もあらわれているよ

うにお聞きしております。ＭＣＡ無線は、

装置を自前で持たない分、経費がより少

なくて済むというメリットもございます

けれども、年間利用料が必要になるほか、

他の業種との共有の周波数を利用するた

めに、独占的に利用することができない

というデメリットもございます。今後、

どのような更新方法が必要か、どのよう

な装置が必要かということを検討してま

いる予定でございます。

　最後に、新型インフルエンザの対策と

体制、市民啓発というお問いがあったと

思います。新型インフルエンザは、昨年

４月に日本でも発生が確認され、対策を

講じてまいりました。本市でも、市内保

育所、幼稚園、小中学校、公共施設に手

指の消毒剤の配布をはじめ、庁舎前にの

ぼりや懸垂幕、それから市長を筆頭に、

千里丘駅での街頭啓発、それから自治会

を通じての啓発チラシの回覧、広報には

２回、特集記事を掲載してまいりました。

　そして、心臓病や人工透析などの患者

さんたち、感染症弱者といわれる方、約

６００名に対しても啓発マスクの郵送も

してまいりました。市内の関係者の方々

を対象にしたものと、それから一般市民

の方々を対象にしたインフルエンザ対策

講演会の開催や、小中学生に応募願いま

した啓発ポスター応募作品展の開催とポ

スター作成をしてまいりました。

　現在は、新型インフルエンザのことを

マスコミも大きく取り上げることがなく、

一般的に流行は過ぎ去ったようにも思わ

れておりますが、新型インフルエンザそ

のものがなくなったわけでもなく、鳥イ

ンフルエンザとの変異の心配がなくなっ

たわけでもございません。

　本市は、新型インフルエンザ対策とし

て、陰圧テント２基、感染防止用手袋６，

０００枚、サージカルマスク約５５万枚、

手指消毒剤は約３００リットル、その他

ゴーグルやキャップなどを備蓄しており

ます。新型インフルエンザ対策行動計画

と業務対応マニュアルにつきましては、

間もなく完成に向け、最後の調整をして

いるところでございます。

　最後に、行政の役割ということになる

と思うんですが、行政は保健所などの関

係機関と十分に連絡をとりながら、正確

で迅速な対応をとっていくということで

あろうかと思います。

　また、直接、市民に対してできますこ

とは、啓発活動になろうかと考えており

ます。医療行為に関しましては、医師会

と十分連絡、調整、協調をしながら行っ

ていかなければならないと考えておりま

す。

○野口博委員長　牛渡課長。

○牛渡女性政策課長　それでは、女性政

策課にかかりますご質問について、ご答

弁申し上げます。

　市民意識調査の具体的な実施手法に係

る考え方といったご質問であったかとい

うふうに思っております。今回の意識調

査につきましては、社会状況の変化によ

ります男女共同参画に係る市民の皆様の

意識の変化をとらえることが主たる目的

として、調査を実施させていただくもの

でございまして、住民基本台帳等から無
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作為に抽出いたしました市内在住の２０

歳代以上の男女各１，０００人、計２，

０００人を対象にしまして、意識調査を

実施したいというふうに考えております。

　５年前、平成１７年度に調査を実施し

たときから比べまして、女性が働く、あ

るいはＰＴＡ等の地域活動によって、何

らかの形で社会に参加されているという

様子が見てとれますので、これまでの性

別、年齢、配偶者の有無、職業といった

属性のみではなく、例えば、結婚、子ど

もの有無、家族構成、職業、その雇用の

形態、そういった項目も追加をさせてい

ただきまして、さまざまな状況をクロス

集計し、分析することで、女性、男性双

方のおかれている立場の違いから見られ

る市民意識の変化をとらえたいというふ

うに考えております。

　委員がご指摘のとおり、市民意識調査

におきましては、回収率というのが非常

に重要な点になってまいります。今回、

こういったクロス集計というようなこと

も意識をいたしまして、前回実施時の１，

０００人から調査対象を２，０００人に

拡大して、実施をさせていただきたいと

思っておりますので、ご理解いただきま

すようお願いいたします。

○野口博委員長　宮部次長。

○宮部総務部次長　平成２２年度予算編

成に際しまして、重要視した点というこ

とでございますけれども、毎年、予算編

成につきましては、１０月に予算編成方

針を策定いたしまして、新年度の予算に

かかります。

　それで、新年度につきましては、たば

こ税、あるいは法人市民税、合わせます

と、恐らく２３億円ぐらいは減少すると

いうことが見えておりましたので、大変

厳しい査定となったものでございます。

こういう財源が不足するときには、経費

の節減しかないわけでございますけれど

も、まず、経常経費につきましては、報

償費、消耗品費、印刷製本費、委託料に

つきましては、９５％を限度とするとい

うことで、査定させていただきました。

　それから、人件費につきましては、９

７％以内とするということで、全体とい

たしましても９７％以下の予算要求をし

てくださいということで、各課通知いた

しました。

　それで、平成２２年度から、第４次の

行財政改革が始まるわけでございますけ

れども、新年度予算の査定ということに

なりますと、第４次行革に入ってまいり

ます。そういったことから、第４次行革

に予定いたしております行革項目につき

ましても、経常査定の段階で各課注意し

ながら、ヒアリングはさせていただきま

した。

　補助金等につきましても、９５％、団

体補助から事業補助、あるいはできない

ものは９５％ということでお願いをいた

しておりましたけれども、団体等相手が

あることでございますので、なかなかそ

ういう所期の目的が達成できませんでし

たけれども、第４次行革に対して地なら

しはできておるのかなと考えております。

　それから、政策経費でございますけれ

ども、これは部長、市長査定を通じまし

て、新年度にぜひともやらなければいけ

ない事業。それと、補助金等財源のつく

ものを優先して、予算査定をさせていた

だきました。通常、設計委託料など、前

年についておりますと、次年度に事業を

するというのが通常でございますけれど

も、そういったことにつきましても、先

送りさせていただいたという事業もござ

います。

○野口博委員長　寺本参事。

○寺本総務部参事　それでは、市民税課
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に係ります２点のご質問について、ご答

弁を申し上げます。

　まず、地方税電子化協議会に関係しま

す負担金のご質問について、ご説明を申

し上げます。これは、平成２１年度から、

６５歳以上の年金受給者の住民税特別徴

収の関係の電子データのやりとりや、法

人市民税や固定資産税の償却資産等の電

子申告ができるようになりましたｅＬＴ

ＡＸを導入しております。このｅＬＴＡ

Ｘと申しますのは、地方税における手続

をインターネットを利用しまして電子的

に行うことができる、地方税ポータルシ

ステムの呼称でございます。ｅＬＴＡＸ

を利用するためには、国が指定します地

方税電子化協議会の会員になる必要があ

ることから、平成２０年度に会員登録の

申し込みをさせていただいたところでご

ざいます。

　今回、新規でお願いさせていただいて

おります地方税電子化協議会運用関係費

負担金につきましては、ｅＬＴＡＸのシ

ステムの運用、維持管理に関する運用関

係費用の負担金でございます。これにつ

きましては、平成２１年度に電子申告運

用開始自治体につきましては、インセン

ティブにより、平成２１年度の負担金は

免除となっていたものでございます。平

成２２年度から予算計上をお願いするも

のでございます。

　次に、地方税電子化協議会国税連携関

係費負担金でございます。これは、所得

税の確定申告のデータについて、ｅＬＴ

ＡＸを利用しまして、平成２３年１月を

めどに電子データで送信できるように、

現在、総務省、国税庁、地方税電子化協

議会等において進められているところで

ございます。この国税連携に伴う負担金

でございます。

　次に、２点目のご質問でございます。

納税通知書に関係します市長からのメッ

セージについて、その後の経過について

というご質問でございますが、市長のメッ

セージを掲載した納税通知書につきまし

ては、平成２０年度の職員提案で、市民

税課職員の提案が採用されたものでござ

います。

　毎年６月には、個人市民税の納税通知

書を発送いたします。発送いたしますと、

納税者から多くの問い合わせや、市に対

するご意見をいただくわけでございます

が、提案では、納税通知書に市長からの

メッセージを掲載させていただき、摂津

市の政策や目標、財政状況を簡潔に説明

するとともに、歳入における税の重要性

や必要性など、総合的に、わかりやすく

指し示すことで、納税者の納税へのご理

解とご協力を呼びかけるものでございま

す。

　市のトップからのメッセージというこ

とで、最大の効果を期待するものでござ

います。　平成２１年度個人市民税普通

徴収の当初納税通知書から採用させてい

ただいたところでございます。納税通知

書発送後でございますが、特に大きなト

ラブルもなく、納税者の方のご理解をい

ただけたものと思っております。これに

つきましては、平成２２年度も掲載させ

ていただく予定で作業を進めているとこ

ろでございます。

○野口博委員長　林参事。

○林人権推進課参事　人権啓発推進要望

事業について、ご説明を申し上げます。

　この事業は、人権施策全般にかかわる

大阪府内市町村の要望を、国の省庁や大

阪府に施策の充実、あるいは予算措置を

求めるものであります。

　委員ご質問の国への要望予定というこ

とですが、その年度の府内市町村の取り

まとめについて、国、府に要望するわけ
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ですが、長年、人権擁護法案の早期成立

とか、就労支援の施策の充実等、毎年、

同じ内容で求める部分と、戸籍謄本等の

不正入手に対する法律の改正等、そうい

う形で要望しております。戸籍謄本の不

正入手については、法律の改正が実現さ

れたというような状況であります。

○野口博委員長　吉田参事。

○吉田市長公室参事　それでは、私の方

から、地域コミュニティセンターの構想

策定事業にかかわります基本的な考え方

と申しますか、その点と、そして、今現

在、７月のオープンを目指して、いろん

な活動とか事業をしております関係、７

月に向けましてオープンでございますけ

れども、その分についてとの、どう違う

のかという部分の、この２点だったと思

いますけれども。

　まず、コミュニティセンター構想の策

定につきましては、我々とすれば、地域

の方々のご意見を基本的に考えたいとい

うふうに思っております。

　ただ、コミュニティプラザと申します

か、今現在、新駅の前にコミュニティプ

ラザ事業をやっておりますけれども、あ

の形は、どちらかといえば、都市拠点型

のコミュニティ施設であろうというふう

に考えております。

　今後、新たに地域コミュニティセンター

として考えるのは、地域型のコミュニティ

拠点であるというふうに、やはりその違

いは出てこようというふうに、我々は思っ

ております。

　ただ、進め方でございますけれども、

当然、地域の方々と申しますか、利用さ

れる市民の方々、また団体等のご意見を、

どのような形で聞いていくのかというよ

うな、大事な軸足を置いた取り組みが必

要であろうというふうには思ってます。

　今現在、摂津市の市民活動にかかわる

方々へのアンケートを実施しております。

その中身といたしましては、当然、どこ

の場所で、どのような形で活動されてい

るのかと、具体な事例を皆さん方にお聞

きして、そしてどのあたりが拠点として、

今現在やられているかという実態を十分

認識した上で、そこでその周りで、どの

あたりが妥当であろうか。

　ただ、場所でございますけれども、や

はり、過日の本会議でもご質問をいただ

いておりますように、やはり施設ボリュー

ムからいうと、１，０００平米以上の敷

地は必要であろうという中で、当然、限

られた用地になってまいります。

　そこで、やっぱり交通の結節なり利便

性、それと周りの環境等を十分認識して、

やはり設置場所も具体に整理していくべ

き時期にきているのかなというふうに、

我々も思っております。

　ただ、いろんな形でご意見もいただい

ております。例えば、子どもをキーワー

ドにした形の構想づくり。例えば、中核

的な集会施設ができるような機能を持っ

た施設等の、幅広くご意見もいただいて

いる部分もございますし、そのあたりを、

今後、コミュニティプラザと違う点で、

十分、検証して、そして地域の皆さん方

にご利用いただけるような構想を踏まえ

た施設整備が、今後必要であろうという

ふうに考えております。

○野口博委員長　橋本参事。

○橋本秘書課参事　それでは、私の方か

ら、ホームページの現状についてという

ことにご説明申し上げます。

　今現在、市のホームページでは、担当

各課で更新できるシステムを活用してお

りまして、現在のところ、ページ数でい

いますと、１，３１８ページが運用公開

されております。

　その中で、特にアクセス状況を見ます
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と、トップページに関しましては、月２

万２，０００から２万８，０００件で、

ほぼ平均して２万６，０００件のアクセ

スがございますが、総アクセスの件数で

いいますと、統計を取り始めて、去年の

半年の月平均が約２１万アクセス件数、

ページ数の提供がありました。最近では、

１月、２月それぞれ３１万アクセスのペー

ジ数の提供になっております。

　その中で、委員からのお話がありまし

た新駅の開業についてのお知らせページ

につきましても、開業直前に公開したも

のでございますが、１日８００件を超え

るアクセスになりました。

　これは、例えば各月のページアクセス

状況を公開しておりますが、大体、トッ

プ２０を公開しております。最近でした

ら、２，０００件になるんですが、それ

の半分に及ぼうとする件数が、１日であっ

たということに関しまして、改めて情報

発信への期待の大きさというものを肌で

感じておるところでございます。

　また、最近の担当課の更新状況に関し

ましては、例えば、市民ハイキング、今、

ページのお知らせに出ております。以前

でしたら、日程のお知らせだけだった部

分が、以前の写真を入れて、参加しやす

い情報を伝えようとする思いが感じられ

るページに変わってきているのかなと見

ております。

　また、あわせまして、全体のページの

管理といたしましては、情報が集まるよ

うに、保健センター、福祉事業団、文化

ホールの情報発信も担えるようにいたし

ましたところで、他のホームページ、イ

ンターネットを通じたサービスを運用し

ている部分もありますので、それらとも

リンクをしながら、利用しやすい、市の

ポータルサイトを目指していきたいとい

うのが、今の現状でございます。

○野口博委員長　北居参事。

○北居消防本部参事　それでは、計画的

な人材育成、資格取得について、どのよ

うに考えているかとのご質問にお答えを

いたします。

　まず、退職者の補充といたしましては、

再任用職員の予定も考慮しながら、新規

採用による補充をお願いしているところ

でございます。

　また、先ほどの大型自動車免許以外に

も、消防の業務遂行上に必要な多くの資

格がございまして、これにつきましても、

財政状況もございますが、できるだけ退

職者の補完ができるよう、計画的に派遣

するものでございます。

○野口博委員長　豊田局次長。

○豊田選挙管理委員会事務局局次長　そ

れでは、私から選挙管理委員会に関しま

すご質問にご答弁させていただきます。

　参議院議員通常選挙におきます真砂土

等につきまして、今までの執行状況につ

いて、いかがであったかという１点目の

ご質問については、私が選挙管理委員会

に来まして６年ほどたつんですけれども、

その間の選挙の間には、執行がございま

せんでした。

　この分につきましては、雨とか、そう

いうふうなときに、投票場等でぬかるみ

ができた場合に、土を補充しまして動線

を確保させていただくとか、そういうふ

うなときに使わさせてもらうというふう

に考えて、予算の方にあげさせていただ

いているところでございます。そのほか

にも、これは土というふうに書いており

ますけれども、節では、原材料費となっ

ておりまして、ほかにはベニヤ板である

とか、そのような分につきましても、も

し必要であれば、緊急時になるんですけ

れども、そういうようなのを購入する予

定で計上しているところでございます。
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○野口博委員長　明原参事。

○明原消防本部総務課参事　消防団活動

の将来ということでご質問をいただきま

した。ご答弁させていただきます。

　消防団につきましては、本日現在で、

基本団員が３３６名、機能別団員が４２

名、合計３７８名で活動をいただいてお

ります。さきの市議会では、この機能別

団員につきまして、条例改正等ご審議賜

りまして、現在の活動状況となっている

ところでございます。

　消防団活動の将来的な展望というご質

問でございます。

　ちょうど平成２０年３月に、摂津市消

防団活性化総合計画というものが、これ

は地元の分団長さん及び我々中堅の消防

職員からの提言等を踏まえまして、消防

団本部において策定をされております。

　その中で少し紹介させていただきます

と、目指すべき消防団の将来像としては、

全消防団員が消防団員としての高い目的

意識を持ち、地域に根づき、市民に信頼

される活力あふれる防災エキスパート組

織集団であるということで、基本構想に

定められております。

　施策の大綱といたしまして３つござい

ますが、消防団員の確保でありますとか、

教養訓練につきましての消防団人づくり

計画。消防団の機械器具、装備の充実に

関しましての消防団ものづくり計画。そ

れと、消防団組織の確立及び地域等との

連携ということで、消防団ことづくり計

画という、この３つの大綱を立てられて

おります。

　特に、委員ご指摘のありました消防団

の人の問題につきましては、消防団人づ

くり計画の中で、若い積極的な団員を確

保するでありますとか、全市域を包含し

て、消防団員の入団を促進するという内

容でありますとか、ご質問ありました女

性消防団員の入団を検討するというよう

な中身も、記載をされております。この

中で、女性消防団の入団についてであり

ますが、現在のところ、特に団本部に、

例えば女性分団を置くでありますとか、

団本部の女性部をつくるというような、

新しい組織を考えるのではなく、従来か

らございます地域の分団、これは地域の

コミュニティーを主体とした組織になり

ますけれども、その地域の分団における

女性採用というような、自然な形での女

性採用について、検討されているという、

消防団組織において考えられてるという

ふうに認識をいたしております。

○野口博委員長　納家参事。

○納家警備第２課参事　位置情報通知シ

ステムにおいてのＩＰ電話と携帯電話の

精度についての問いにお答えいたします。

　ＩＰ電話の場合は、契約者情報であり

ます住所と名前が確認できます。

　次に、第３世代の携帯電話の精度とし

ては、数十メートルから数百メートルで

あり、より精度の高いＧＰＳ携帯電話の

精度は、数メートルから数十メートルと

いわれております。

　また、携帯電話で十分に確認できない

場合は、１１９番通報に際して、これま

でどおり、口頭で住所等通報位置や、目

印となる目標物を聞き取っております。

○野口博委員長　樋上課長。

○樋上警備第２課長　本市におけます消

防ヘリコプターの活動でございますが、

消防出初め式をはじめ、火災予防運動等

などでの上空からの広報活動を行い、ま

た、各種防災演習での本市消防との合同

訓練などを検討してまいります。

　また、最近では、平成２１年７月に発

生しました淀川の水難救助事案において、

要請を行い、職員１名を消防ヘリコプター

に搭乗して、上空から検索活動を行って
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おります。

　また、大火災時等では、消防ヘリコプ

ターに本市消防職員が塔乗して、上空か

ら現場の指揮をとることも可能で、また、

ヘリテレが搭載されておりますので、携

帯受信機を装備するか、また、借用する

ことにより、上空から撮影した映像を見

て、現場の指揮に当たることも可能でご

ざいます。

　今後につきましても、消防ヘリコプター

の活動が有効であると判断した場合には、

消防ヘリコプターを要請するなど、積極

的な活用を図ってまいりたいと考えてお

ります。

○野口博委員長　森課長。

○森予防課長　それでは、住宅用火災警

報器の設置に関する啓発活動、並びに設

置状況についてご答弁させていただきま

す。

　平成１６年の消防法の改正により、一

般住宅や自動火災報知設備が設置されて

いない共同住宅に、住宅用火災警報器の

設置が義務づけられ、設置率１００％を

目指して、市ホームページ、市広報紙へ

の掲載、のぼり旗の掲出、小学校区自主

防災訓練等の各種行事におきまして、啓

発活動を実施いたしておりますが、依然

として設置率が低い状況にあります。

　平成２３年５月３１日の設置期限が迫

る中、平成２２年度におきましては、新

たな取り組みといたしまして、市役所玄

関ロビーをはじめ、多数の市民の皆様が

出入りする場所におきまして、職員が住

宅用火災警報器の設置、購入方法につい

て、相談並びに説明を実施することなど

を計画し、設置率１００％を達成を目指

してまいりたいと考えております。

○野口博委員長　三宅委員。

○三宅秀明委員　いろいろとお答えいた

だきまして、理解をいたしました。

　まず、創造的人材育成事業に関してで

ありますが、各職員に求められるものが

かわり、またその変化に柔軟に対応して

いかなければならないと。そのために、

研修制度をさまざまに検討、拡充してい

く必要があるというふうなお答えであっ

たかと思います。

　現在、いろいろなところでの議論とか

をお伺いしておりますと、組織、職階と

いうんですか、役職等をスリム化してい

くというような話があるというふうなこ

ともお伺いしております。であるなら、

やはり役職一つ一つについても、これま

で以上に、人に対する責任が強くのしか

かってくることになると思います。

　現在、行革の中で降任等も検討がある

が、しかし、１０年未満の係長、管理職

への登用があるかと思えば、ベテランで

あっても通常の職員であるというケース

もあるというふうな記載もありました。

これは、決して行政に限った話ではござ

いませんで、かつて在職しておりました

民間企業でも、また私の友人の勤めてお

ります企業でも、管理職への任用を好ま

ないという世代がふえておるというふう

な話でございます。であったとしても、

やはり組織として、一定の部門と、そこ

を担当する管理職は必要でありますので、

そういった将来的な観点から、より責任

が強くなるという状況も踏まえながら、

人材育成に臨んでいただく必要がありま

す。

　これは、後ほど消防の方でもお話をさ

せていただきたいと思っておりますので、

そちらでも改めてお伺いをさせていただ

きますが、ここでは、今後も引き続いて

のさまざまな観点からの研修制度、また

フォロー、研修で得た知識のアウトプッ

ト等の場の提供等を考えていただきたい

というふうなことを、ここでは要望を申
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し上げておきます。

　次に、子ども手当についてであります

が、財源については、水道の分以外は、

こちらで計上したということでございま

したが、この概要の方で拝見しますと、

国府支出金の方では、ゼロになっておる

んですね。記載の違いというだけの、た

だの理由かもしれないんですけれども、

こちらと一般会計の予算書との間で、違

いがあるんですが、こちらの方もやはり、

これまでの児童手当の流れをくんでいる

というふうな理解もできるんですが、そ

の内容について、もう少し詳しいご説明

があればお願いをいたしたいと思います。

　土地開発公社の補給金については、そ

の方向性、ご答弁いただきまして理解を

いたしました。土地の売却と活用も含め

て、しっかりとご検討をしていただきた

いと思いますので、よろしくお願いしま

す。

　続きまして、クラウドシステムの話で

す。非常に、いろいろと情報収集をして

いただいておるようで、非常に心強いな

と思っております。本市が長崎県のサー

ビスを利用することもできるというふう

なお話でありました。

　最近、ハイチの地震からチリ沖の大地

震、また、トルコでも地震がありました。

つい先日は、日本近海でも、沖縄等で地

震が頻発しております。コンピューター

システム等にあっては、やはりこうした

自然災害が非常に脅威になってきます。

　そういったときに、近畿にとどまらず、

はるかかなたのシステムが、予備的な機

能を果たしてくれるというふうなことは、

非常に心強い面もありますので、これは

もう、情報政策課の方を、もちろん中心

にはしていただきながら、ほかの、例え

ば市民税課でありますとか、部署は違い

ますが、保健福祉系の部署であるとか、

そういった部署の皆さんにおきましても、

一定程度の情報収集をしていただきたい

というふうに思いますので、これも要望

としてお願いをいたします。これは副市

長にもお願いをいたします。

　１６ページ、ホームページに関してで

すが、非常に、いろいろと数字を分析し

ていただいておるようで、実際、こうし

て数字が出てきますと、いかに変化があっ

て、こうした結果が出ているのかという

ことがよくわかって、心強く思います。

　関係各課との連携も図っていくという

ふうな話であります。実際、このホーム

ページを運用していくに当たっては、従

前からいろいろとお話ありますが、非常

に面倒くさい面ももちろんございます。

　しかし、本会議等でのご答弁にもあり

ますように、情報を提供して、市民の皆

様に、やはり行政との一体感であるとか、

摂津市というまちとの一体感を強く持っ

ていただくためにも、こうした情報発信

のツールを積極的に活用していただくこ

とは非常に重要であります。

　ホームページにつきましては、既に各

課との連携等について、方向性も示して

いただきましたので、これを積極的に推

進していただきたいというようなことを

お願いするんですが、ひとつ携帯電話も、

今、サイトを運営しておられます。普通

のパソコンで拝見するホームページであ

れば、非常にたくさんの情報が、すぐに

アップされてくるんですけれども、携帯

電話になってくると、やはり性質上な面

もあるんですが、どうしても情報量に非

常に格差が出てきてしまいます。

　また、即時性という面からしますと、

先ほど、村上委員との質疑応答にもあり

ました紙との関係も、またひとつ課題と

なってきます。この点について、どのよ

うにお考えか、現在の認識をお伺いいた
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します。

　続きまして、集会所についてでありま

す。しばらくは維持管理に努め、その中

で稼働状況等も把握し、またその後の配

置計画を整えていくというふうなお答え

でありました。

　当然に、これは私の在住の地域でもそ

うですが、各自治会等で、それまでの清

掃、また管理してこられた経緯がありま

すので、ここの場で一概にどうこうとい

う結論をつけてはなりません。ですが、

施設の老朽化、又はその法律的な改正の

補修等の必要性については、なかなか厳

しい面もあろうかと思います。その点も

踏まえながら、自治会の皆さんと連携を

図って、効率的な集会所運営をしていた

だきたいと。

　やはり、人によっては、もうこの集会

所とこの集会所をくっつけたらええやん

かとか、そういう議論も、最近、チラホ

ラと聞こえてまいりますので、そういっ

た背景も踏まえつつ、今後の検討をお願

いいたします。

　次に、光熱水費であります。先ほどの

ご答弁によりますと、やはり増加するの

はほぼ避けられないであろうということ

でございました。

　地球温暖化対策というこの一つの目標

というのは、実際、国民負担としては増

加するであろうということが、ほぼ間違

いないと言われております。これについ

ては、いろいろな意見があるんですけれ

ども、今、だからと言って、もうそれは

うちは抜けますというようなことは言っ

てはなりませんし、そうなる方向でもな

いと思います。

　であれば、現在の節約の意識ですか、

これをさらに発展していただいて、一昔

前なお話になろうかと思いますが、それ

こそ鉛筆１本、紙１枚の単位で節約をし

ていくんだと。私自身も鉛筆をしばらく、

２０年ぐらいですか、もう使っておりま

せんので、こういった議論を、私がいう

のも非常に僭越ではあるんですけれども、

やはりその節約という意識を一層強く持っ

ていただいて、各種の経費節減に努めて

いただきますよう、お願いを申し上げま

す。

　続きまして、コミュニティセンターの

方向性についてであります。コミュニティ

プラザとコミュニティセンターとの方向

性についてと。また、そのコミュニティ

センター自体の場所等についての考え方、

いろいろとご答弁をいただきました。

　実際、これも同じように、即断即決と

いう事案ではございませんので、いろん

な社会状況や各施設の状況等を踏まえな

がら、また関係各課、あるいは市民の方々、

市民団体の方々としっかりとお話をされ

て、適切な時期に決断をしていただくよ

うにお願いを申し上げます。

　続きまして、女性プランのアンケート

についてであります。サンプル数をふや

して、さらにクロス集計等、いろいろと

調査をしていくというふうなお答えであ

りました。その姿勢については、非常に

重要であるというふうに思いますので、

評価はいたします。

　しかし、その中で、先ほど申しました

ように、偏った感覚になってはいけない

というのを申し上げたいと思います。と

いいますのは、現在、国会の方では夫婦

別姓等の議論が行われております。この

政策については、先日、歌舞伎俳優の市

川海老蔵さんとキャスターの小林麻央さ

んの結婚の報告の会見がありまして、そ

のときに、小林麻央さんがどのように申

し上げたかというと、「堀越麻央になり

ました」と。それは、市川海老蔵さんの

本名らしいんですが、そのような表現を
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しておられたんです。

　そういった感覚をお持ちの方もいると。

それが、すべてではないですが、そうし

た点と、もう一つの点とを公平に見なが

ら、どうしたことが国民世論の平等に対

する意識の涵養につながっていくのか、

そうした背景をしっかりと見きわめなが

ら、こうしたアンケート等の施策を通じ、

男女平等社会の実現をしていっていただ

きたいと思います。

　このアンケートは、一つの施策であり

ますけれども、その先にあるものは、決

して一つではなく、今後の摂津市と、そ

して大阪府と、あるいは日本全体の施策

にもかかわってくる重要なものであると

認識をしておりますので、その意識を持っ

て、公平な見地から施策の展開をお願い

いたします。

　続きまして、地方自治情報センターに

おけます仕分けとの関連性についてのお

話でございます。この負担金と、もう一

つ仕分け対象に挙げられていたものがあ

るというお答えでありました。その結果

いかんによっては、負担金の額に変動も

起こり得るというふうな内容でありまし

た。

　それがどのような額の多寡になるかわ

かりませんし、この課長のご答弁にもご

ざいましたように、内容自体は非常に、

これからの電子自治体の推進に向けて必

要不可欠なものであるので、なくなりは

しないと思いますが、これが従前から申

しておりますように、摂津市にとって、

どのような効果を生んでいくのかという

点から、本市としての思いであるとか、

方向性について、機会をとらえて発言を

していただきたいというふうに思ってお

ります。この点、よろしくお願いします。

　次に、人権啓発の要望についてであり

ます。その年度の内容について、取りま

とめて報告をあげているというふうなお

答えでありました。これもやはり、先ほ

どのお話ではありませんが、いわゆる惰

性で、前もやっているから今回もこれで

いくというような発想ではなくて、本当

に今、必要とされているのは何なのかと

いうのを把握しながら、施策の事務事業

の活用に努めていただきたいというふう

なことをお願い申し上げます。

　次に、市民税課について、地方税の２

項目についてのご説明をいただきました。

いずれも今後の地方税の電子化について、

必要なものであるというふうに理解をい

たします。

　しかし、今回、この項目がふえました

ように、今後、電子化に当たって、さら

に項目がふえていくというような可能性

も考えられてきますので、この負担金、

４項目、今回ありますけれども、その一

つ一つの性質をしっかりととらえて、各

協議会等、また発言の機会があるときに、

統合等、また費用の面について議論して

いただきたいと。これはもう要望として

お願いを申し上げます。

　次に、職員提案の市長メッセージの採

用についてでありますが、平成２１年度

の通知書から同封しておるというお答え

でございました。やはり、これは民間企

業におりましたときも同じでしたが、こ

うした採用事業があって、提案を募集し

て、それが採択されたと。であれば、そ

んなに遅くない時期に実行に移していた

だけるんだと、採用された側は思います。

　もちろん、費用の面とか、いろいろな

課題があって、先延ばしになるケースも

もちろんあるとは思うんですけれども、

そうしたときに、どう対応するか。今回

は、スムーズに対応していただいておる

ようなので、採用された側にしても非常

に安心して、その後の提案もできようか
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と思います。

　これは、ひとつの市民税課の事業では

ありましたが、恐らくほかの、各課の皆

さんのところにおいても、いろいろな提

案等はあろうかと思います。その内容に

ついて、私が決める立場ではありません

ので、これといったものは申し上げませ

んけれども、決してその内容、その提案

について、それから以降、萎縮を招くよ

うなことにはならないように、強く、こ

れはもうお願いを、配慮をいただくよう

お願いをいたします。

　次に、選挙管理委員会ご所管の真砂土

等の内訳でございましたが、６年ほどは

執行がないということでございました。

項目としては、真砂土と書いております

が、ベニヤ板等も含まれると。感覚とし

ては、災害対策の予備費のようなものと

とらえたらいいのかなというふうに思っ

ております。

　実際に、最近の異常気象を考えますと、

何が起こるかわからないので、こうした

項目が必要な点も理解をいたします。ま

た、こちら選挙という、非常に重要な事

業の中の一つの項目でありますので、以

前も各選挙の委託について、連続した年

度で２つの項目をつなげることはできな

いか等について、お伺いをしたこともあ

りますが、日々、投票率の向上、あるい

は利便性の向上、また費用の低減に資す

るような施策展開を引き続きお願いをい

たします。

　９８ページの消防本部総務課の育成方

針についてでありますが、新規採用と、

また各種資格についても、計画的に行っ

ているというふうにお答えをいただきま

した。

　これは、先に創造的人材育成事業に絡

んでもお話をいたしましたが、最近の職

員ピラミッドとでもいいましょうか、年

齢構成のアンバランスを見ますと、やは

り、非常に喫緊の課題としてとらえてい

かなければならないというふうなことが、

根底にございます。

　それは、特に消防という組織では、役

職と職階、表現がうまいこと出てこない

んですけれども。例えば、本市の消防長

を務めることができるのは、消防司令長

だけである。例えば、指揮隊の隊長を務

めることができるのは、司令、あるいは

司令補である、そういった意味で申し上

げておるんですけれども。そういった点

から、年齢ピラミッドと、また職階との

関連性は、非常に注視して、人材を配置

していかなければならないというふうに

考える次第であります。

　また、現在は広域化という議論もあり

ますので、他市との、今申し上げたのは

本市だけでの話でありますが、広域化が

あるとすれば、それは他市との話もつな

がってきますので、本市の目指すべき方

向性と、広域化したときの方向性はずれ

てくることも考えられます。

　今、申し上げていて、非常にふくそう

した表現になっておりますので、こうし

た内容で答弁をしてくださいというのは

難しいので、改めて、一言でまとめなお

させていただきますと、役職と年齢構成

と、全体的な人員配置をしっかりと整え

ながら、任務に当たっていただきたいと

いうふうな思いがあるというふうに申し

上げ、これについては、要望とさせてい

ただきますので、改めましてよろしくお

願いをいたします。

　続きまして、航空消防についてであり

ます。先ほどご答弁にありました水難救

助の事案で出動をしていただいたという

ふうな内容でありましたが、この事案に

ついては、私も承知をしております。や

はり、お金を出しているからではなく、
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活用すべきときにはしっかり活用してい

ただくのが、こうした制度の本来の趣旨

であろうと思いますので、さまざまな機

会をとらえて、出初め式はもちろんです

けれども、可能な限りで要請を出してい

ただければなと思います。よろしくお願

いします。

　火災警報器の設置についてであります。

１００％を目指して活動されておるとい

うことではありますけれども、しかし、

現状はかんばしくないというようなご答

弁でありました。

　これは、間違いなくそうであろうと。

といいますのは、私の周囲でも、設置を

している、したというご家庭が非常に少

ないからであります。ここにおいて、や

はりいろんな業者と言っていいんでしょ

うか、ということは、この平成２３年５

月末に向けて、いろんな方が、恐らく、

これを一つの商売の機会ととらえて行動

されることが予想されます。こうした点

について、ひとつ、現在どのような取り

組みをしておられるか。ホームページで

のご案内は承知しておりますが、よろし

くお答えをいただきたいと思います。

　次に、情報通信事業で、位置情報の登

録制についてであります。

　ＩＰ電話でありましたら、もちろんそ

の発信地の現場がわかると。携帯であれ

ば、数十メートルから数百メートル。Ｇ

ＰＳであれば、数メートルから数十メー

トルの範囲であるということでございま

した。これは、本会議でも議論が若干あ

りましたけれども、感覚として、よくテ

レビで報道されるときに、携帯電話の発

信電波によって、山の中のここにいたと

か、いうような報道がなされるというの

が、恐らくこの携帯ＧＰＳの位置情報へ

の期待につながっているんだと思います。

　しかし、あれ自体は、確かに調べたら

わかるんでしょうけれども、今電話して

すぐわかるようなもんではなくて、恐ら

く後日、書面等の照会でもって、はじめ

てわかるんであろうというように理解を

しております。この私の理解が正しいの

かどうか、わかりませんけれども、やは

りそうした点を踏まえて、この運用と、

あとは皆さんへのご理解をいただかない

といけないと思っております。

　やはり、これやったら、もうすぐ助か

るんちゃうのとか、携帯を持ってたら、

もうすぐそこに来てくれるのちゃうのと

いうように理解が、今、恐らくあると思

いますので、私の先ほど申し上げた理解

が合っているのかについて、ひとつご答

弁をお願いいたしたいと思います。

　次に、消防団の方向性についてであり

ます。人づくり計画の中で、さまざまに、

女性採用のお話であるとかも入っておる

というようなことでございました。

　地域によっては、寝屋川もたしかそう

であったと思いますが、女性消防団員さ

んがいらっしゃいまして、日々、熱心に

活動、訓練等に参加しておられるようで

あります。実際、本市では、女性消防職

員を採用しており、また非常に活躍をし

ておられると、以前のご答弁にもありま

した。それであるならば、やはりそうし

た全体的な視点から、こうした取り組み

を続けていっていただきたいという思い

があります。

　しかし、これはもう、これもまた各消

防分団さんによってお考えもあるでしょ

うし、装備品や施設等の面もあろうかと

思います。また、同じく広域化と絡んで、

非常にこの消防団という組織についても、

まだまだこれ一つにとどまらない、たく

さんの課題があることも承知しておりま

す。

　しかし、その中で、一つ一つの課題を
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見失うことなく議論を進め、今後の方向

性を持っていっていただきたいと要望い

たします。

　新型インフルエンザ対策についてであ

ります。マスクや消毒薬の備蓄は十分に

あり、また、啓発活動もされていると。

そして、マニュアルももうすぐ完成を予

定しているというお答えでございました。

　やはり、のど元過ぎればというやつで

ございまして、もうほぼマスコミで取り

上げられることはなくなりましたし、実

際、マスクをしている人も減って、今、

マスクをしておったら、花粉症ですかと

聞かれるのが常でございます。

　しかし、先ほどのご答弁にもありまし

たように、鳥インフルエンザの変性とい

う、非常に恐ろしい事態は、まだ残って

おります。また、この鳥インフルエンザ

に限らずとも、新しい感染症が発生する

ケースももちろん考えられます。そうし

た点も考慮しながら、いろいろな可能性

を踏まえ、対策に当たっていただきたい

と要望を申し上げておきます。

　そして、全体的な財政の運営のお話で

ありますが、先ほど、経常経費９５％、

人件費９７％であるとかのフレームと、

また、行革の項目や、補助金等の整合性

と。そして、政策経費とか補助金等の中

身、また先送り等、いろいろな検討をさ

れてでき上がっているとお答えをいただ

きました。私は以前、本会議、またその

ほかの場においても、教育についての予

算をしっかり取ってほしいと申し上げた

ことがあります。この思いは、今でも決

して消えたわけではございません。

　私の会派の嶋野議員は、代表質問にお

いて、水道管の事業について触れておら

れました。これも一つの思いでありまし

て、計画的な改善、また整備等、そして

将来世代への利益の関係性について、考

えねばならないと。また、同じ本会議の

場で、カーブミラーの話も取り上げられ

ておりました。そうしたとこからいたし

ますと、この財政運営というものについ

ては、非常に難しい面があると。ここに

いらっしゃる皆さんそれぞれが、担当す

る部署に予算をつけてほしいという思い

はお持ちでしょうし、また、私をはじめ、

議員の皆さんも、いろんな思いをお持ち

であろうかと思います。

　しかし、現在の景気状況、また本市の

財政状況を考えますと、そのさまざまな

要望にほとんど応えることができないと

いうのも、また偽らざる現実であろうと

いうふうに思います。私が一つ願います

のは、嶋野議員も申しておりましたが、

将来に向けて、希望のあるまちづくり、

財政規律は整いつつも、将来の摂津市が、

グレーなイメージではなくて、明るい色

のついた、そのような財政運営をしてい

ただきたいと。これは１つの要望であり

ます。

　人材育成等も先ほど申し上げましたが、

ここで１つ申し上げたからといって何か

が大きく動いて、改善すればいいですが、

そうはいきません。その中で次の管理職、

これをどう育成していくか、管理職とは

どうあるべきか、これから定年を迎える

方が多くいらっしゃるという中で、その

皆さんが今まで培ってこられた経験の中

から次の世代に知識、技能、そういった

ものを残していただきたいと。これは人

材育成についての要望でありますが、い

ろいろな観点から市政運営をお願いした

いというふうに申し上げて、２回目を終

了いたします。

○野口博委員長　暫時休憩いたします。

（午後３時　　　　休憩）

（午後３時２８分　再開）

○野口博委員長　再開いたします。
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　２回目の答弁求めます。石原参事。。

○石原人事課参事　それでは、私の方か

ら人事課に関するご質問に答弁させてい

ただきます。

　公務員の子ども手当につきましては、

従前の児童手当と同様に、勤務先での支

給となっておりまして、認定及び支給事

務を行っております。

　予算に計上しております子ども手当４，

０２４万円につきまして、その内訳につ

きましては、従前の児童手当相当額１，

７３０万５，０００円と支給要件である

今回年齢拡大分などの子ども手当と従前

の児童手当の差額分２，２９３万５，０

００円となっておりまして、この２，２

９３万５，０００円につきましては、地

方特例交付金で賄われると聞いておりま

す。

○野口博委員長　橋本参事。

○橋本秘書課参事　それでは、携帯電話

のページにつきまして私の方からご説明

申し上げます。

　携帯を利用したページの配信について

でございますが、現在パソコン用のペー

ジ作成においては、各課でいろいろな工

夫ができることを体感され、実践してお

ります。携帯ページにつきましても、ホー

ムページ作成時に携帯のページが同時に

つくられる仕組みでございますが、その

機能が動いてない状態でございまして、

公開のタイトルも少ない状況です。

　携帯の特性に配慮して画像などを省き、

またテキストを中心に文字数にも制限が

ございます。より端的にお知らせする文

章表現等も求められるのが今の携帯ペー

ジへの配信の状況でございまして、それ

らにつきまして今後庁内のホームページ

研修等を通じて、より積極的な利用が図

られるよう取り組んでまいりますので、

よろしくお願いいたします。

○野口博委員長　納家参事。

○納家警備第２課参事　携帯電話の位置

情報についての問いにお答えいたします。

　委員ご指摘のとおり、第３世代のＧＰ

Ｓつき携帯電話の位置情報の精度は数メー

トルから数十メートルであり、誤差が生

じます。ＧＰＳがついていない携帯電話

につきましては、近くのアンテナに受信

することでより誤差が生じ、誤差が広が

ります。ですから、常にピンポイントで

表示されるわけではありません。

○野口博委員長　森課長。

○森予防課長　住宅用火災警報器の訪問

販売につきまして、ご答弁させていただ

きます。

　平成２３年５月３１日の設置期限が迫

る中、設置義務化に便乗した悪質な販売

業者等の存在が消防本部間の情報交換等

で報告されております。

　本市におきましては、市ホームページ、

広報紙、小学校区自主防災訓練等の設置

啓発活動の折に、市民の皆様に対して注

意を呼びかけております。また、電話、

来署された市民の皆様の購入等に関する

お問い合わせにつきましては、摂津市防

火安全協会等に加入している消防用設備

業者の一覧表を配布いたしまして、見積

もりあわせするなどして購入するよう指

導させていただいております。

○野口博委員長　三宅委員。

○三宅秀明委員　いずれも理解いたしま

した。

　１つ、先ほど私、財政のお話の中で摂

津市というくだりでグレーという言葉を

使いましたけれども、これは決して犯罪

云々のグレーという意味ではなくて、要

するに色合いを示すグレーという意味合

いですので、その点ご理解をお願いいた

します。

　まず、子ども手当の財源についてです
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けれども、児童手当のスライド分等の説

明いただきまして、理解をいたしました。

財源内容にこの概要と予算書等の話でしっ

かり分析すればわかっていた話かもしれ

ないんですけれども、こうした点で明ら

かにしていただいたことによって、より

理解が深まったかと思います。こちらは

以上でございます。

　次に、ホームページの件でございます。

パソコン用の方のホームページについて

いろいろとご苦労いただいてることは、

もうこのリニューアルする以前のホーム

ページの段階から承知をしております。

また、各課におきましても、またその他

の関係の施設等におきましても、さまざ

まに日々の業務とともに、ご苦労なさっ

ていることも理解し、またそれは評価を

させていただきたいと思います。

　携帯に関しましては、なかなかその特

性が、今おっしゃってたように画像を載

せると重くなりますし、文章についても

あまり長い文章を載せてしまうとフック

ロードさせていかなければならなくて、

非常に読むのが面倒くさいというのもあ

りましょうし、その点はいろいろと、そ

うだよなと思いながら先ほどの答弁を拝

聴しておりました。

　実際、今、携帯電話の方でホームペー

ジの画像を見ることができるような機能

もふえてきております。これフルブラウ

ザ機能、ご承知だと思うんですけれども、

これについてひょっとしたらミニノート

パソコンみたいな感じで爆発的な普及が

起こるかもしれませんので、それもいろ

いろと可能性を踏まえつつ、今後、ＪＩ

Ｓ規格の改正があるというふうにお話も

伺っております。それについても注意を

払いながら、これは以前からお話しさせ

ていただきましたように、決して担当課

だけの話ではなくて、摂津市職員全体、

お一人お一人が広報の発信の拠点である

という認識で取り組んでいただきたいと

要望をいたします。

　そして、火災警報器のお話です。既に

もう消防本部間でいろいろな情報はやり

とりされて、また注意喚起も行っておら

れるということでございました。今後ま

すますこうした事例はふえてこようかと

思いますし、その案内する商品が正規の

ものであって、値段的な面の違いだけで

あれば、それが果たして不適切なのかど

うかという評価が難しい点もあろうかと

思いますので、その点にも注意をしなが

ら、市民をはじめとする皆様への啓発活

動に取り組んでいただきたいというふう

に要望いたします。

　ＩＰ電話、携帯電話ＧＰＳの位置情報

通知システムであります。お答えにより

ますと、先ほど私が認識しておる内容で、

ほぼあっているかということでございま

した。

　やはり、先ほども申し上げましたよう

に、皆さんの印象としては場所がすごく

特定されるというのが今まで私がお伺い

した人たちからの反応です。ですので、

やはりより精度の高い詳しい位置がわか

るような仕組みづくりに取り組んでいた

だきたいと。これはひょっとしたらもう

消防本部に限らず、例えば総務防災、い

わゆる自主防災組織であるとか、あるい

は民生委員さん等の所管になるかもしれ

ません。

　１つ私も携帯電話等の番号を登録した

らいいんじゃないかというような思いも

あったんですが、よくよく考えたら番号

登録してもその番号の携帯電話を特定し

ても、それが数十メートルから数百メー

トルの誤差があるんであれば、意味はな

いというふうに思いますし、またこのシ

ステム自体がやはりＩＰなり携帯電話な
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りを持っていない人は対象でないので、

じゃあそれはどうするんだというような

関連性も出てきます。

　そういった点から消防本部をはじめと

して、関係各課と密に連携をとっていた

だきながら、先日はグループホームです

かね、火災があって多くの方がお亡くな

りになられました。ああした悲劇が起こ

らないように、関係皆さんそれぞれので

きる施策を展開していただきたいという

ふうに、これは要望として申し上げます。

　それで、先ほど２点質問を漏らしてお

りまして、今改めてお伺いをさせていた

だきたいと存じます。

　１つは、２６ページの人権推進課ご所

管の平和イベント開催事業であります。

　これ、以前にお話をさせていただいた

ときに、広島と長崎交互に派遣するとい

うお答えをいただいたと記憶しておりま

す。その後どのような経過をたどってい

るかについてお伺いいたします。

　そしてもう一点、以前、市の広報であっ

たかと思うんですが、本市の森山市長が

平和市長会議へ参加をされたかというの

を拝見した記憶があります。これについ

てどのような取り組みを行われるのか、

お伺いいたします。

○野口博委員長　林参事。

○林人権推進課参事　平和イベント開催

事業の広島・長崎の市民派遣についてで

すが、昨年の予算の委員会で長崎はどう

だということでご質問いただきまして、

昨年については長崎の方に原爆被害者協

議会の会長に市民の代表として長崎の方

に行っていただいております。来年度に

関しましては、広島の方に派遣したいと

思っております。今後も隔年で長崎・広

島という形で派遣を続けていきたいと考

えております。

　それからもう一点、平和市長会議につ

いてですが、平和市長会議については、

昨年摂津市が加盟したんですが、大阪府

下では９番目ですね。もう一市ふえて１

０団体になってるかと思うんですが、世

界的な規模で市町村、地域、１，３００

ぐらいの団体が加盟している団体になっ

ております。

　活動の内容につきましては、昨年の広

島・長崎議定書の趣旨にのっとりまして、

核兵器廃絶に向けて国内外で活動してい

くというような内容になっております。

それともう一点は、広島・長崎のオリン

ピックの誘致活動についても応援すると

いうことで、大阪府、大阪市と同じよう

な形で昨年、ぜひとも開催してほしいと

いう形で市長名でメッセージを出してお

ります。

○野口博委員長　三宅委員。

○三宅秀明委員　２点、理解いたしまし

た。

　平和イベントにつきまして、実際に長

崎に行っていただいておるということで

ありますので、これは評価といいますか、

感謝をいたしたいと思います。これにつ

いて、やはりこれまで広島へ行かれてた、

ずっと行かれていたということと、やは

り今回長崎に行かれたということで、参

加者の方が得られたものが違ってこよう

かと思うんですね。

　やはりそういった点をしっかりと受け

とめて、今後、今のお答えでは長崎・広

島、隔年で、交代でというお話でしたけ

れども、将来的に同時に長崎と広島に行っ

ていただくというような方向性に持って

いくという可能性も踏まえながら、この

事業の成果を１年１年しっかりと把握し

ていただきたいというふうに要望申し上

げます。

　次に、平和市長会議ですけれども、大

阪では９番目ということで既にもう８市
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が参加されていたということですね。内

容としては核兵器廃絶とオリンピックの

誘致を努力していくと。オリンピックに

つきましては、ＩＯＣの方が若干難しい

のではないかというようなお答えでした

が、それであれば広島が単独開催して、

長崎がそれを支援するというようなお話

であったのかなというふうに記憶してお

ります。実際にオバマ大統領でしたか、

核廃絶はチェコで演説をされて、あれが

ノーベル平和賞の受賞の契機になりまし

たし、つい先日も核の役割を低減させて

いくというようなお話もされていたと記

憶しております。

　本市も非核平和都市宣言をしておりま

すし、また大阪のほかの８市と連携とい

いますか、情報交換等をとりながら平和

について、この平和というものはよく言

われますけれども、ただぼーとしていて

来るものではありません。今紛争が起こっ

てる地域、例えばイラクもそうですが、

その地域の人々の努力でまず和平が起こっ

て、そこから平和が実行されてくるとい

うふうに私は認識しております。だから

こそ、現在のイラクにおいては、選挙に

際してアフガンでも選挙に際して非常に

テロ行為が多発しておりますけれども、

その平和に向けて国民が一丸となって努

力をしていると。

　我が国は、第２次世界大戦以降、戦争

というものに巻き込まれたことがありま

せん。したがって、戦争と平和というこ

のすみ分けはそれ以降の人間にとって、

私はできないと思っています。既に平和

である日本の中において考える平和と、

ああした紛争地帯にあって考える平和と、

それは全く違ってくると思います。です

ので、我々の認識で向こうへ何かを手伝

いにいって、平和をかち取るために手伝

いにきましたといったところで、どのよ

うな印象を持たれるかはわかりません。

しかし、日本として取り組むならば、そ

れはまた、全く違った結果になろうかと

思います。この平和市長会議が１つのそ

うした大きな運動の契機になればと思い

ます。

　そして、質問は以上で終了になるんで

すが、人材育成について１つだけ要望と

いいますか、思いをお話させていただき

たいと思います。

　私は今現在３１歳で、ここにいらっしゃ

るほとんどの方全員ですかね、全員と比

べても年下です。そんな若造がいうこと

にどれほどの説得力があるかは正直自信

はありませんが、今後、摂津市あるいは

そのほかにお住まいの皆様であっても、

その下の世代が皆さんを支えていくと、

これは紛れもない未来の現実であります。

その育成について優しく育てるのがいい

のか、厳しく育てるのがいいのか、その

どちらかだけであってはいけないと私は

思っています。

　以前、消防本部へのお話として規律を

守るべしというような要望をしたことが

あります。それはやはり部署として、規

律が重んじられる部署という意味もあり

ますが、しかし社会人として、また、こ

れからの世代として守るところは守って

ほしいという思いがあったからでありま

す。それは今も、またほかの部署の方々

へ向けても意識は同じです。

　消防本部にあっては、例えば朝の引き

継ぎで新しく入ってくる人々に摂津の消

防はこんな朝からしっかりとした業務に

取り組んでいるんだと、ある意味で震え

上がらせるような背中を見せていただき

たい。

　そして、職員の方々にあっても、この

方の下で働く以上、なまはんかな取り組

み方ではいけないという心意気を導くよ
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うな背中を見せていただきたいと。本日

ここにおいでの方にも定年をお迎えにな

る方がいらっしゃいます。そうした皆さ

んの思いを受け継いで、次の世代を育成

していただきたいということを切にお願

い申し上げ、終了いたします。

○野口博委員長　三宅委員の質問は終わ

りました。

　森内委員。

○森内一蔵委員　順次質問していきます。

　まず、税金の市民税のところからお聞

きしていきますけれども、今回、今年度

の予算ということで、個人市民税、そし

て法人市民税というのは減額予算なんで

すけれども、昨年度に比べてかなりの減

額予算ということで、個人市民税にして

も、均等割の方がどれくらいおられるの

か、それから算定基準ですね。どういう

ふうな形で今回の予算を組まれたのか。

特に法人税に関しては、こういうご時勢

ですから、均等割の法人がたくさんある

と思います。そういう面でどれくらいの

割合を見られたのか。また、こういうこ

とを言っては何ですけれども、かなり法

人というか、会社が廃業せざるを得ない

というようなところも見込んでされたと

思うんですけれども、これの算定の基準

ですね。厳しく見積もられたのか、その

辺のところお聞かせいただけたらなと思

います。

　それから、固定資産税はかなりの増額

を見込んでおられます。特に南千里丘の

開発による大幅な固定資産税の増額とい

うのを見込んでおられると思うんですけ

れども、それ以外に新築というか、この

経済状況の中で新築等、どれくらい見て

おられるのか、その辺のところのプラス

要因をお聞かせいただけたらなと思いま

す。

　それと、固定資産税は月１日を基準と

して課税をされるわけですけれども、例

えば公共用地に提供して減免申請等があっ

た場合には、例えばきょうづけで、３月

にということになれば、きょうからの固

定資産税を徴収されるのか、いわゆる来

年１月１日を基準として徴収されるのか。

　それと、もう一つは、固定資産税の減

免申請をするに当たって、市がいろいろ

な状況の中で減免の申請手続を教えてあ

げなかったということで、納税者が遡及

扱いで返してくれと言われた場合に、ど

ういう措置ができるのか、例えば税金を

払わなかったら、遡及扱いで追徴金もつ

けて、延滞金とかいろいろ遡及が例えば

国税であれば３年、５年、７年、それか

ら重加算税も含めてもっとさかのぼるこ

ともできるということなんですけれども、

税金については返ってこないというのが

特例、通説なんですけれども、市の過ち

ではないけれども、そういうふうな例え

ば親切度が足らなかったということで、

ずっと固定資産税を掛けておられる方に

対して、厳密にいいますと、水路敷きそ

れから道路に係る分ですね。ですから、

公共に係る固定資産に対して課税をして

きたと、そういう部分に対してどういう

ふうな措置がとれるのかということ、お

聞かせいただけたらなと思います。

　それと２８ページですけれども、特別

交付金ですね。これは以前から特交を何

とかもらえないかということで、１９年

度には１億円、それから２０年度、２１

年度、６，４００万円あったんですけれ

ども、ことしはゼロということで、ゼロ

ベースの予算審議はやってはいかんので

すけれども、しかし、これを何とかもら

えるような形に数字のマジックと今まで

言われましたけれども、これだけ税収が

いいということで、それ以上にやっぱり

摂津の場合は使い過ぎてきたということ
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で、交付金はもらえないということなん

ですけれども、その辺のところのシステ

ムを一度教えていただけたらなと思いま

す。

　それと、地方交付税ですね。これが今

年度１億５，３５０万円プラスというこ

となんですけれども、これの要因も１つ

教えていただけたらなと思います。

　それから、同じく６６ページですか、

一般管理費の中で給与があります。先ほ

ども論議がありましたけれども、職員給

与に関して、これ先ほども言われました

けれども、６６０人体制という形でこれ

からやっていくと。その中で正職員が少

なくなっていく、その分を臨時職員、そ

れから非常勤職員という形で補っていか

なければならないと、これは必然的だと

思うんですけれども、それの必要性とい

うか、割合をどこまで見ておられるのか、

その辺のところ一遍お聞かせいただきた

いと思います。

　それと、再任用の限度、どの辺までを

再任用、今国からいろいろと指導が来て

ると思うんですけれども、それから全部

再任用として任用してないというのは現

状ですけれども、今後やはり職員が少な

くなってくれば再任用もふやしていかな

ければならないでしょうし、その辺のと

ころの再任用の任用基準ですね、この辺

のところお聞かせいただけたらなと思い

ます。

　それから７３ページ、文書広報費なん

ですけれども、広報板の更新についてで

す。前回の決算時にも質問させていただ

きましたけれども、これ予算がないから

ということでずっとほっておられるんで

すけれども、やはり地域によっての格差

がかなりあるんですね。あの地域はきれ

いな広報板があるけれども、ここはもう

ずっとそのままだと、もう一度見直して、

更新の計画はどういうふうにされておら

れるか。

　それと、広報紙の配布なんですけれど

も、現状どういうふうな形かと申します

のは、私の方にいろいろ文化住宅を持っ

ておられるとかいう方が、いつも市の広

報紙が空き室に入ってるんですわと。そ

れを取ってくるのが大変ですわと、新聞

も入ってるのになぜそこへ入れるんです

か。とらずに置いておられたところにと

いうようなことあります。これ委託なん

ですからね、枚数があればそれだけ配ら

んならんということでやっておられると

思うんですけれども、その辺の現状をお

知らせいただけたらなと思います。

　それから、これは庁舎管理も含めてな

んですけれども、当直嘱託員の報酬があ

ります。いわばここの５時１５分以降の

当直員さんといいますか、やっていただ

いてるんですけれども、この方の電話受

け付け等のマニュアル、これはどういう

ふうになっているか。非常に苦情が多い

というのは、私の方でも電話したら、ど

こへ、いつつながるのかわからんとかね。

担当がいてますやろか、いてないですや

ろかという話も聞きますので、待ってく

ださいよとずっとほったらかしというの

もあるんで、何とかきちっと対応できる

ような体制はとれんのかなということで

すから、ひとつその状況をお聞かせいた

だけたらなと思います。

　それと、７５ページに旧の三宅小学校、

それから味舌小学校ですね。耐震もこの

以前、前の代表質問にもありましたけれ

ども、今後の利用計画ですね、一応避難

場所になっております。そういう避難場

所として適当なのかどうなのかというこ

と非常に問題があると思うんですね。や

はり今後はきちっとした利用計画の方向

性を立てておかないと、耐震はやるわ、
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すぐ売却せんならんというような話はま

だありますからね、そういうところ。特

別に三宅小学校の跡地なんかは、地元要

望でいろいろな使い方、こういうふうに

やってほしいとかある。その辺のところ

を踏まえてどういうふうに考えておられ

るのか、一遍お聞かせいただけたらなと

思います。

　それと、ハザードマップもあるんです

けれども、この辺は非常に難しいと思い

ますけれども、いざ災害となったときに、

前回もいいましたけれども、淀川等決壊

すれば、ほとんどの小学校とか公民館の

災害避難場所というのは、ほとんど使い

物にならんというのが摂津の現状なんで

す。この辺のところの避難経路、例えば

何メートルからこういうふうな形で水害

になればどこへ行くとかいうようなマッ

プも必要だと思うんですけれども、職員

の場合は摂津市職員の災害初動マニュア

ルという、こんなんあるんだなというこ

とで、再認識したんですけれども。そう

いうふうな形で備えあれば憂いなしです

から、そういうふうなところで災害時の

避難についてはどういうふうな非常に難

しいと思いますよ。今さら避難場所をか

さ上げして建てかえるわけにもいきませ

んから、一番安全なところはどうなのか、

震災のところはどうなのか、なぜこうい

うことをいうかというと、このあいだの

チリ沖の地震の津波が来るということで、

あのときに避難掲示が出ても、避難した

人が１０％も満たないと、７％弱ですか。

そういう現状でありますから、私に限っ

て別にどうということないやろ、私の家

に限ってというようなそういうような安

堵感が全部ありますのでね。その辺のと

ころやっぱり啓発活動というものは必要

かなと思います。

　それから、あと消防の方をお聞きした

いと思いますけれども、常備消防費の中

で夜間勤務手当ってあるんですけれども、

消防の夜間勤務の状況、消防は２４時間

体制ですから、昼の勤務はよくわかるん

ですけれども、深夜等の勤務状況という

のはどういうふうになってるか、一度お

聞かせいただけたらなと思います。

　それと、非常備消防費ですね。この中

で１６１ページに消防ポンプ自動車の艤

装工事ということで１，１８５万７，０

００円ですか、これの内訳ですね、どう

いうふうな艤装をされるのか、お聞かせ

いただけたらなと思います。これについ

ては議案第１０号の６３ページに消防ポ

ンプ自動車の艤装工事の費用が減額され

ております。これが１，４４５万円です

ね。大きな額が、これは１台じゃないと

思うんですけれども、そういうふうな誤

差ができてくるような艤装工事の、最初

の見積もりはどうだったのか、なぜこう

いうふうな形で生まれてきたのかと。艤

装しなかったのか、差額であるのか、そ

の辺のところもお聞かせいただけたらな

と思います。

　それから、消防団の昼間の活動、前も

いいましたけれども、昼間活動の人数が

非常に少ないということで、機能別消防

団という形で３社新しく加わっていただ

いて、消防力の強化になってるわけなん

ですけれども、これの出動の依頼という

のは全市的だと思うんですけれども、例

えば２社は安威川以南、１社は安威川以

北なんですけれども、その辺のところの

出動要請についてどうなのか、その辺の

ところもお聞かせいただけたらなと思い

ます。

　それと、消防団員の定年はないと思う

んですけれども、消防団の幹部の方はも

うかなりのお年の方もおられますけれど

も、一般の消防団の定年制をどういうふ
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うに消防本部として考えておられるのか。

　例えば６０歳以上の方で現役を引退さ

れて、そして仕事も引退されて家におら

れるというような形の方をＯＢ消防団員

というような形で昼間の消防力強化に何

とかできないか。これは公務災害等いろ

いろあるんですけれども、消防団のＯＢ

に我々もよく話を聞くんですけれども、

私も鳥飼下ですと、機動分団と下分団と

２つあるんですけれども、昼間でしたら

消防車で消防活動しようと思ったら、最

低４人は要るんですね。その人数が集ま

らないというのがお昼の現状なんですよ。

　ですから、よかったら私も行きますよ

というような消防団のＯＢもおられます。

しかし、公務災害等いろいろあるんで、

もし何かあったときにはということで断

らなしょうがないという、そういう状況

の中で、大規模火災が起きたときに、ど

ういうふうな対応ということに、いろい

ろと考えますと、十数年前にこの鶴野の

ところで、大きな火災があって、もうそ

のときは、何か月間に何十件というよう

な放火もありましたけれども、そういう

場合にどういうふうに対処していくかと

いうことを考えますと、ＯＢ消防団とい

うのも、今度、機能別消防団もできまし

たけれども、そういうところの協力体制

もひとつ考えていただけたらなと思いま

す。

○野口博委員長　山本課長。

○山本人事課長　それでは、人事課に関

係いたします２点のご質問にご答弁をさ

せていただきます。

　まず、１点目でございますが、職員６

６０名体制から見て、今後、今よりも臨

職・非常勤がふえるという予想の中で、

どの程度がその比率が限度であるのかと

いうお問いでございますが、現状をご説

明いたしますと、平成２１年４月１日現

在、定員管理上で正規職員が７１９名で

ございます。臨職・非常勤の方々は合計

で３６８名、率にいたしますと、正規職

員側が６６．１％。臨職・非常勤側が３

３．９％となっております。

　非常勤の方々におかれましては、保育

園の朝夕パートであるとか、学童保育、

学校現場の障害児の方の介助員等が数多

く占めておられます。この方々につきま

しては、１日の勤務時間がお仕事の性格

上、短いということで非常勤の対応とし

てさせていただいております。

　近年、職員６割補充ということで庁内

の中にも非常勤の方々が多数占められる

ようになってきました。我々といたしま

しては、各職場からの意見を聞きながら、

今後現状、比率について詳細については

まだ、基準については手持ちとしては持っ

ておられないんですけれども、今後、各

職場からのヒアリングをして、その辺を

対応していきたいというふうに考えてお

ります。

　また、第４次行財政改革実施計画（案）

の中にもご提示をさせていただいてます

けれども、私どもの職員定員管理上の中

で大阪府下におきまして技能労務職、現

業職員の比率が高くなっております。そ

ういう状況でございますので、今後職員

組合ともいろいろ協議を重ねながら、職

種替え等の申し入れも行っていき、６６

０名体制であっても庁内業務がスムーズ

に回るように行っていきたいというふう

に考えております。

　また、行財政改革実施計画（案）の中

に同時に掲載をいたしておりますが、や

はり民間でできる業務につきましては、

民間委託を積極的に取り入れていきたい

という考え方もございます。

　このような行革全体を実施していきな

がら、職員６６０名体制を目指していき
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たいというふうに考えております。

　続きまして、再任用の考え方でござい

ますけれども、現在、再任用を希望され

る職員につきまして人事課の方でヒアリ

ングを行っております。また、あわせて

その方が所属する所属長にもヒアリング

を行い、その方が再任用に適しておられ

るかどうかを一定の評価をいたしまして、

審査委員会というもの市の中で設けてお

ります。その審査委員会において委員各

位にご議論いただき、最終再任用につい

て合否を決定させていただいてるという

ことでございます。

　なお、今後、年金制度、昭和で申しま

すと、昭和２８年生まれ以降の方につき

ましては、２年に１歳ずつでございます

が、年金が誕生日までゼロになる期間が

発生することになります。今現在は定年

と同時に約６割程度の年金をいただいて

おられると把握しておりますが、数年後、

平成２６年４月１日以降につきましては、

その年金がゼロの期間が少しずつ延びて

くるというような状況にもございます。

そうなりますと、今、国の考えでは、定

年延長というような言葉も出てきており

ます。その辺全体を見きわめながら、再

任用の方々の活用、また新規採用の職員

の抑制等、全体を考えていきたいという

ふうに考えております。

○野口博委員長　橋本参事。

○橋本秘書課参事　それでは、私の方か

ら広報板の更新の関係と広報紙の配布に

つきましてご説明いたします。

　まず、広報板の更新の関係でございま

すが、平成２０年度末で広報板２１６基

のうちの旧型という形で説明いたしてお

ります木枠の分が５８基ある分は既にお

示ししておりますが、そのうち２１年度

におきまして広報板建て替え５基が修繕

できました。そのほか２１年度において、

張り面の補修等１３基の修繕を行いまし

て、大体旧の広報板５８基のうち一部取

り外しておる分がございますが、約５０

基、まだ現在残っております。２２年度

予算におきまして、従前修繕料の予算を

建て替え、それまでは５基見ておりまし

た分を８基にふやしまして、予算的に２

１万８，０００円をふやし、６５万円を

計上して、今後その旧の広報板の建て替

えを優先的にできるように取り組んでま

いりたいと考えております。

　広報紙の配布につきましてですが、１

日号の配布は、業者による委託配布をし

ております。その件で従前から配布漏れ

等の対応につきまして、業者任せにする

のではなく、配布漏れの対応につきまし

ては、役所に必ず連絡が入ってきます。

市民の皆さんから連絡が入ってきた際に、

現地確認、広報職員も行っております。

現地に行きましたら、その玄関の形態、

ポストのあり場所、すべて写真も撮りな

がら確認をし、業者にも現地等の確認を

させながら、次の配布に、配布漏れしな

いような連絡体制を行っております。

　逆に配布しないという形の申し込み等

も一部いただいてるケースもございます。

なかなか空き家情報等につきまして判断

しにくい面がありますが、一つ一つ対応

していく中で必要な配布の形態をとって

いきたいと考えております。

○野口博委員長　布川参事。

○布川総務部参事　それでは、総務防災

課に係ります３件についてご答弁申し上

げます。

　まず、当直の嘱託員の電話受け付けに

ついてのご質問だったと思います。以前

この委員会でも同様のご質問をいただい

たように記憶しております。その後嘱託

員に対しても注意を促してまいりました

が、定時後から１８時ぐらいまでの間、
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市役所の業務が終わった後になりますけ

れども、電話交換の切りかえになりまし

て、当直の方に電話が切りかわるわけな

んですけれども、１８時ごろまで入電が

たくさんございます。そういう関係でお

電話いただいてもお待たせすることがた

くさんあったり、多くなったりするとい

うことでご迷惑をおかけしたこともたく

さんあろうかと思います。

　ただ、電話対応の改善なんでございま

すが、前回でも指導はしてまいりました

んでございますが、改善が見られないと

いうようなお話でございますので、新年

度を契機に再度指導をしてまいりたいと

考えております。

　それから、味舌、三宅のスポーツセン

ターの体育館耐震化についてということ

のご質問があったかと思います。ご存じ

のとおり、耐震化工事には多額の費用が

要することになります。避難所に指定を

しております施設を含めて公共施設の耐

震化はいまだ完了しておりません。本市

では、子どもたちの安全安心を最優先に

子どもたちが多くの時間を過ごす義務教

育施設を優先的に進めております。今年

度末現在では、学校教育施設の６割近く

は補強工事を終える予定でございます。

新年度以降も順次、補強工事を進める予

定ではございます。

　味舌や三宅のスポーツセンターの体育

館は昭和４８年と昭和５１年に建設され

ており、耐震工事は完了されてはおりま

せん。避難所となります公民館、体育館

につきましても、今後財政事情を踏まえ

た上でありますが、取り組んでまいりま

す。

　しかし、公共施設の中には両体育館の

ほかにも昭和５６年以前の建築物もござ

います。老朽化により緊急補修が必要な

施設もございます。市民生活を維持して

いくために、公共施設の緊急補修、補強

の必要性が高まっている施設を優先させ

なければならない場合もございます。地

震はいつ起こるかわかりません。一刻も

早く避難所を含め公共施設の耐震化を完

了させなければなりません。今後とも財

政事情を踏まえながら、市民生活の維持

と安全安心のまちづくりのために努力し

てまいりたいと考えております。

　次にハザードマップの避難経路の周知

等々ということだったと思いますが、委

員ご指摘のようにハザードマップ、１８

年に発行されて、安威川以南ほとんどの

地区が水没するというような大きな案内

をされております。それに基づきます避

難勧告等の判断伝達マニュアルというも

のを平成２２年度新年度に国や大阪府の

ガイドラインに沿ったもので作成準備に

入る予定をしています。これらの防災計

画は緊急性の高いものでありますし、早

急に作成しなければならないものであり

ますけれども、専門業者に作成を依頼す

ればよいというものではなくて、地域住

民に理解され、速やかに行動できる身近

なマニュアルとならなければならないと

考えております。そのために、新年度は

自主防災会の皆様方に参加していただき、

議論を重ねながら市民参加のマニュアル

づくりをしてまいりたいと考えておりま

す。

○野口博委員長　宮部次長。

○宮部総務部次長　財政課にかかわりま

すご質問について答弁申し上げます。

　まず、地方交付税制度でございますけ

れども、これはすべての地方公共団体が

一定の水準の行政サービスを提供するこ

とができるよう、国税の一定割合を原資

とし、税収が不足する地方公共団体に対

して、国から不足分を交付する制度でご

ざいます。

－62－



　それで、実際の算定におきましては地

方交付税上、算定におきまして基準財政

需要額、基準財政収入額、それぞれの団

体で算定いたしまして、基準財政需要額

が基準財政収入額を上回った場合には、

交付税の対象となります。これが普通交

付税と呼んでおるものでございまして、

本市の平成２１年度の基準財政需要額は

１２５億７，８００万円、２１年度の基

準財政収入額は１４３億７，９００万円

ということで、現在も１８億円の差が出

ております。３年平均の財政力指数とし

ては１．２２１ということで非常に高く

なっております。そういったところで、

普通交付税につきましては、本市は不交

付ということになっております。

　それで、ご質問ございましたけれども、

予算書の２８ページ、款１０、地方交付

税、項１、地方交付税、目１、地方交付

税として上げております、この地方交付

税の中には、普通交付税とそれから特別

交付税というのがございまして、国から

交付されます地方交付税のうち、９４％

は普通交付税、それから残り６％につき

ましては、この普通交付税でカバー仕切

れない災害などの特別な需要に対して交

付されるというものでございまして、こ

れは６％でございます。

　それで、本市の場合、普通交付税が不

交付となっておりますので、この予算に

計上いたしておりますのは、説明欄にご

ざいますように、特別交付税２億２，６

００万円ということでございます。

　それで、ここのご質問で特別交付税が

１億５，３５０万円等となっている。こ

れのご質問でございますけれども、地方

交付税の代替財源といたしまして臨時財

政対策債というのがございます。この財

源を振りかえなくても普通交付税が不交

付となるという団体にありましては、平

成１８年の交付額に対して平成１９年度

はその４分の３、平成２０年度は２分の

１、平成２１年度以降は４分の１とする

という措置がございまして、平成１９年

度は前年度のほぼ４分の３に当たる２億

２，６００万円が交付されました。それ

で、平成２０年度は１億４，５００万円

ということで２分の１になっております。

　平成２１年度は、この４分の１で７，

２５０万円を予算計上いたしておりまし

たけれども、昨年の３月に平成２０年度

の特別交付税につきましては、経済情勢

の著しい変化に伴う交付団体の税収の減

少傾向を踏まえて、このルールは適用し

ないという通知がありました。

　そこで、実際に平成２０年度は２億２，

６００万円が交付されております。それ

で、それ以降、変更の通知がございませ

んので、２１年度の予算は７，２５０万

円と上げておりますけれども、平成２２

年度につきましては、２億２，６００万

円ということで計上させていただきまし

た関係で１億５，３５０万円の増となっ

ているものでございます。

　それから、２８ページの款９、地方特

例交付金、項、特別交付金、これはゼロ

で計上されているということでございま

すけれども、これは地方交付税とは異な

りまして、地方特例交付金と申しますの

は、税制改正やあるいは制度改正がござ

いますと、補てんされずに自治体負担と

なる分につきまして、国から特例的に交

付金をいただけるというような制度でご

ざいまして、今回におきますと、先ほど

質疑ございました子ども手当、これが地

方負担となった分が、この特例交付金と

していただいております。これは２６ペー

ジの地方特例交付金、目１、地方特例交

付金の今年度１億８，７００万円の中に

入っております。それで、このゼロとなっ
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ております特例交付金につきましては、

平成１８年度まで税源移譲の前でござい

ますけれども、平成１８年度まで恒久減

税というのがございまして、恒久減税分

につきましては、市町村負担となってお

りましたので、その分が交付されており

ました。それで、１９年度に廃止になっ

たわけでございますけれども、一挙に交

付金が減少するということの激変緩和措

置として１９年度から２１年度まで交付

されておりまして、これが１年間６，４

００万円でございました。その制度が２

１年度に終了いたしましたので、この２

２年度予算におきましては前年度に比較

して今年度はゼロということで、計上さ

せていただいたものでございます。

○野口博委員長　寺本参事。

○寺本総務部参事　市民税課の個人市民

税、法人市民税にかかわりますご質問に

つきまして算定基準はどうかということ

につきましてご答弁を申し上げます。

　個人市民税、法人市民税とも一昨年秋

以降の景気後退によりまして、非常に厳

しい状況になっております。今回も平成

２１年度の補正予算としまして、議案第

１０号で個人市民税で７，０００万円、

法人市民税で７億９，０００万円の減額

補正をお願いしているところでございま

す。

　平成２２年度の当初予算の見積もりで

ございますが、まず個人市民税の方から

ご説明を申し上げます。個人市民税につ

きましては、納税義務者全体の約８割を

占めます給与所得者の給与収入につきま

して残業の減少やボーナスの減少等が相

当影響するものと、平成２２年度は前年

度と比べまして１．５％の減ということ

で見込んでおります。

　前年度、当初は１％と見込んでいたと

ころでございます。今年度は税制改革に

よります増減もなく、平成２２年度決算

調定見込み額につきましては、４１億９，

７００万円としまして、徴収率につきま

しては、前年度並みの９６％を見込んで

おります。当初予算額につきましては、

現年課税分４０億２，９００万円を計上

させていただきました。

　均等割と所得割の状況でございますが、

前年度と比較しますと、率でご説明させ

ていただきます。均等割につきましては、

８．８％の減、所得割で７．１％の減と

なっております。あわせまして７．２％

の調定額の減となっております。

　続きまして、法人市民税でございます。

法人市民税につきましても、２２年度引

き続き非常に厳しい状況が続くものと予

測いたしまして、平成２２年度の最終調

定見込み額は２１年度決算見込み額とほ

ぼ同額を見込んでおります。徴収率につ

きましては、景気後退の影響が若干出て

くるものと予測しまして、９９．４％と

見込んでおります。それによりまして平

成２２年度決算見込み額につきましては、

現年課税分で１５億３，２００万円を計

上させていただきました。

　法人の均等割と法人税割の状況でござ

いますが、均等割につきましては、前年

度と比べまして７．４％の減、法人税割

につきましては、３８．６％の大幅減と

なっております。あわせまして３４％の

減となっております。

　それから、会社の廃業はどうかという

ご質問でございました。手元に倒産の件

数がございます。倒産の件数につきまし

ては、平成１９年度ぐらいまでは大体毎

年１０件以内ぐらいでとどまっておった

ところでございます。１７年度で１０件、

１８年度で５件、１９年度で８件となっ

ておりました。ところが、平成２０年度

は１８件となりまして、倍増しておりま
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す。

　２１年度、今現在まだ最終の数字は出

ておらないんですけれども、今現在５件

となっております。倒産件数は減ってお

りますものの、まだまだこの厳しい状況

が今年度影響してまいると予測しており

まして、当初予算につきましては、非常

に厳しい数字となっております。

○野口博委員長　北居参事。

○北居消防本部参事　それでは、機能別

消防分団の出動要件はというご質問にお

答えいたします。

　まず、時間帯でございますが、各事業

所の就業時間内、いわゆる平日の９時か

ら１７時ごろでございます。これが委員

ご指摘の消防力の弱る時間帯でございま

す。その間に発生いたしました大規模な

火災が出動要件となります。その折に、

団長の招集によりまして、指令室から出

動の依頼をかけます。

　それと、管轄区域でございますが、事

業所の位置にかかわりませず、三社とも

市内全域を管轄していただきます。

○野口博委員長　入倉課長。

○入倉固定資産税課長　まず、２２年度

予算の増額と家屋の新築等をどのくらい

見ているかというご質問ですが、２２年

度の現年課税分の固定資産税につきまし

ては、土地については地価が再び下落傾

向になったこと、家屋については新増築

分による増、償却資産については景気の

低迷による設備投資の手控え、それらを

見込み、前年度当初予算に比べ１．８％

増、１億５，３００万円増の８６億３０

０万円の予算を計上いたしました。

　この中で家屋につきましては、新増築

分の増により、前年度に比べ５．３％、

１億２，６００万円の増、２５億１，６

００万円を見込んでおります。新増築分

の具体の数値としましては、まず棟数で

木造が２７０から２０６、マイナス２４

％、非木造が１００から８２、マイナス

１８％、床面積ベースでいきますと、木

造が２万７，３０９平米から２万２，８

０６平米、１６．５％の減、非木造が４

万９，２８４平米から５万２，６７８平

米、６．９％の増となっております。

　要は、その非木造家屋で大規模な建物

で評価の高いものがあったために、予算

としては増額となっております。

　２点目の、公共用地の減免あるいは非

課税についてのご質問ですが、委員ご存

じのとおり、賦課期日は毎年１月１日で

あります。賦課期日現在、公共の用に供

されている資産については、地方税法３

４８条の規定により、非課税となります。

　また、賦課期日以降に非課税団体と売

買契約を交わされ、３月３１日までに所

有権移転登記をされた場合は、全額減免、

賦課期日以後に寄附された場合は、納期

未到来分を減免いたします。

　公共の用に供する道路や水路につきま

しては、地方税法の３４８条２項、第５

号、６号により非課税となります。道路

又は水路部分の分筆等がされ、独立した

土地となっている場合は、すべて非課税

として処理いたしますが、１つの土地の

一部分だけを供しておられる場合は、納

税者からの申請に基づき現場確認の上、

非課税といたします。

　税の還付につきましては、原則として

地方税法の規定により、法定納付期限の

翌日から起算して、５年分を還付いたし

ますが、市に著しい瑕疵がある場合は、

過誤納還付金として最高２０年まで還付

をいたします。

○野口博委員長　本山課長。

○本山警備第１課長　２１年度の補正予

算の工事請負費にあります消防ポンプ自

動車の艤装に伴います減額補正１，４４
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５万円についてのご説明させていただき

ます。

　これにつきましては、当初、NOx・

PM法によりまして車両更新いたしまし

た。

　艤装の内容といたしましては、圧縮空

気泡消火装置、また水槽を２，０００か

ら４，０００リッターに、また水槽配管

等をステンレスにするなどし、それから

はしご、動力昇降装置等々つけまして、

消火能力の向上ということで更新させて

いただきました。

　２１年度予算要求時におきまして、仕

様書を作成いたしまして、当然４つの業

者に同一内容での見積もりの提出をお願

いいたしました。その際、出てきました

金額に対しまして６，０００何がしかの

金額でしたので、減額に努めるというか、

減額してもらえないかというようなこと

で要請したんですけれども、当時の経済

状況、不況であるということでなかなか

応じていただけなかったという中で予算

をつけていただきましたのが、６，１３

１万２，０００円ということでありまし

た。

　そして、４月に入りまして、これは先

ほど答弁ありましたように、補助金との

兼ね合いで進んでおりまして、補助金の

内定等がつかないというのがわかりまし

て、４月１日付で再度見積もり最終とい

うことで、また見積もり要請いたしまし

て、再提出をしていただきました。それ

のときの金額が今度最終で４，８４６万

円というのが一番安い金額でありました。

もうその段階で１，４００万円ほど下がっ

ておったんですけれども、そういう中で

執行して車両更新をさせていただきまし

た。

　見積もりのとり方どうなんだというこ

とでご指摘なんですけれども、今後にお

きましては同一車両というのは各消防も

ないんですけれども、他市の同じような

車種の購入等々研究させていただきまし

て、適正な価格にまた努めてまいりたい

と、このように思っております。これは

あくまで先ほどいいましたように入札差

金で１，４４５万円が発生したというこ

とになります。

○野口博委員長　明原参事。

○明原消防本部総務課参事　それでは、

消防団員の定年制とＯＢ団員の活用につ

きましてご答弁させていただきます。

　消防団員の定年制につきましては、現

在、消防団本部においては特に定めてお

りませんが、過去には地元消防分団にお

きまして運用上、定年を定めておられた

ところもあったように聞き及んでおりま

す。

　平成２１年の４月の数字になりますけ

れども、消防団員の平均年齢ということ

で４３．１７歳という数字が出ておりま

す。この数字からは消防団の高齢化問題

は全く見えませんが、逆に委員ご指摘の

ように働き盛りの団員さんが、被雇用率

も８０％に近いということから、昼間の

消防力の確保ということが課題となって

おります。

　ご提案のＯＢ団員の活用という問題で

ございますが、市内で昼間に発生いたし

ました火災で、消防団のＯＢの方々が活

動していただいたという事例については、

少なくないことは認識をしてございます。

ＯＢ団員を活用するということは、その

方たちが既に経験と知識、技術などを持っ

ておられるというわけですから、非常に

メリットがあるのではないかと思います。

　ＯＢ団員が活動された場合の補償とい

う問題でございますけれども、これは摂

津市消防団員等公務災害補償条例により

まして、消火協力者という扱いによりま
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して補償ができる仕組みとなっておりま

す。しかし、万が一このＯＢ団員が、消

防団の消防車両を運転されるということ

で、交通事故を起こされたということに

なれば、この場合はその損害補償は賠償

できないようになってございます。

　ちょうどこの１月に機能別分団制度を

運用開始いたしましたところでございま

すが、今後このＯＢ団員の活用も含め、

さらなる昼間の消防力の確保という観点

から、いろいろな研究をしてまいりたい

というふうに考えております。

○野口博委員長　樋上課長。

○樋上警備第２課長　平成２２年度消防

ポンプ自動車艤装工事でございますが、

この車両はNOx・PM法によります摂津

市第三分団の消防ポンプ自動車更新車両

でございます。

　車種は３トンシャシで、特別艤装はあ

りません消防ポンプ自動車でございます。

摂津市第一分団、第二分団、第四分団、

順次更新してまいりました。第三分団は

最後の車両でございます。車両４台の艤

装はほとんどかわりはありません。

○野口博委員長　熊野参事。

○熊野警備第１課参事　それでは、消防

職員の夜間勤務の状況についてお答えい

たします。消防は２４時間常に交代で勤

務しておりますが、夜間勤務手当につい

ては２２時から５時までの７時間が対象

となっております。

　交代で勤務する通信指令員、救急隊員、

当務司令と３出張所の受け付け勤務が対

象でございます。夜間の休憩時間、仮眠

時間等に出動した場合は、時間外勤務手

当の対象となります。

○野口博委員長　森内委員。

○森内一蔵委員　それでは、税収につい

ては非常に厳しい見込みをしていただい

てるということですけれども、これは個

人市民税の中で非常に均等割等、まだま

だ甘いんじゃないかなと思います。

　特に法人市民税においては、もっとシ

ビアに考えていかなければならない。今

年度予算は前年度より総額で一般会計だ

けでも２％の増ということで、しっかり

と組んでいただいたんですけれども、税

収のこの伸び悩みからいくと、どうかな

と思うんですけれども、しかし、今後も

う少しシビアに一歩踏み込んで、しかし

これ、といっても、この税収を上げる方

法いうのは産業振興しかないんで、この

場では、論議はできませんので、そうい

うところできちっとした財政運営をして

いただきたいということで、徴収率アッ

プということで、今度、債権の回収の新

たなこともできますので、そういう意味

では、できるだけ税収のアップに努めて

いただきたいと思います。しっかりとやっ

ていただきたいということでお願いをし

ておきます。

　それと、固定資産税の増額というのは、

かなりよくわかるんですが、南千里丘の

開発による、５８６戸、この分が入って

るかなと思うんです。今度まだ見込みが

あるということで、約１，２００戸です

かね、ぐらいのマンションが建設される

ということなんで、約３億円ぐらいです

かね。増収が見込めるということなんで

すけれども、これ３年ぐらいかかるかも

しれませんけれども、固定資産税の伸び

に比べて市民税、個人市民税、それから

法人市民税というのはかなり変動があり

ますので、その辺のところを比べれば固

定資産税というのは非常に大事な財源で

あります。そのためにもやはり都市整備

をきちっとやって、財源を上げていただ

く、摂津に引っ越してきてもらって、新

しい家を建ててもらうというようなとこ

ろですね。頑張っていかなければならな
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いと思うんですけれども。

　それと、もう一つは、固定資産税の例

えば航空写真等を撮って見直しをやるん

ですけれども、増改築についてのこの固

定資産税の評価というのはどういうふう

な形で、これは建築基準法で届けをすれ

ばわかるんですけれども、特に増築の場

合、違法にされるというような部分があ

りますので、その辺のところの課税シス

テムはどういうふうにされておられるの

か、調査等いろいろ航空写真で照らし合

わせたらわかると思うんですけれども、

その辺のところどういうふうにされてお

られるのか、わかった時点で課税される

のか、その次の１月１日現在ということ

で、来年度に持っていかれるのか、その

辺のところをお聞かせいただけたらなと

思います。

　それから、公共用地に関する分筆をし

て、その分だけを公共用地ということで

指導してあげればいいんですけれども、

全体がこれだからその分は道路に提供し

ている、水道敷きに提供しているという

ようなところで、ずっとほっておかれた

というケースもありますので、その辺の

ところ、上がってくればできるだけ遡及

をして、還付できるような形にしてあげ

ていただきたいと思います。

　なぜこういうことかといいますと、特

に中心後退分の道路、こういうふうな形

で提供するということで、分筆を忘れて

税金がそのままかかってるということも

あるんですね。そのようなところもかな

り残ってると思いますので、一度洗い直

しをする必要があると思うんですけど、

道路台帳の整備というの、これなかなか

できませんけれども、出てくればすぐ減

免をしてということになれば、もう少し

狭隘道路の解消もできるんじゃないかな

と思いますので、その辺のところ再度調

査をしていただけたらなと。非常に難し

いですけれども、原課との調整もしてい

ただきたいと思いますので、その辺のと

こもう一度、お答えいただけたらなと思

います。

　それから交付税ですね、交付金等これ

もややこしいですね。聞いてわかるんで

すけれども、なるほどなというのがあれ

なんですけれども、何とかもらえる手だ

てはないかなと思うんですけれども、今

後も研究していただいて、ひとつお願い

したいと思います。というのは、入って

くるお金よりも出てくるお金の方が多い

のに、なぜか交付税がもらわれないのか。

それから、裕福な、例えば交付税だけで

３分の１、地方に行けば半分以上という

のがありますから、そういうふうなとこ

ろで、何か三大都市圏は、東京都知事じゃ

ないですけれども、日本の税金の何ぼか

は私ところの都がやってるんやから、そ

の分何ぼか返してくれよというような論

議も生まれてくるわけでありますから、

その辺のところ、いい方法があれば何と

か交付税の交付団体にできる方法がない

かということで、政治力も含めて考えら

れないかと思うんですけれども、これは

お願いしておきます。

　それから、これは要望なんですけれど

も、旧の三宅小学校と味舌小学校の今後

の見通しというのはどういうふうになる

のか、まだ旧味舌小学校の跡地等はこの

財政の悪化が急激になってると、やっぱ

り売却もやらなければならない。旧三宅

小学校についても、特に三宅小学校なん

かは地元の要望でこういうふうなことで

やってください、ああいうふうなこと、

いろいろな要望があると思うんですけれ

ども、これについては今度やはり早い段

階できちっと決めていかなければならな

いと思うんですけれども、その辺につい
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て担当課は大変でしょうから、一遍、副

市長、どういうふうなお考えを持ってお

られるのか、お聞かせいただけたらなと

思います。

　それから、一般管理費の中の給料です

ね。先ほどきちっとご答弁をいただきま

したけれども、やはりこれから６６０人

体制となってきますと、非常勤の方と、

それから臨時職員の方が多くなってくる。

責任度度合いをどうするのか。例えば窓

口対応にしても、トラブルが起きたとき

に、どうしたらいいのかわからんと、は

いあと、職員も、いや、なぜ送ったの、

もういろいろな原因なってきますけれど

も、そういうふうな中で非常勤職員と臨

時職員に対する職員の研修とかいろいろ

いいますけれども、そういう方の研修、

マニュアル等、例えば、来られてもすぐ

は仕事できないんですから、その辺のと

ころの教育を人事課としてどういうふう

に考えておられるのかと思います。

　それから、再任用ですね。この再任用

は非常に経験豊かな方ですから、先輩の

方がずっとまた続けてやっていただける

と、しかしながら、給与的には半分以下

になってしまうというところですね。そ

れと、もう一つは、先輩を使いにくいと

いう、違う課とか部とか行かれたらいい

んですけど、やはり同じところにおられ

たら、その方はやっぱり経験者ですから、

よくわかるんです。しかし、後輩を育て

る意味とかいろいろ管理職が逆になって

しまうというようなところ、いろいろな

問題はあろうかと思いますけれども、や

はりできるだけ精通した方を再任用する

と。それも基準はなぜあの人がまたおる

んかというような話もあります。特にこ

ういうことを言っては何ですけれども、

臨時職員、それから非常勤の職員の方が

よく仕事をして、職員の方が何やあの人

はと、責任のいろいろあるとも聞きます。

それと、もう一つは、電話の譲り合いで

すわ。取り合いじゃない、譲り合い。電

話かかってきた、忙しい、だれか取るや

ろうなというようなことでは困るんで、

その辺のところを再任用の基準というの

はきちっと設けていただきたいというこ

とで。

　今後、どれくらいの人数を再任用する

か、非常勤職員ですね。２１年度、全体

で今７１９人言われましたけど、その中

で非常勤の方３６８名ですかね。今後、

まだまだふえていくと思うんですけれど

も、６６０人体制であれば、何人ぐらい

の臨時職員と非常勤職員が必要なのか、

また再任用の職員がどれくらい必要なの

か。

　それともう一つは、現業ですね。環境

対策課なんかの現業職員の方を委託も含

めてこちらの職種がえの試験をやって、

かえていくというような話もありますけ

れども、その辺のところどういうふうな

人数的に一度お聞かせいただけたらなと

思います。

　それと、広報板ですね。なかなか全部

できるまでには何年かかるんでしょうか

ね。一新しないと、とにかく余りかわり

ばえがしない修繕というような箇所もあ

ります。

　それから、ずっと置いといたら、あと

５年、６年先になっても、五十何基ある

んですね、今まだできてないのが。それ

が１年に５基であったら１０年かかると。

１０年すれば今までの分がまた老朽化し

てしまうということで、何かの措置をや

らないと。私こんなんいうたら何ですけ

れど、あそこのところはきれいなった、

ここのところはそのままやと、何しとん

ねんというような話もあります。そうい

う意味では、やはり地域性を見て、きちっ
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と全市がきちっと公平な立場でいけるよ

うに広報板ぐらいは何とかしていただき

たいと思います。

　それから、広報紙の配布、これは入っ

てないところは文句言わはります。とこ

ろが、要らないところへいっぱい入って

るというのがあるんですわ、何回も何回

も。これはまた通知をしてあげないかん

のですけれども、この前の話でしたら、

持ち主さんに私にどこどこといってくだ

さいというときましたけれども、入って

るから取ってほったらしまいやというよ

うな話ですけれども、その辺のところの

過配布ですね。これをもう一度洗い直し

ていただきたいと。これはお願いしてお

きます。

　それと、市の当直の嘱託員の方ですけ

れども、これも大変だと思います。どこ

の課へ回していいのか、特に新しく当直

の職員で来られたとかいうんであれば、

もうどこへ回したかわからんというのが

現状だと思いますので、できれば延長し

てでも市民サービスに努めるというよう

なところはどうかなと思います。そうい

う一考を一遍していただいて、例えば６

時まで、１人の方、シルバーもおられる

でしょうし、民間からの嘱託でも、民間

委託でもいいですから、そういうふうな

電話の受付の経験のある方を来ていただ

くとか、そういう方法も、例えば６時ま

ででもいいですから、一番市民の方が要

求されるのは、深夜はもうほとんどない

と思いますけれども、そういうふうな形

で６時ぐらいまで延長できないかという

ところ、お願いできませんでしょうか。

　それと、あとは先ほどハザードマップ

はいいましたけど、これはお願いにして

おきます。もうかなり難しいと思います。

しかし啓発には努めてもらわないかんと

いうことです。特に、淀川水系という、

淀川のはんらんというのは、１時間５０

ミリが数時間降っても大丈夫だ、天ヶ瀬

ダムとかそういうダムの整備ができて、

ほとんど水がふえたり減ったりはしない

んですけれども、特に安威川、これは北

部丘陵の開発も含めてですけれども、大

阪府もダムは要らんとは言っておるんで

すけれども、やはりこれは必要だと思い

ますんで、それがもし、安威川がはんら

んしたときに、どういうふうな形になる

か。

　ハザードマップの水害は淀川がはんら

んすればということで、基準にしてます

けれども、安威川がもしはんらんすれば

どういうふうな形になるかというのも今

後一遍来年見直しをされるということで

すから、その辺のところ一度考慮に入れ

て、それとあとは地震対策ですね。これ

はもう逃げようがないというか、これ大

変だと思いますけれども、やはりいざと

いうときのための啓発活動というのは必

要だと思いますので、それも来年に整備

していたくということでございますので、

お願いをしておきます。

　それと消防の件ですけれども、なぜ消

防の夜間の勤務体制といったということ

ですけれども、消防車２台が市内巡視し

ていただいてます、お昼はね。あれを夜

中にできないのかということなんです。

というのは、私も先日、代表質問でいい

ましたけれども、夜間パトロールという

ことで民間でいろいろな防犯パトロール

をやっておられるんですけれども、そら

もう時間帯で昼はできるけれども、夜中、

例えば一番犯罪が多いのは１時から朝３

時ぐらいまでなんですけれども、その時

間にパトロールですね、消防車回るだけ

でやっぱり犯罪抑制効果って大きいんで

すよ。

　だから、その仮眠時間以外のときに、
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市内パトロールできないかと思うんです

けれども、商工会青年部なんかでも自主

防犯ということでパトロール車ですね、

青パト買って自分らでやっておられるん

ですけれども、そんなん夜中になかなか

走ることできないんです。

　行政でできる範囲、警察以外にできる

というのは行政の中では消防しかないん

ですよ。この辺のところを１週間に１回

でもよろしいですわ。例えば消防車が走っ

てるとなると、駐車場の車上荒らしとか

１件でも少なくなると思うんですけれど

も、その辺のところはできないか、でき

るか、一遍状況を、昼の走ってるの、市

民の方もよく会うんです。２台何で走ら

なあかんねんと、これは２台ワンセット

というのを聞いたんですけれども、そう

いうのやったら、あっちこっちから回っ

て、どこかで落ち合わせて走ったらいい

のにというのもありますから、その辺の

ところも含めて、一遍ご答弁をいただけ

たらなと思います。

　それと、非常備消防の、先ほどの機能

別消防のこの３社というの非常にありが

たいんですけれども、この方たちには消

防団としての報酬は辞退されておられま

す。しかしながら、やはり何かあったと

きには、公務災害が適用できると思うん

ですけれども、やはり今後はやはりいろ

いろな形で報酬以外の何かの形で、消防

器具とかいうような形で、十分な整備で

きるということで、市もある程度の補助

もしなければならないと思うんですけれ

ども、全国に向けて本市が機能別消防が

やったということで、よく消防としてい

ろいろな活動していただいておると思う

んですけれども、その辺のところでもう

少し待遇面において考えられないかとい

うことで、もう一度お答えいただけたら

なと思います。

　それと、消防団のＯＢの利用というこ

と、これは本当に大事だと思うんですけ

れども、その辺のところの公務災害等い

ろいろあると思うんですけれども、消防

団の定年延長じゃないですけれども、消

防団例えば自動車分団が４つあるんです

かね。それと地域の消防団ということで、

その振り分けでやはり年齢層いろいろやっ

てみて、地域の消防団にお願いをして、

やはり夜活動できるような分団をできる

ような形で一遍考えていただけないかな

と思いますので、その点一遍お聞かせい

ただけたらと思います。

　それと、自動車の艤装工事なんですけ

れども、先ほど議案第１０号の不用額と

いうことで減額補正ですけれども、これ

はかなり大きな額です。見積もりのとき

にどうだったのかというのもありますが、

先ほどだって何千万円でこうこうこうなっ

てて、４社見積もってということなんで

すけれども、最初の当初の見積もりでど

ういうふうな形でそういうふうな見積も

りをされたのか、一遍その辺のところを

きちっと一遍お聞かせいただけたらなと

思います。算定基準というか、道路とか

いろいろやる場合は、きちっとしたマニュ

アルがありますので、消防の場合はどう

いうふうな形で算定をされたのか、それ

をお聞かせいただけたらなと思います。

　それと、今回新しくされるということ

で、第三分団の更新ですね。第三分団の

３トン車の更新ということですけれども、

これについても第一、第二分団とかわり

はないというんですけれども、時間的な

差がありますので、この金額が正当なも

のか、またこれで差額が出たということ

のないように、きちっと算定されておら

れるのか、そこをお聞かせいただきたい

と思います。

○野口博委員長　暫時休憩します。
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（午後５時　　　休憩）

（午後５時１分　再開）

○野口博委員長　再開いたします。

　山本課長。

○山本人事課長　それでは、人事課に関

する再任用の方々と臨職・非常勤の関係

のご質問にご答弁をさせていただきます。

　まず、臨職・非常勤の勤務状況につい

ておほめの言葉もいただきました。しか

し、やはり対応について、まだ不十分な

ところがあるというご指摘もございます。

我々といたしましては過去つくりました

職員接遇ハンドブックであるとか、職員

のＯＪＴマニュアルというのを全職員に

配布し、非常勤の方々にも配布している

つもりでございます。

　ＯＪＴの中でまず研修をしていただき、

我々としても不十分というお話もござい

ますので、人事課の職員が講師になって

でも非常勤の方々をお集めして、やはり

皆様方の対応が市全体の影響を及ぼすと

いうこともあわせてご説明をしてまいり

たいというふうに考えております。

　続きまして、再任用の考え方でござい

ますが、今現在、再任用の短時間の方々

が先ほど申しました７１９名以外に約３

０名ございます。これが６６０名体制に

なればということで、あくまでシミュレー

ションの数字でございますので、５年後

の４月現在、我々、正規職員が約６６０

名になったときに、再任用の短時間の方

が６０名、多い場合は７０名ぐらいいらっ

しゃるんかなというふうに想定をいたし

ております。非常勤の職員につきまして

は、やはり業務の委託等がございますの

で、今現在シミュレーションの数字は持

ち合わせておりませんので、よろしくお

願いいたします。

　また、再任用の方々、給与が半分ぐら

いになるということで、モチベーション

の関係いろいろあろうかと思いますが、

我々としてはやはり再任用の方であって

も一職員であるということで、先般２月

２５日に再任用、この４月予定しておら

れる継続新規の方、一堂に集まっていた

だきまして、副市長の方から再任用にお

いても今までどおり業務を遂行するよう

にという訓示もしていただきました。も

し不十分なところがあれば、またご指摘

いただきまして、人事課としても個別を

含めて訓示をしてまいりたいというふう

に考えております。

○野口博委員長　本山課長。

○本山警備第１課長　艤装につきまして

の答弁をさせていただきます。

　算定基準といたしましては、仕様書を

作成しております。これを同一仕様書を

４業者に渡しております。

　それと、先ほど漏れましたんですけれ

ども、当初は緊急消防援助隊整備補助金

という形でこれにつきましては、一定の

載せなければいけないものとか、縛りが

あります。それの内定がつかなかったと

いうことで、そういう必要ないもの外し

たという形で最終見積もりをとり直した

という部分があります。その辺説明が抜

けておりましたんで、こういう金額にな

りましたということであります。

○野口博委員長　浜崎次長。

○浜崎消防本部次長　現在、夜間パトロー

ルと申しますか広報活動は、火災予防運

動期間中は昼間に、それから毎日の夜間

パトロールにつきましては、大体午後６

時から７時の間に実施しております。

　委員がいわれておりますように、火災

は確かに夜間が多ございます。私の方と

いたしましても、職員の健康管理上ある

いは仮眠時間とかいう、そういうのを検

討させてもらいまして、もう少し午後６

時、７時ではなくて、例えば午後８時、
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９時、９時、１０時というような深夜帯

に近い、いわゆる準夜帯の方にパトロー

ルできるように一度前向きに検討させて

いただきます。

○野口博委員長　北居参事。

○北居消防本部参事　機能別消防分団分

団員に他の面の待遇面、装備の方の貸与

とかそういった面で待遇面をよくしては

どうかというご質問でございます。

　本年１月１日の機能別消防分団発足に

当たりまして、事業所で配備されている

人員、それと消防車両、その他の装備を

活用させていただきまして、これを運用

するというのが原則でございます。ただ、

火災活動はもとより訓練、それと消防出

初め式などにも参加いただくということ

から、必要最小限の貸与と考えまして、

当初アポロキャップを全団員の方に貸与

いたしました。そして、車両ののぼり旗、

訓練旗等を貸与する準備も完了しており

ます。

○野口博委員長　浜崎次長。

○浜崎消防本部次長　先ほどの消防車の

夜間パトロールの件でございますけれど

も、２台ワンセットで行っているという

お話でございましたけれども、２台ワン

セットで行かすのは、鳥飼出張所でござ

いまして、これは救助工作車とポンプ車、

これ必ず２台ワンセットで行かせており

ます。これは災害現場におきましては必

ず２台要るものでございまして、ほかの

出張所及び本署では２台で行くことはご

ざいません。

○野口博委員長　入倉課長。

○入倉固定資産税課長　先ほどの１回目

のご質問で答弁が漏れておりました。２

２年度の予算の中には、南千里丘の開発

に絡む建物に関する固定資産税は入って

おりません。これは２３年３月の入居と

聞いておりますので、課税については２

４年度からということになります。

　それと、増築分の調査についてですが、

当然課税漏れのないように努めていると

ころでございますが、まず年末の徒歩に

よる調査や、航空写真の新旧比較、これ

については業者の方にチェックをしても

らっております。そして５月に納税通知

をするまでに現地へ職員が調査に行って

現物を確認しておるということでござい

ます。

　それと、道路非課税の件ですけれども、

ご指摘のとおり、中心後退後、非課税と

なっていない道路は市内に確かに存在し

ております。非課税処理については、申

請をいただければ現地を確認し、適切に

対応してまいりたいと、そのように考え

ます。納税者の周知につきましては、５

月発送の当初納税通知書に同封しており

ます税のお知らせにも記載しております

ので、また今後ホームページ等にも掲載

し、周知を図ってまいります。

○野口博委員長　樋上課長。

○樋上警備第２課長　消防車両の艤装で

ございますが、消防団車両の艤装の価格

でございますが、第一、第二、第四と約

５０万円ずつ艤装は上がっております。

○野口博委員長　明原参事。

○明原消防本部総務課参事　消防団員さ

んの活用という件でございますけれども、

先ほども申し上げましたように、平均年

齢は４３歳ほどと、比較的若いという状

況になっておりまして、逆にいえば早く

お辞めになっているのかなという感じも

いたしております。ですから、より地域

に密着して、活動できるように、そして

６０歳を越えても体力の許す限りと申し

ますか、できる限り地域で消防団員が活

動できるような方法も考えまして、消防

団の活動環境の問題点というのを洗い直

して整理もしていきたいというふうに考
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えております。

○野口博委員長　副市長。

○小野副市長　これはご存じのように、

過日の代表質問でも売却という選択肢を

排除しないということを市長が答弁いた

しております。

　いずれにいたしましても、森内委員が

言われたように、企業誘致分１４億円の

うちの１１億円、４年分で４４億円がな

ければこの中期財政見通しで２１年度で

基金はゼロということでありますから、

これがもしもなかりせば、この議論は今

直ちにしとかなきゃならなかったと。あ

れがあったゆえにここまで持ちこたえら

れたといっても過言ではないと思います。

ただ、最終的にこの中期財政見通し、２

７年度３５．８億円の赤字が見えるとい

うことが出ております。もうあの企業誘

致条例については適用できないという、

あの中身についてはできないという状況

になりました。

　それで、旧三宅小学校９，５００平米、

旧味舌小学校は９，３００平米あるとい

うことで、現在、旧校庭と体育館を使用

しておると。我々、内部で議論していか

なきゃならないのは、これをどこまで特

に避難所になってるスポーツセンターは

別といたしまして、校庭部分、校舎部分、

これどう考えるかということを市の内部

でかためなきゃならないと。ただ、これ

はなかなかこういう施設になりますと、

これはもう市長も私も三宅なり味舌行っ

て、あの厳しいなりというのは、肌身に

感じて見ておりますから、そう軽々にあ

あするこうするとはでき得ないと思いま

す。

　ただ、これは本会議で申し上げておっ

たように、まず３２筆ございます市の未

使用地について、行政目的を持ってやる

ものと、それから一定行政目的をなかな

か持ちづらいものに区分けをする。そし

て、この前４筆申し上げました。例の鯵

生野団地、野々団地の跡地、山田川公園、

都市計画決定の打っていない公園等々あ

りまして、ふれあいルームですね。これ

は当然議会と当該地元自治会、地域の方々

と話をしなきゃなりませんが、私はまず

この問題、市長も同じように考えておら

れますけれども、まずこの中身を整理し

た上でないと、一気に学校に私はなかな

かそう簡単には行かない思いますので、

これを整理した上で、ならば旧三宅と味

舌小の分はどういうふうに考えるのかと

いうことは、やはり一定、市として一定

の整理をした上で、議会とも一定、協議

させてもらわなきゃならないと思います。

　これをまだ何もしないままで、いけれ

ばいいんですが、そういったこともこの

財政状況にかかわりますけれども、それ

とは別にしてもあの９，５００、９，３

００平米をどう活用するということは、

一定、整理をした上で、まずは議会と協

議をさせてもらわなきゃならないという

ことは重々わかっております。

　ただ、今のところは、こうする、ああ

するというのは持っておりません。持っ

ておりませんが、はっきりわかるのはス

ポーツセンターとして使用しているあの

部分、あれは残すと。それ以上どこをど

う残すかは、これ一度２２年度の中で一

度議論した上で、今までも大概多く議論

してきたんですが、これを議会にまだお

示しするまでには至っておりません。そ

ういうことも含めて、まず３２筆の整理、

そこには２筆が入っておりますけれども、

そこをまず整理した上で学校の問題につ

いては議会、また地元との話し合いがで

きるような考え方を持ちたいということ

を思っております。

○野口博委員長　以上で森内委員の質問
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は終わりました。

　本日の委員会はこの程度にとどめ、散

会します。

（午後５時１４分　散会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

総務常任委員長野　口　　　博

総務常任委員 三　好　義　治
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